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予算審査特別委員会記録 

（１日目 R8.3.11 9:30 ～16:14） 

 

議会事務局長  それでは、ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。開

会にあたりまして、家塚委員長より御挨拶をいただきます。 

家塚委員長  改めましておはようございます。今回、予算審査特別委員長というこ

とでなりましたので、皆さんの協力を得ながらスムーズな進行をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、第１回定例会において、本予算審査特別委員会が設置され、令和８年度

一般会計予算、３特別会計予算及び２事業会計予算並びに関連４議案の審査が付託さ

れています。予算審査特別委員会の日程は、３月１１日、１２日、１３日の３日間の

日程で、別紙審査順序のとおり順次審査を行っていきます。各委員、説明員に申し上

げます。委員が質問を行う場合には挙手をして委員長の許可を受け、議席番号、氏名

を告げてから発言してください。また、質問事項については、予算書などのページを

示し、会議時間の短縮のため、要点を簡潔明瞭に発言してください。説明員が答弁す

る場合には、委員長の許可を受け、職名を告げてから簡潔明瞭に答弁するようお願い

いたします。私語は慎むようにお願いをいたします。なお、効率的な議事の運営に努

めてまいりますので、委員各位におかれましても御協力をお願いいたします。傍聴者

はおりませんので、割愛させていただきます。 

本日の出席人員は９名でございます。湯本委員については、欠席の報告が出されて

おります。なお、本委員会に議長も出席をしていただいております。直ちに会議を開

会いたします。 

審査順序の１番目、第１款議会費について審査を行います。それでは説明をお願い

します。 

議会事務局長  それでは、歳出１款、議会費を説明いたします。予算書３７ページ

をごらんください。データファイルは、４５ページになります。 

１款１項１目議会費、本年度予算額５，４３９万円。右側の説明欄をごらんくださ

い。議会運営経費として、５，３５８万円。次ページにかけまして、議員１１名の議

員報酬、期末手当、旅費、政務活動費交付金に係る経費、議会だより発行に係る経費

などを計上しています。 

新規予算計上といたしまして、議会まちづくり特別委員会の議会デジタル化推進検

討調査報告を踏まえたペーパーレス会議を推進するため、１２節議会会議システム導

入業務委託料、１３節議会会議システム使用料、１７節議会運営用備品購入費として

タブレット端末１５台などの導入経費が主な増額の内容となっております。 

次に、予算書３８ページ上段、事務局経費では、会議録作成支援システム保守委託

料など事務局に係る経費として、８１万円を計上しています。 

以上で、議会費の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 
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ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に、審査順序の２番目、第２款総務費について審査を行います。それでは、一般

管理費から防災諸費までの説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の３８ページ下段になります。 

 ２款１項１目一般管理費、本年度予算額２億８０万６，０００円。増減の主なもの

は、情報システムの標準化対応に係る経費の減によるものです。説明欄になります。

一般管理経費として３，３７７万３，０００円。ここでは、行政運営全般に係る経費

として、次ページにかけて、各委員報酬、会計年度任用職員一般事務報酬、特別職及

び職員旅費、次ページ、町長交際費、消耗品費、通信運搬費、総合健康診査、財務書

類作成業務委託料や空知町村会負担金などを計上しています。 

次に、４１ページ、電算機器管理運営経費として１億６，２６８万９，０００円。

ここでは、電算機器全般に係る管理経費として、次ページにかけて、情報系及び基幹

系システム保守、社会保障・税番号制度システム整備、電算機器借上料、情報系シス

テム譲渡事業償還金などを計上しています。前年度との主な相違ですが、情報系シス

テムと財務会計システムの更新に伴う、１２節委託料の増、また、情報システム標準

化に伴う基幹系システムのリース開始に伴い、１３節使用料及び賃借料が増額となっ

ています。 

次に、職員研修事業として３０２万４，０００円。次ページにかけまして、職員の

資質向上を目的に、各種専門研修への派遣経費などを計上しています。 

次に、地方公共団体情報システム標準化対応事業として、１３２万円。ここでは、

戸籍総合システムについて、国が策定する標準仕様に準拠したシステム移行のうち、

戸籍附票システムに係る委託料を計上しています。 

次に、２目文書広報費、本年度予算額５０５万９，０００円。説明欄、広報・広聴

活動事業として、広報なんぽろ発行にかかる経費、町ホームページ管理運用経費を計

上しています。なお、新規事業として、結婚５０年を迎える町内居住の御夫婦を対象

に、記念写真を撮影し贈呈する、金婚記念写真贈呈事業の経費３０万円を計上してい

ます。 

次に、３目財産管理費、本年度予算額２億９，７８１万３，０００円。説明欄、庁

舎等管理経費として３，０８８万１，０００円。次ページにかけまして、役場庁舎管

理に係る経費一式を計上しています。前年度との主な相違ですが、４年毎に実施する

役場庁舎非常用発電機点検に伴い、電気保安業務委託料が増額となっています。 

次に、４５ページ、公用車管理経費として１，５９１万９，０００円。公用車、マ

イクロバスの運行管理に係る経費などを計上しています。前年度との主な相違ですが、

軽貨物自動車２台の購入に伴い、前年度より増額となっています。 

次に、財産管理経費として２億５，０９５万６，０００円。次ページにかけて、町

有財産に係る消耗品費、修繕料、火災保険料、複写機使用料、各種基金の積立金など

を計上しています。前年度との主な相違ですが、公共施設等総合管理計画の改訂に伴

い、１２節委託料が増額となっています。４７ページ上段、指定管理者制度推進事業
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として５万７，０００円。ここでは、学識経験者を含めた選定委員会の開催経費を計

上しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４７ページ中段をごらんください。 

４目企画振興費、本年度予算額１億７，８２１万６，０００円。説明欄になります。

移住促進事業では、次ページにかけまして、本町への移住促進を図るため、移住体験

事業や移住イベント及び北海道移住・交流フェアへの出展などに係る経費として、３

４３万１，０００円を計上しています。次に、４８ページ中段になります。説明欄を

ごらんください。 

みどり野団地等販売管理事業では、公社管理用地草刈業務に係る経費、北海道住宅

供給公社の販売施策と連動した、みどり野団地販売促進事業及びきた住まいるヴィレ

ッジ・ゼロカーボンヴィレッジ事業の負担金として、１，１９９万７，０００円を計

上しています。なお、公社管理用地草刈業務に係る経費は、同額を公社から受託事業

収入として受けるものです。次に、同じく４８ページ下段になります。 

生活路線等交通対策事業では、次ページにかけまして、オンデマンド交通あいるー

との運行に係る経費、北海道中央バス高速くりやま号の運行に係る生活交通対策確保

対策負担金などに係る経費として、２，３０１万８，０００円を計上しています。あ

いるーとの運行につきましては、前年度に引き続きまして、町内イベント開催時の運

行を実施してまいります。１８節負担金補助及び交付金の生活交通確保対策負担金で

は、北海道中央バス・栗山町との協定による、高速くりやま号の運行経費の一部負担

金２９５万７，０００円、また、南空知定住自立圏連携事業として南空知圏域を営業

区域で運行している路線バス事業者に新たに雇用された運転手１名に対しまして２

０万円の支援金を交付する運転手確保対策助成金を計上しています。次に、４９ペー

ジ下段になります。 

姉妹町交流事業では、姉妹町熊本県多良木町との児童相互交流及び物産交流、住民

交流研修などに係る経費として、３３１万２，０００円を計上しています。 

次に、企画振興経費では、南幌流通団地の住居表示実施に係る経費、企業版ふるさ

と納税受付に係る経費、南空知ふるさと市町村圏組合負担金及び空知地域創生協議会

負担金など、３４６万７，０００円を計上しています。次に、５０ページ下段になり

ます。 

協働まちづくり推進事業では、住民の自主的な協働のまちづくりや地域コミュニテ

ィ活性化、町内会等の活動を支援するため、個人町民税現年課税予算額の１％相当額

を活用した、まちづくり活動支援事業補助金を交付する経費として、４１５万９，０

００円を計上しています。次に、５１ページ上段になります。予算資料は９ページに

なります。 

学生支援推進事業では、江別市内の大学や自治体などで構成する、学生地域定着支

援推進協議会負担金２８万８，０００円を計上しています。 

 次に、子育て世代住宅建築費助成事業では、子育て世代を対象とした住宅建築費の

助成により移住定住を図るため、子育て世代住宅建築費助成金６，３００万円を計上

しています。 
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 次に、高度無線環境整備推進事業では、公設民営による光ファイバ設備の維持管理

や支障移転工事などの経費として１，２６１万３，０００円を計上しています。なお、

支障移転工事費のうち、道営経営体育成農地整備事業に係る５６９万８，０００円は、

同額が道から補償されるものです。 

次に、観光周遊策推進事業では、公共施設案内看板設置工事として、道央圏連絡道

路中樹林道路に、なんぽろ温泉及びきららパークキャンプ場へ誘導するための案内看

板３基を設置するもので、１，３９３万５，０００円を計上しています。 

 次に、地域おこし協力隊設置事業では、次ページにかけまして、本町への移住を促

進するため、移住情報の発信などのプロモーション活動をはじめ、移住体験住宅の管

理運営や体験プログラムの企画に取り組む活動を行う地域おこし協力隊員１名の設

置・活動経費として、５５０万円を計上しています。次に、５２ページ下段になりま

す。 

子ども室内遊戯施設管理経費では、子ども室内遊戯施設はれっぱの指定管理料とし

て、３，３１０万円を計上しています。指定管理料は、令和７年度施設管理運営の実

績見込みを踏まえた積算を行い、維持管理運営費から利用料収入１，１２０万円を差

し引き計上しています。なお、令和８年度については、一部クッション遊具と木育遊

具を更新いたします。 

次に、地域おこし協力隊活動支援事業では、地域おこし協力隊員に対する、きめ細

やかなサポート体制を確保し、隊員の孤立や活動のミスマッチを防止することを目的

に、日々の活動に対する相談や地域との交流に必要なネットワークづくりなど、本町

の協力隊ＯＢ・ＯＧの方へのこれまでの協力隊の経験を活かしたサポート業務委託料

３９万６，０００円を計上しています。 

次に、５目企業誘致推進費、本年度予算額１，９３６万１，０００円。説明欄、企

業誘致推進事業では、南幌流通団地販売戦略に基づく予約分譲受付を継続して実施し、

企業訪問活動や広告宣伝活動などに要する経費を計上しています。以上です。 

総務課長  次に、５４ページ上段になります。 

６目公平委員会費、本年度予算額３万６，０００円。説明欄、公平委員会運営経費

として、委員３名分の報酬を計上しています。以上です。 

住民課長  次に、７目交通安全対策費、本年度予算額６１１万４，０００円。説明

欄、交通安全対策推進事業では、次ページにかけまして、交通安全推進員１名及び交

通安全指導員１８名の設置に係る経費、交通安全活動経費、高齢者運転免許証自主返

納支援業務委託料、交通安全運動推進協議会補助金などを計上しています。以上です。 

総務課長  次に、５５ページ下段になります。 

８目防災諸費、本年度予算額５８５万１，０００円。説明欄、防災対策事業として、

５６ページにかけて、防災会議委員報酬、災害備蓄品整備計画に基づく消耗品費並び

に備品購入費、戸別受信機設置等手数料、防災行政無線保守点検、全国瞬時警報シス

テム保守委託料、電波使用料などを計上しています。以上です。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

細川委員  ３点質問いたします。まず１点目、予算書の４３ページ、それから予算
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資料でいきますと８ページです。金婚式記念写真贈呈事業の関係ですけれども、贈呈

する写真というのは、どのようなものを贈呈する予定なのかということを再確認した

いのと、あと申し込みの関係ですけれども、自己申請とは思うんですけれども、どの

ような方法で周知するのか。例えば、今年度でいくと昭和５１年の結婚の方が該当に

なるかと思うんですけれども、町では把握できないと思いますので、多分個人の申し

出になると思うんですけれども、その辺どのような関係で申請を受けるのか、年度単

位で受けるのか、その辺もあわせてお聞きしたいのがまず１点です。 

それから、４９ページから５０ページにかけてですけれども、企画振興費のところ

で、各戸の玄関に貼る住居表示板についてですけれども、新築住宅への住居表示板の

掲示や既存住宅の住居表示の貼り替え等の取り扱いは今どうされているのか。特に新

築住宅には貼らせていただけているのかどうか。それから、既存の住宅のも、もう色

が薄くなって読めなくなってきていて、ちょっと住宅の家の判断が難しいという、町

内会の方の話もありながらですね、この辺どう取り扱われているか教えていただきた

いと思います。 

もう１点、５５ページの防災対策事業費ですけれども、個別受信機の関係です。転

入者へ新規設置を促していると思うんですけれども、本年については、どの程度予定

しているのか。また、昨年あたりの設置状況はどうなっているのか。例えば、新築し

た人の割合で、どの程度付けていただけているのか、１００％なのかそれとも少ない

のか、その辺もあわせて質問したいと思います。よろしくお願いします。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  １点目の金婚記念写真贈呈事業についてで

すが、まず、贈呈を予定している写真については、Ａ４判で写真盾を贈呈する予定で

す。今、担当の中では直立するような写真盾で考えてございます。なお、申し込みに

ついては、今、要綱を検討しているんですが、申請書を作成し、周知については、広

報紙やホームページ、ＳＮＳ、老人クラブやカフェサロンなどでチラシで配布をした

いと考えております。なお、受付の範囲については、年度で考えてございます。以上

です。 

企画係長  住居表示板の取り扱いについて御説明させていただきます。まず、新築

住宅への住居表示板ですけれども、新築で住宅を建てられた方につきましては届出を

出していただきまして、そちらをもとに住居表示板を交付しております。交付の際に

は、見えやすい位置に貼っていただくようにお願いをしているところでございます。  

また、既存住宅で、既に掲示していただいているものの貼り替えなどについてです

けれども、住居表示板の再交付もうちのほうで受け付けております。こちら無償で受

け付けておりまして、何件か今までも古くなったのでということでお話もあって、再

交付したということもございます。ただ、先ほどちょっとお話もありまして、見えに

くくなっているところもあるなどもありまして、また、新築のところでもまだ掲示さ

れていないという方もいらっしゃる可能性もありますので、こちらにつきましては、

広報などで改めて周知させていただきたいと考えております。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  ３点目の戸別受信機の転入者等への新規設

置の予定についてですが、まず、令和８年度の新規設置の予定数は、令和７年度の子
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育て世帯住宅助成金交付件数が５４件、令和８年度、同じく助成金交付見込み数が３

２件、その他助成金対象外の移住者の方と、未設置者への勧奨による新規設置の見込

みを３０件としまして、合計１１０件で予算を計上してございます。なお、令和７年

度は参考ですが予算では１００件計上し、設置見込みが８９件となってございます。

なお、新たに転入している方の設置状況ですが、子育て支援の助成金交付の条件に、

無線機の設置を条件としております。また、助成金対象外の転入者の方も、住民課の

手続きの際に、無線機設置の手続きに誘導していただいております。その際、広報防

災係に来た世帯で、つけないといった世帯がないものですから、ほぼ１００％の設置

と考えてございます。なお、３月１日現在、全町の設置率は７８．２％となってござ

います。以上です。 

細川委員  金婚式の関係ですけれども、こちら新規事業ということですけれども、

実施にあたっては、写真日というのを決めて１日で撮影するという考え方なのか、そ

れとも、何回かに分けてやるのかというのが分からないんですけれども、その辺教え

ていただきたいのと、あと新築住宅の個別の玄関に貼る住居表示板ですけれども、一

応取り扱いしているということですけれども、新築住宅の方で、届出によりというこ

とですけれども、割合的にどの程度表示していただけているのか、もし分かれば教え

ていただきたいと思います。 

あと、３番目の防災無線の関係ですけれども、こちらは承知いたしました。以上で

す。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  金婚記念写真贈呈事業の撮影日、回数、日

数についてですが、今、民間の写真業者に委託をして撮影をするといったような予算

計上してございます。なお、申請された世帯数にもよるんですが、こちらで日にちを

設定して撮影することになりますので、何日間かかるか、何回になるかというのは未

定となってございます。以上です。 

企画係長  新築住宅で住居表示板を掲示している割合についてですけれども、うち

のほうでは届出を出していただいて、そちらに住居表示板を郵送で発送させていただ

いております。その後、実際に掲示しているかどうかというのを確認には行っていな

いので、割合としてはこちらでは把握しておりません。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  ４点伺います。最初に、予算書４６ページの財産管理費、東町コミュニ

ティセンターの備品の内容を教えてください。 

それと２点目、予算書の５０ページ、協働まちづくり推進事業のまちづくり支援金

ですね。今回何団体分の予算を見積もっているのか、また、文化団体のほうで継続す

るのが難しいという声は原課で聞いているかどうか。 

それと３点目、予算書５４ページの交通安全対策の中で、今回、東町の横断歩道が

つきました。その前に１本だけ停止線があるんですけれども、もう片方の車線には停

止線がないということで住民から声があり、その件についてお聞きいたします。 

それと４点目、予算書５５ページ、防災備蓄品の中に、幼児用のベッド。今、保育

園とかで、お昼寝用に使っているんですけれども、そのベッドを災害備蓄品の中に取
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り入れている自治体が増えてきたということで、ぜひ南幌町でも考えてほしいと思っ

ているんですけれども、備蓄品の中に入れていただける考えがあるかどうか。お願い

します。 

総務係長  １点目、東町コミュニティセンター備品の内容についてお答えします。

指定管理を行っている東町町内会より、備え付けのストーブ７台のうち、令和７年度

中に２台が故障し、残りの５台についても故障する可能性が高い状態となっているこ

とから、経費の助成について要望があり、令和８年度中に更新、取り付けを行うもの

です。以上です。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  ２点目の、協働まちづくり推進

事業についてでございます。先ほどまちづくり課長より予算の説明で申し上げました

けれども、当初予算につきましては、住民税の１％ほどを毎年計上させていただいて

おります。最近ですと、令和５年７団体、令和６年９団体、令和７年８団体の申請を

いただいて、それぞれ補助をさしていただいております。継続が難しいというのは、

どういうことでしょうか、すみません。 

佐藤委員  後ほど再質問でお尋ねします。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ３点目の東町横断歩道前の停止線の件についてお

答えいたします。昨年１１月に設置されました横断歩道ですけれども、緑町側の車線

には停止線がございますが、反対の東町側の車線には停止線がありません。このこと

につきまして、栗山警察署に確認したところ、両方の車線に停止線が引かれるケース

というのは、信号機のある交差点か、または一時停止の標識のある交差点に限られる

ということでございました。そのようなことから、今回設置された停止線につきまし

ては、担当としましては、正しい形であるという認識をしております。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  ４点目のベビーお昼寝簡易ベッドの導入に

ついてですが、委員お話のありました保育所等で導入している幼児ベッドについては、

大変申し訳ございません、私のほうでは把握はしておりませんが、インターネットで

確認したところ、簡易的な幼児のベッドですとか、防災用の幼児の段ボールベッドで

すとか、金額も様々なものがあることは把握をしてございます。幼児のいる家庭が避

難所に避難しないという理由があるといったものもインターネットで確認し、騒いだ

り泣いたりすることで、安心して寝られる場所がないということで、避難所に来られ

ないということがあることですから、今後、そういったようなベッドについても調査

し検討はしていくんですが、なお、幼児のいる家庭については、要支援者に該当しま

す。避難所はあいくるになりますので、一般の避難所とは違って、対象人数も少なく、

また、部屋についても、クッションフロアですとか、畳ですとか、簡易的な事業で使

っているベッド、また、乳幼児健診で使っているマットがございます。そういったも

ので、まずは対応できるかというところも含めて調査していきたいと考えております。

以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。財産管理経費の東町コミセンの備品の件は、

ストーブ７台ということで承知しました。金額が大きかったもので、何の備品なのか

なという思いがありまして、ストーブ７台ということであれば、１７２万円かかって
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も仕方ないのかなという思いがいたしました。これ再答弁は、よろしいです。 

２点目の協働まちづくり事業ですけれども、先ほど継続するのが難しいという意味

ですが、収益性のない文化団体が長く活動するということになると、支援金の年数っ

て決まっていますよね。それが終わった後、やはり収益性がないので、なかなかその

いろいろなコンサートをやったりとか、音楽活動だとか、そういう収益性のない部分

としては、なかなか継続するといっても、持ち出しが大変だと。その中で少しでも経

費の補助を考えていただきたいということがあったんですけれども、この中のフォロ

ーアップ事業というのは、継続する団体に対象して、過去３年間補助を受けた団体が

継続できるということの、その中でもあるみたいなんですけれど、このフォローアッ

プ事業というのは何年間継続できるのかも教えていただきたいです。 

それと、３点目の交通安全対策ですが、説明を受けましたので承知しました。 

それと、防災備蓄品の中にベビーベッドということで、子ども用の段ボールのベッ

ドもあるとございましたけれども、なかなか、小さな子が一緒に大人と段ボールベッ

ドで寝るというのも、危険だということもあって、南幌町ではあいくるにも避難でき

るということで安心な部分があるんですけれども、この簡易製のベッドはとても軽く

て移動もできるので、１、２台用意しておくということも大事ではないのかなと思っ

ております。以上です。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  協働まちづくり事業の関係でご

ざいます。大変失礼いたしました。継続するにあたって、当該団体の代表者の方とは、

まず、協働まちづくり事業の趣旨について本年度聞き取りといいますか、お話し合い

をさせていただいております。収支の中身ですけれども、近年各団体ともですね、大

変御努力いただきまして、補助金のほかに協賛金などをいただきまして、自助努力に

より活動していただいているところでございます。そういったところと、あと補助金

を当てがうかどうかというところも丁寧に話させていただきまして、それで令和７年

度は、ちょうど毎年今時期ですけれども、協働まちづくり推進事業については申請し

ないという御返事をいただいているところでございます。昨年の協賛金等の流れもあ

り、そういった繰り越しの流れもあるんでしょうけれども、今年につきましては、そ

ういった御説明を申し上げて、申請はしないという御返事をいただいているところで

ございます。 

それと、団体の補助の考え方でございますけれども、この要綱では、基本的に団体

活動補助でございますので、さらに先ほど申し上げたとおり、町民税、貴重な税金を

活用させていただいております。そういったことで基本的には単年度、町に寄与する

事業を基本としております。そこで、町の模範となる事業につきましては、プラス２

年、３年度までは認めますということでございます。その中でもさらに、まちづくり

として寄与、模範していただく事業につきましてはフォローアップ事業ということで、

継続して３年の後に申請いただきまして、許可させていただいているところでござい

ます。そのフォローアップの年数ですけれども、これまでは、ちょうど制度始まりま

して１０年ほどたちますけれども、フォローアップの期限はございませんでした。た

だ、先ほど申し上げたとおり、貴重な税金等を使っております。さらに先ほど申し上
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げたとおり、各団体自助努力により、協賛金等をいただいておりまして、そういった

歳入面でもあるところでございます。そういったところを鑑みまして、フォローアッ

プ事業につきましては、３年という期限を設けさせていただきまして、今要綱を改正

し、令和８年４月１日から施行させていただきたいなということで考えております。

今、申し上げた中身につきましては、継続して申請、許可していただいている団体の

代表者の方と丁寧に御説明して、一応御理解いただいているものと考えております。

また、協働まちづくり推進事業につきましては、審査会があるんですけれども、その

審査会の委員の皆様にも御説明し御理解をいただいているところでございます。以上

でございます。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

星委員  ３点質問させていただきます。予算書の４９ページですけれども、間違っ

ていたら申し訳ないのですが、生活交通確保対策負担金ですけれども、今年度２９０

万円ほど出ているんですが、令和７年は９９０万円ほどの予算計上がされていたんで

すけれども、減額になった理由を教えていただきたいと思います。 

次に、予算書５６ページの災害備蓄用備品ですね、１０万円上がっているんですが、

この購入予定のものを教えていただきたいです。 

あと次に、予算資料の９ページ、交通安全対策推進事業ですが、ちょっと気になっ

ている、交通事故が多いか所がありまして、南幌温泉と晩翠の深広寺に行く所ときら

ら街道ですね、そこの交差点の事故が結構多いのが気になっていまして、何でかと言

ったら、キャンプ場が今度オープンするので、その辺の強化というかそういう対策は

考えているのか教えてください。以上３点お願いします。 

企画係長  まず、１点目の生活交通確保負担金の関係でございます。こちらにつき

ましては、中央バスの高速くりやま号の路線維持のために負担する赤字補てん分の負

担金でございます。まず、令和７年度当初予算におきましては、９７２万２，０００

円を計上しておりましたが、令和８年度予算につきましては、大きく減額となってい

るところでございます。 

その要因ですけれども、主に運賃収入の増加と運行の効率化という２点の大きな要

因によるものでございます。まず、運賃収入の増加ですけれども、令和６年１２月に

実施されました運賃改定によりまして、路線の収益性が改善されております。 

次に、運行の効率化ですが、令和６年１０月に１往復増便となっておりまして、そ

ちらによりまして利用者が増えたという点、また一方で、利用状況に合わせまして、

令和７年４月からは土日祝日の１便減便といったものが行われております。こうした

ダイヤ改正によりまして、運行経費の抑制が図られたものでございます。今御説明し

ました、これらの要因によりまして、高速くりやま号に係る赤字分が圧縮されたため、

負担金が減額となる見込みでございます。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  ２点目の災害備蓄用備品の購入予定品目に

ついてですが、今年度についても、災害備蓄品計画に基づいた購入となってございま

す。品目については、液体ミルクですとか白がゆ、白米、パン、ソーセージ、カレー

ルーですとか、あと寝袋、生理用品、組み立て用の便座、除菌シート、体温計といっ



 １０ 

たような、主なものを今、御説明をさせていただいたということでございます。以上

です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ３点目の温泉周辺の交通安全対策の件につきまし

て、お答えいたします。委員おっしゃられました場所につきましては、担当としまし

ても、２件続いた所だということで認識をしております。また、今年は、おっしゃっ

ておりましたキャンプ場のオープンも控えているということから、町内外からの来場

者の方で交通量の増加も予想され、交通事故の発生も懸念されるということから、温

泉周辺での巡回パトロールや、パトライト作戦の実施ですとか、また、交通安全旗の

設置、そのようなことで、通行車両をはじめ、来場者の方に交通安全意識の向上を努

めていただけるように、交通事故が発生しないように今後も取組を進めてまいりたい

と考えております。以上です。 

星委員  １点目の、高速くりやま号の負担金ですけれども、ダイヤ改正等の要因も

あって、負担金の減額につながったということが理解しました。令和６年度、７年度

いろいろやはりダイヤ改正は行われている状況だなというのが分かったんですが、８

年度においても、今、情報が入っているかどうか分かりませんが、バス会社のほうか

ら今後の方向性、減便なのか現状維持なのかとか、方向性、見込みとかいうかそうい

う情報がもしあれば教えていただきたいです。 

２点目の災害備蓄用品ですが、食料品であったり寝袋、いろいろな細かいものを購

入するということで理解しました。今、個人で備えていただくものを住民の方に周知

はされていると思うんですが、定期的に啓発していく考えなのか、啓発していくとす

れば、防災の日とかありますから、そういう日に合わせていくのかという今後の考え

方をお聞かせ願いたいのと、あと、外国人の方の対応ですね。災害が起きたときの、

外国人の方で、日本語話せると思うんですけれども、どの程度の語学があるかも分か

らないので、いざというときの災害の避難の仕方、あとは、個人で備えるものの準備

品等の外国人の対応の仕方についてどのように考えているかをお聞かせください。 

あと、３点目の交通安全の件ですけれども、こちらはやはり事故が多いというのは、

認識されているようですが、その原因というか、特に見通しが悪いわけでもないです

し、それでもやはり結構頻繁に発生しているものですから、警察のほうと原因がどう

いう傾向なのかというのが把握していれば教えていただきたいです。 

企画係長  まず１点目の各路線バス会社からの今後の方向性についての情報とい

うことだったんですけれども、現時点で把握している部分というのはありません。た

だ、そういったダイヤの大きな改正につきましては、各バス事業者さんのほうから数

か月前には、こちらのほうに来て説明などしていただいているという形もありますの

で、そういった情報がありましたら、これまでも皆様にも御説明させていただいてい

ますので、今後もそのような対応でさせていただきたいと考えております。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  ２点目の自助についての啓発については、

毎年、広報誌のほうで防災の記事を掲載してございますので、そちらのほうで掲載を

したりですとか、出前講座についても、自助の部分について説明をしていきたいと考

えてございます。 
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２つ目の外国人の対応についてですが、委員御指摘のとおり、語学のしゃべれるし

ゃべれないのレベルにもあるかと思うんですけれども、多くの方は、民間の事業所で

働いている方が多いかと思いますので、もし何かあったときは、役場になるのか分か

らないのですが、その民間会社のほうの日本人の方と連携をとって話をしたりですと

か、また、ハザードマップについては、今のところ日本語しかございませんので、今

後、外国語について作成できるかも含めて調査したいと思います。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ３点目の御質問ですけれども、今回のきらら街道

での事故に限らず、ほかの事故についても、担当のほうでは特に原因ということは逐

次確認はしていない状況でございます。ですが、今後温泉周辺の交通量も増すという

こともありますので、栗山警察署と情報を共有しながら対策を進めてまいりたいと考

えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありますか。 

熊木委員  ３点伺います。１番目は、広報・広聴活動事業の中で、広報の配布方法

について、議会懇談会とかの中でも必ず意見が出るんですよね。それで、区長会とか

そういう中ではそういう意見は出ていないのかなと思うんですけれども、やはり年々

高齢化、今若い人も入ってきていますけれども、地域によっては配達が本当に困難だ

という声もあります。その辺で、将来的にどのような方向を考えているのか、検討さ

れていることがあれば伺いたいと思います。 

２点目は、子ども室内遊戯施設管理経費のところです。管理経費が今年度３，３１

０万円で毎年上がっていますよね。確かに人件費とかそういう意味では上がっている

ので、やむを得ないのかもしれないんですけれども、はれっぱの集客が５０万人超え

たというところも報道されていて、見直すというか、集客数の増加に応じて、やはり

町の負担にずっとなっていかないような方向を考えるべきではないかなと思うんで

すよね。その辺についてどのようにお考えか伺います。 

最後もう１点は、地域おこし協力隊活動支援事業ですけれども、現在やられている

のは分かっているんですが、各地の地域おこし協力隊のニュースとかいろいろ見ると、

本当にいろいろユニークな形で募集しています。それで、今、南幌も人口は増えてい

るけれども、夕張太であるとか農村部であるとか、減っているということがあって、

特に夕張太でいうと、やはり地域のインフラというかそういうのが本当に大変な状況

になってきていると思うんですよね。そういう意味で、例えば、その地域を活性化す

るための隊員を募集するというようなことも考えていく必要があるかなと思うんで

すけれども、その辺については検討とかされたことがあるのかどうか、その３点伺い

ます。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  １点目の広報紙の配布方法について将来的

な検討状況についてですが、以前、令和５年度の区長会議で、稲穂町内会さんからそ

ういった御意見がありました。また、昨年の行政懇談会の中でも、中樹林自治区から、

高齢化により広報紙の配布が負担であるという御意見をいただいております。ただ、

そのときの回答で、現状については、理事者のほうからですね、町内会のほうにお願

いをしたいといったような回答をしてございます。なお、今、委員お話しのとおり、
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今後、将来的には免許返納ですとか、さらに高齢化が進んで配布が難しいという声も

出てくると思います。また、全国的にもそのような問題がございますので、区長会等

で協議をしながら、現在、最も有力なのが、民間委託によるポスティングができるか

どうかというところを含めて、今、業者があるのかというところから調べている段階

でございます。なお、郵便局等の郵送料はあまりにも高額ですので、ちょっと現実的

ではないのかなといったところが今担当で考えているところです。以上です。 

地域振興係長  ２点目の子ども室内遊戯施設はれっぱの指定管理料の関係につい

て御説明させていただきます。今後、指定管理料を仮に抑制していくとなると、利用

料収入を全体的に増やしていく必要があるかと考えています。これまでもやっており

ますが、今後も町内外のプロモーション活動ですとか、イベントの開催といったこと

を指定管理者と協議をして、利用者の増加を図っていきたいと考えております。また、

以前にも御質問があったかと思いますけれども、施設利用料金の考え方につきまして、

今年度で施設開業後３年間が経過することから、３年間の利用実績を分析しまして、

令和８年度にその協議を行うこととして指定管理者と確認をしております。また、令

和７年度中におきましては、そういった利用料金を変更した場合、どういった影響が

あるかというところも指定管理者と協議をしているような状況です。以上です。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  ３点目の地域おこし協力隊の関

係でございますけれども、地域おこし協力隊は御存じのとおり、地域のブランドです

とか、地場産品の開発販売ＰＲ、また、農林水産業への従事、また言われるとおり、

住民の生活支援などの地域協力活動を行いながら、３年の活動後、その地域に起業し、

住み続けていただく制度でございます。総務省のマニュアルなどを見ても、その中で

も集落支援、地域団体支援、また、エリアを絞った行政支援というのは、活動の中で

なかなか起業に結びつく、いわゆる生業にはなかなか結びつかないということもマニ

ュアルには載ってございます。そういった面の難しさが１つということと、あと、隊

員がやりたいこと、また、地域及び自治体が求めること、また、隊員ができること、

そこが三位一体にならないとなかなかミスマッチが起きてしまうという事例がある

ようでございます。 

町としましては、現在のところ、地域の皆様の御意見などは行政懇談会、地域担当

制、また、行政区長会議の御意見、また、議員皆様からの御要望などをもとにして地

域の要望などを施策に結びつけていくと考えているところから、現在のところ、委員

おっしゃられるとおりのような地域おこし協力隊の任用は考えていないところでご

ざいます。以上です。 

熊木委員  広報の配布方法については、検討しているという答弁だったと思います。

それで、農村部は先ほど答弁されたように、免許の持っている人しか配ることができ

ないという状況なんですよね。それから、市街地でも結構な戸数とかが、班で分ける

ので、あまり偏らないような形にはなっていると思うんですけれども、やはり部数の

関係で重くて、配布が困難というような意見も聞かれますので、やはりずっと何年も

先延ばしにしているのではなくて、やはりもう方向性を出していかないと駄目なので

はないかなと思います。それから、どうしても困難なところとかに、例えば、地域担
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当職員制度とかありますよね。そういう形でやっていくとかということも選択肢の１

つに入れていくべきではないかなと思いますので、その辺をぜひ検討してほしいと思

います。 

それから２点目の、じっくり聞いていましたけれども、令和８年度、その協議をし

ていくという答弁かなと思うんですけれども、今までの利用料というか入館利用料と

いうのが、この開業してから今まででトータルでどれぐらいの金額になっているのか

ということは、数字として出すことができればちょっと伺いたいと思います。 

それから、入館者がすごく増えて、町のＰＲとかにもすごくなっているんですけれ

ども、やはり入館料がすごく安いというか、そういう形だから、なおさらこう来ると

いうことは十分考えられると思うんですよね。そういう意味で、そこに町民の税金が

使われていくというところでは、やはりもう少しこう考えていく、その利用料の見直

しも含めて考えていく時期に来ているのではないかなと思うんですけれども、その辺

の検討というか協議もされていくということなのか、伺います。 

それから、地域おこし協力隊の活動支援というところでは、確かに今、本町では、

町の特産物とか、あと今新しく学校の関係とかにも協力隊員が入ってすごく今活躍さ

れていると思うんですよね。そういう形の協力隊も十分必要ですけれども、各地のを

見ていると、やはりその地域をもっと活性化するために、例えばそこに入り込んで、

いろいろな要望を聞きながら、その要望をくみ上げて、何とか活性化できないかとい

うような形の隊員を募集して成功しているところも結構ニュースとかに出るので、や

はりそういうことも今後考えていく必要があるのではないかなと思うので、そこは今

お答えいただきましたけれども、さらに深めて、検討していくという方向にできない

のかどうか、その３点伺います。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  今後の検討の方向性を出してほしいという

お話です。全くそのとおりだと思いますが、今、先進事例を確認しているんですけれ

ども、なかなか職員が配っているといった例がないもので、それも念頭に置きながら

ですが、実は若い世代ですとか、ボランティアを募って委託をしてもらうといった事

例もございます。そういったことで、高齢者に頼らず、ほかの世代の方が配布すると

いったような、そういった組織も含めて検討していきたいと考えております。以上で

す。 

地域振興係長  はれっぱの利用料収入の累計ということで、御質問に御回答させて

いただきます。おおよそこの３年間、今年度はまだ途中ですけれども、それまでの累

計で含めますと、４，７００万円ぐらいの利用料収入がございます。また、今後の検

討の中で、その利用料金を上げていくかというところにつきましても、事業者と相談

を今までもしているんですが、来年度本格的に、これまでの３年間の実績を踏まえて、

利用料金の設定をどうするかというところを改めて協議をして、もし、その必要があ

るようであれば、令和９年度からというところを検討していきたいと考えています。

以上です。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  地域おこし協力隊の関係でござ

いますけれども、まず地域として課題が何があるのか、そういったことを町としても、
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先ほど申し上げた会議体ですとか、行政区長会議または地域担当制でくみ上げて、そ

ういった御要望を聞いた後に、隊員の受け入れを前提としないで、そういった課題を

受け入れて、そういったニーズがあるのであれば、町としても情報提供などをして、

前に進んでいきたいと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  ２つ質問させていただきます。まず１つ、４９ページです。先ほども同

僚議員が質問したんですけれども、住居表示の関係です。先ほどの質問の答弁の中で、

入られた住民からの申請があって、それから交付しているという話でございましたけ

れども、貼ったかどうかというのは確認していないという話でありました。実際に私

として配達業者からも時々聞くんですけれども、新興住宅は本当に住居表示がないと

ころがあるので、何とか貼ってほしいという話も言われます。また、最近若い人が特

に多いかもしれませんけれども、表示を貼りたくないような人がいるんだということ

もあったりして、そういったこともあると、本当に特にそういう配達する業者にとっ

ては大変なことであると思うので、その辺り何とか改善できないものなのか。確認し

ないのではなくて、するぐらいな行為もあってもいいのではないかと思うんですけれ

ども、その辺りいかがかと思います。 

それからもう１つ、５１ページになります。子育て世代住宅建築助成事業の関係で、

ゼロカーボンヴィレッジについてのお話させていただきます。令和５年から分譲開始

しましたゼロカーボンヴィレッジですけれども、あれから３年経過したかと思うんで

すが、聞くところによると、まだ１棟ぐらいしか成果が出ていないという話も聞きま

す。そのあとどれぐらい増えたか分かりませんけれども、なぜそんなに伸びないのか。

この事業をいつまで継続するのかということが、ちょっと分からないところあります。

さらに、太陽光発電を設置するということが１つの必須条件としてされていますけれ

ども、今までは中国製が多かったんですけれども、太陽光パネルが貼られていました

けれども、最近は日本製のもので、新しい新素材としてペロブスカイト発電というの

があるわけでして、あれはまさに壁に貼りつけるような、そういうものであるという

ことで、まだすぐではいかないでしょうけれども、近い将来にそれが普及していくと

いう話では言われていますが、そういったものも条件として加えるということは考え

られるのか、その辺りについてお伺いいたします。 

企画係長  住居表示板の掲示について、私から御説明をさせていただきます。配達

業者の方からなどの苦情もあったということではあったんですけれども、私たちのほ

うでは、届出がありまして、そちらに基づいて住居表示板を、家を建てられた方に交

付をしておりまして、その際には、見やすい位置に掲示していただくようにお願いを

しているところでございます。また、住居表示板の設置につきましては、法律などで

努力義務となっているところもございますので、こちらにつきましては、先ほども申

し上げたんですけれども、まだ貼っていない方などもいるということもありますので、

広報などでお願いしていきたいと考えているところでございます。また、貼ったかど

うか確認ということですけれども、今のところそこまで実施する予定はございません。

以上です。 
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地域振興係長  ２点目のゼロカーボンヴィレッジについての御質問に御回答させ

ていただきます。まず、ゼロカーボンヴィレッジですが、こちらは北海道住宅局が主

体となりまして、北海道住宅供給公社と南幌町の３者がそれぞれの役割分担のもとで、

共同で実施している事業になります。北海道が事業の詳細設計や全体のマネジメント

を担い、南幌町は、みどり野団地と同様に住宅助成金の事業やＰＲ等を行っています。

先ほど委員おっしゃったように、昨年４月に１棟が完成されていまして、全８区画の

うち１棟は建設済み、また２区画が現在仮押さえとなっている状況です。本事業につ

きましては、当初、令和５年度から令和７年度までの３か年の事業として開始されて

おり、令和７年７月に関係者による定例会の中で現状の分析を行いまして、令和８年

度以降の継続についての協議を行っています。また、令和８年３月１３日に開催予定

の定例会におきまして、最終的に今後の方向性について決定する予定となっておりま

す。また、そのあと御質問いただきました、ペロブスカイト太陽光発電につきまして

は、確認したところ、現在北海道を含めて、各地で実用化に向けた実証実験が進んで

いる段階と認識をしております。ゼロカーボンヴィレッジにおきましては、太陽光発

電を設置することが条件として設定されていることから、このペロブスカイト太陽光

発電が実用化されて設置をされた場合には、本事業の対象となるということを北海道

庁に確認をしてございます。 

石川委員  御回答ありがとうございました。まず、最初の住居表示の関係ですけれ

ども、広報で周知していくというお話でありましたが、あまり貼りたくない方もいる

ということで、そういった面では、周知だけではなくて、せめてこの人に送付したの

であれば、貼ったかどうかというのは後日確認に行くような形で、貼っていなければ、

できたら貼ってくださいぐらいな形の呼びかけも必要ではないのかなと思うんです

けれども、その辺りはできないものなのでしょうか。 

それから２つ目ですけれども、ゼロカーボンヴィレッジは理解しました。とりあえ

ず３年事業であるということでありますけれども、今度、この後で８年度以降の話が

これから決めていくという話でありました。今、諸物価相当高騰、建築資材も高くな

ってきているので、なかなか家を建てる人も少ないということもあるんでしょうけれ

ども、このままずっと置いておくわけにはいかないだろうし、ある程度の判断する時

期も捉えなくてはいけないのかなと。ああいう１等地というか１番東町入って良い条

件のところを、それをするためにずっといつまでも置いておくというのもいかがなの

かなという感じもあるので、その見極めというのはどのように捉えているのか、それ

について加えてお伺いいたします。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  住居表示の関係でございます。

先ほど企画係長が御説明申し上げたとおり、住居表示に関する法律では努力義務とし

て表示しなければならないということでございます。これは罰則規定がございません。

それをもとに町の条例を設定して、先ほど御説明申し上げたとおり、私たちのほうに

申請しに来ていただけるんですけれども、申請いただきまして、住居表示板を配布し

たときに、分かりやすいところに配置してくださいと、町長名で文書とともに差し上

げております。そういったこともあるものですから、強制的にというのはなかなか難
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しいのかなという面もございます。ただ、委員おっしゃられたとおり、配達業者です

とか、先ほどもあったとおり行政区ですとか、困った声が出ているということですか

ら、先ほど申し上げたとおり町の広報で、そういったこともあるので、ぜひ掲示をお

願いしますということは一度掲載させていただこうと考えております。以上です。 

地域振興係長  ゼロカーボンヴィレッジの追加の御質問についての御回答ですが、

こちらの事業につきましては、オーナーの募集を開始したのが令和６年度からとなり

ますので、間もなく２年度を経過するところもありまして、今後の方向性については

まだ現在検討中ですが、先ほど申し上げたような定例会の中で、様々関係機関があり

ますので、協議をしながら進めていきたいと思っております。また、委員おっしゃっ

たように、建築費も資材も含めて高騰しておりまして、特にこのゼロカーボンヴィレ

ッジは太陽光発電の設置など、そういった経費も通常の住宅よりもかかるということ

もありますので、そこら辺の対策をどうするかというところも含めて事業者と今検討

しているところです。以上です。 

石川委員  ゼロカーボンヴィレッジについては分かりました。住居表示の関係です

けれども、そういった法律では努力義務というなお話でしたけれども、今、番地が１

番違いでも郵便が届かないような世界なんですよね。ですから、そういったところも

十分勘案した中でお願いしたいと思います。ただ、届出があった人にしか交付しない

のですから、届出しない人もいるわけなんですね現実に。その辺りは、家は建てたけ

ど届出しないという人も実際におられるのか、その辺りお伺いします。 

企画係長  今お話のありました住居表示板ですけれども、届出によって交付すると

いうことで、そちらにつきましては、建築確認申請書類が回付されまして、一応そち

らのほうでも届出があったかどうかというのは確認をさせていただいております。新

築につきましては、こちらのほうに届出が来てないというものはないものと認識して

おります。また、先ほどの別のところでもお話をさせていただいたところだったんで

すけれども、既に設置していて、見えづらくなっているというところもあろうかと思

いますので、広報での周知の際には、そういった貼り替えなどについても、できると

いうことで周知していきたいと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  私から４点ちょっと質問させていただきます。１点目はホームページの

アクセス数等が伸びているかどうかということをお聞きしたいなと思っております。

このアクセス数に絡めて、いろいろな事業を展開できるのかなというのはあるもので

すから、そこちょっとお聞きしたいなと思っております。 

それと、資料８ページの生活路線交通対策ですが、今イランの紛争が起きていると

いうことで、燃料がかなり上がってくるのではないだろうかなというような予想がさ

れております。その中で、あいるーとの運賃は現行のままでいけるのかどうか、そこ

らの考え方をお聞きしたいなと思います。 

それと、はれっぱの関係ですが、これは５２ページですね。はれっぱの入場者の関

係ですが、これやはり町民のほうからですね、町内の子どもたちが入れるような施設

に誘導できないだろうかと。ほとんど札幌ですとか町外の方がメインになっているよ
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うな形ですが、町の子どももかなり増えてきていますので、そういう方々がどんどん

利用できるような形にしていかないと、ちょっと方向性が違うのではないかなという

ような形で町民から言われている部分もありますので、この辺の子どもたちを取り込

む方策、こういうものをどういうように考えているのかということをお聞きしたいと

思います。 

それと最後ですが、予算書にはないんですが、きらら街道沿いに、以前稲わらペレ

ットのわらを保管していたビニールハウスがあるんですが、この関係について、かな

りビニールが剥がれてきて、見栄えも非常によろしくないというような受け止め方を

しております。以前から少し話はしていたんですが、一向にちょっと進まないもので

すから、このビニールハウス、今後どのようにしていくのかと、使うなら使う、使わ

ないんだったら使わないでどういうような処理をしていくのかという部分について

の考え方をお願いしたいと思います。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  １点目のホームページのアクセス数につい

てです。令和７年度のアクセス数については、２月現在で５６万７，０００件となっ

てございます。令和６年度のアクセス数が６５万１，０００件ということですので、

若干下がっているといったような状況でございます。以上です。 

企画係長  あいるーとの運賃の関係でございます。委員御指摘のとおり、現在中東

情勢の緊迫化や円安の継続によりまして、燃料価格が予断を許さない状況でございま

す。変動幅や見通しについては、不透明な部分も多くあると考えておりますので、ガ

ソリン代の見通しというのは、今のところ、つかないところではあるんですけれども、

日常生活に不可欠な足となっております、あいるーとの運賃につきましては、現時点

では、維持していきたいと考えております。以上です。 

地域振興係長  ３点目のはれっぱの御質問について御回答させていただきます。移

住されてきた方を含めまして、施設をまだ利用したことがないような町民ですとか、

子どもたちにはれっぱを知ってもらって来てもらうようなきっかけづくりになるよ

うな取組として、まだ検討中ですが、例えば、町民の子どもたちが無料で利用できる

ようなイベントでしたり、もしくは無料券の配布ですとか、そういったところの取組

を指定管理者と検討しているところでございます。また、ドトールコーヒーが出店し

ています休憩エリアにつきましても、町民の利用者が少しずつ増えているということ

で認識をしているんですが、子どもから高齢者までたくさんの地域住民のコミュニテ

ィの場として認知され、ますます利用されるような取組として、指定管理者が実施す

るようなイベントですとか、実施事業をたくさんやっておりますので、そういった開

催の周知についても検討していきたいと思っております。以上です。 

企画係長  きらら街道沿いのビニールハウスの今後の考え方でございます。こちら

のビニールハウスにつきましては、先ほど委員からもお話いただきましたとおり、稲

わらペレット製造のための稲わら保管庫として、これまで使用してまいりました。し

かしながら、現状におきましては、稲わらペレットの製造についてはストップしてい

る状況となっております。ペレットを使用しているボイラーを設置している南幌温泉

につきましては、現在指定管理者を募集しておりますが、その指定管理者が決まりま



 １８ 

したら、改めて、設置しているペレットボイラーの使用意向について確認をさせてい

ただいた上で、最終的に判断をしたいと考えております。こちらの指定管理者がもし

ボイラーを使用しないという形であれば、廃棄といいますか、そういった解体処分と

いう形の方向性で検討していきたいと考えております。また、こういったこともあり

ますので、今、ビニールが剥がれているという部分につきましては、できるだけお金

をかけない形で、簡易的な補修で対応したいと考えております。以上です。 

西股委員  再質問させていただきます。まず、生活路線の関係につきましては、維

持していくという方向で今検討しているということなので、これについては分かりま

した。 

はれっぱについても、いろいろな策を講じようという部分につきまして理解しまし

たので、これはよろしいです。 

それと、きらら街道のビニールハウスは、早めにどのようにするのかというところ

をやはりきちんと出していただくというような形になろうかなと思います。そうしな

いとビニールが剝がれて、ばらばらになっているような形になっていると非常に見に

くいものだと思いますので、あれは町の財産だというように見ている人がいないから

あまり言われてないと思うんですけれども、知っている方にとってはやはり非常に見

づらいものになってくるのかなと思いますので気をつけていただきたいなと思いま

す。 

ホームページの関係ですが、ちょっと先ほどの広報の関係ともかぶるんですけれど

も、ホームページのアクセス数が増えてくるということになってくるのであれば、今、

議会のほうでデジタル化というか、ペーパーレスでやるわけなんですが、それに伴っ

て、会議システムを使いながらやっていこうと提案しているんですが、この部分で、

地域本棚という機能がある会議システムがあるんですよね。その地域本棚の中には、

例えば広報ですとか、そういうものを取り込めるだとか、いろいろな形があるんです

が、例えば、広報関係だったら、本当に家に持って来ないとならないのかと。うちは

要らないよという人がいるのであれば、そういう方には、そこを見てくださいという

ような振り分けをするだとか、いろいろやればですね、少しずつ実際に配る部分とい

うのは減るのかなというようになってこないかなと思うので、実際に広報を必要とし

ている人がどのくらいいるのか、もしくは、こういう形でやる部分で、私はそっちを

見るから、広報の配布をしなくていいですというような方がどのぐらいいるのかとい

うところを調べていってもいいのかなと思うんです。もし、広報を実際にもらう人が

少ないのであれば、手元に置きたいという人がいるのであれば、若干人数減ってくる

わけですから、その分にかけては、例えば郵送するなりなんなりという形もできるで

しょうし、それと例えば、行政区だとかそういうところに、お金を支援してあげて、

何とかならないですかという形もあり得るかなと思うんですが、そういうところの検

討というのはできないのでしょうか。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  今の西股委員のお話についてですけれども、

デジタルの広報誌という形だと思うんですが、やはり実際に高齢の方がデジタルにた

けているかといったら、そうではない方もいらっしゃると思いますので、紙の広報紙
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をなくすということにはならないと私見では持ってございます。ただ、将来的には、

若い世代については、広報紙は要らないといったような方もいると思いますので、今

後、広報のアンケートですとか、総合計画の、実は事務事業評価の成果指標に、広報

紙に対する満足度というのをお諮りしたいということでアンケートをする予定とな

ってございます。その中に、デジタルでいいのか、紙でいいのかという部分の質問も、

入れるかどうかを今後ちょっと検討していきたいと考えております。以上です。 

西股委員  １つ勘違いしてほしくないのですが、紙ベースが駄目だと言っているわ

けではないんです。それを町民の方が選ぶというのが必要ではないですかということ

を言っているので、その辺の紙ベースで必要だというのは私も理解していますので、

その辺だけきちんと整理していただければなと思います。今後、総合計画の中でもそ

の辺もやっていくということであれば、その中に盛り込んだ中でどんどん進めていっ

ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。答弁はいらな

いです。 

家塚委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、質疑を終了いたします。ここで休憩をとります。 

 

（午前１０時５９分） 

（午前１１時１０分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

次に、総務費、職員給与費から、給与明細書の説明、あわせて関連議案２議案があ

りますので、説明をお願いします。 

総務課長  それでは、予算書の５６ページになります。中段から次ページにかけて

ごらん願います。 

９目職員給与費、本年度予算額８億３，１９１万円。職員給与費として、町長・副

町長・教育長、一般職、暫定再任用職員及びフルタイム会計年度任用職員、合わせて

１００名分の給料、各種手当、共済費を計上しています。なお、本年度の新規採用予

定者は５名となります。予算書の１４３ページをごらん願います。 

１４３ページは、給与費明細書となります。１特別職です。本年度、長等が３人、

議員１１人、その他の特別職２８２人で、合計２９６人分の報酬や給料、共済費など、

総額１億１，４９７万３，０００円を計上しています。その他の特別職減の主なもの

は、参議院選挙に係る立会人と国勢調査員の減によるものです。 

次に、１４４ページ、２一般職です。（１）総括です。本年度の職員数については、

一般職の常勤職員とフルタイム会計年度任用職員の数となります。本年度は前年度か

ら１人減の９６人です。括弧内の３２人は暫定再任用職員及びパートタイム会計年度

任用職員を示しており、前年度より１人の減です。なお、給与費、共済費については、

一般職の常勤職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員の総額となり、８億４，９

８５万４，０００円です。下段、職員手当の内訳につきましては省略させていただき
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ます。 

次に、１４５ページ、ア会計年度任用職員以外の職員です。この表は、一般職の常

勤職員についての表となります。本年度の職員数は前年度から１人減の９５人です。

括弧内の１人は暫定再任用職員を示しており、１人減となります。なお、給与費、共

済費については、一般職の常勤職員及び暫定再任用職員の総額となり、７億７，５９

６万１，０００円です。下段、職員手当の内訳につきましては省略させていただきま

す。 

次に、１４６ページ、イ会計年度任用職員です。本年度の職員数はフルタイム会計

年度任用職員が１人、括弧内の３１人はパートタイム会計年度任用職員の数となりま

す。なお、給与費、共済費については、会計年度任用職員の総額となり、７，３８９

万３，０００円です。下段、職員手当の内訳につきましては省略させていただきます。 

次に、１４７ページ、（２）給料及び職員手当の増減額の明細です。給料については

３４３万１，０００円の増額で、その事由につきましては、給与改定、昇給及び昇格

の影響によるものです。 

次に、１４８ページ、職員手当は９９万２，０００円の増額で、期末勤勉手当の制

度改正等の影響による増が主な要因です。１４９ページから１５２ページにかけまし

ては、職員１人当たり給与、初任給、級別職員数、級別の基準となる職務、昇給など

について、それぞれ前年度と比較して記載をしておりますので、後ほど参考にごらん

願います。 

次に、１５３ページ、オ期末手当・勤勉手当については、支給率は、国の制度に準

拠し、前年度との比較で、年間０．０５か月分引き上げています。カ定年退職及び応

募認定退職に係る退職手当は、勤続年数毎の支給率で、全て国に準拠しています。な

お、早期退職に伴う加算率につきましても国に準拠しています。キ特殊勤務手当、ク

その他の手当につきましては、参考としてごらん願います。 

続きまして、関連議案、議案第９号及び第１０号の説明を行います。議案書をごら

ん願います。 

それでは、議案第９号及び議案第１０号の２議案につきまして御説明を申し上げま

す。 

初めに、議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。はじめに、改正の概要

について申し上げます。 

今回の改正は、農業委員報酬の支給について、国からの農地利用最適化交付金を活

用するためには、地方自治法第２０３条の２第５項に基づき、農業委員の能率報酬に

ついて、条例で定める必要があることから、所要の改正を行うものでございます。 

それでは、別途配布してございます、議案第９号資料 新旧対照表をごらんくださ

い。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所でございます。 

別表中の報酬額について、第２項農業委員会会長の月額を基本報酬２４，４００円

に、会長職務代理の月額を基本報酬１９，２００円に、委員の月額を基本報酬１８，

４００円に改め、また、会長、会長代理、委員、それぞれの報酬額に、能率報酬とし
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て予算の範囲内で町長が定める額を加えるものです。次ページにまいります。 

附則として、この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

なお、別表中の能率報酬の額につきましては、農業委員報酬基準要綱において規定

し、基本報酬と能率報酬の合計額が現行の報酬額と同額となります。 

以上で、議案第９号の説明を終わります。 

次に、議案第１０号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定につい

て御説明申し上げます。はじめに、改正の概要について申し上げます。 

今回の改正は、令和７年人事院勧告により、国家公務員に対する改正給与法が成立

されたことを受け、令和８年４月１日からの施行分として、通勤手当の額及び退職者

の月例給与の支給などについて、所要の改正を行うものでございます。 

それでは、別途配布しております、議案第１０号資料 新旧対照表をごらんくださ

い。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

第８条は、俸給の支給方法に関する規定で、退職職員の月例給与を日割支給とする

ものです。 

次に、第１０条の４第２項は通勤手当に関する規定で、第１号は、引用条項の整理

を行うものです。 

第２号は、次ページにかけまして、通勤手当の額について、支給単位期間につき、

６６，４００円を超えない範囲内で、自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定め

る額とするものです。 

２ページから３ページにかけて、第３項を第４項に改め、第３項は、自動車等を使

用する職員が駐車場を利用する場合、駐車場利用料金を通勤手当として支給するもの

とし、第１号では、支給単位期間につき、５，０００円を超えない範囲内で、１か月

当たりの駐車場等の料金に相当する額として、規則で定める額に改めるものです。 

次に、第４項から第７項までについては、１項ずつ繰り下げを行うものでございま

す。 

次に、第１６条は期末手当の規定で、文言の整理を行うものです。 

次に、次ページにかけて、別表第５、医療職給料表（三）は、保健師に適用する給

料表を医療職（三）から行政職（一）に改めるため、別表下段の保健師の文言を削除

するものです。 

次に、別表第６、行政職給料表（一）等級別基準職務表の表中、職務の級２級に保

健師の職務を加えるものです。 

次に、次ページかけて、別表第９、医療職給料表（三）等級別基準職務表の表中、

職務の級２級から４級までの保健師の職務を削除するものです。 

最後に、附則として、この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

以上で、議案第９号及び議案第１０号の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので質疑を終了いたします。 

次に、総務費、諸費から、監査委員費について審査を行います。同時審査として、

ふれあい館管理費の説明についてもあわせてお願いをします。 
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総務課長  それでは、予算書の５７ページになります。 

１０目諸費、本年度予算額６３６万８，０００円。説明欄、防犯対策推進事業とし

て２９４万３，０００円。ここでは、１８節負担金補助及び交付金で街路灯等補助金

などを計上しています。 

次に、次ページにかけて、行政区長活動経費として２２２万５，０００円。行政区

長・町内会長への報酬及び費用弁償を計上しています。 

次に、総合賠償補償経費として６１万７，０００円。人口をもとに算出する全国町

村会総合賠償補償保険料を計上しています。 

次に、諸経費として５８万３，０００円。各種団体等への負担金、諸会議負担金を

計上しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、同じく５８ページ下段をごらんください。 

１１目総合計画費、本年度予算額５１５万１，０００円。説明欄になります。総合

計画策定事業では、第７期総合計画の策定作業を進めるため、審議会開催に係る経費、

町民・企業アンケート調査や町民ワークショップ実施結果の分析など、基本構想策定

に係る総合計画策定支援委託料の経費として、５０３万２，０００円を計上していま

す。 

次に、行政評価システム事業では、行政評価委員会の開催経費として、委員８名に

係る報酬等１１万９，０００円を計上しています。以上です。 

税務課長  ５９ページ下段になります。 

２項１目税務総務費、本年度予算額２万６，０００円。税務総務経費では、固定資

産評価審査委員会の開催に要する経費として、委員３名に係る報酬及び費用弁償を計

上しています。次ページになります。 

２目賦課徴収費、本年度予算額２，７２１万９，０００円。町税等徴収業務事業で

は、徴収業務に係る経費として、１６万７，０００円を計上しています。 

次に、租税教育事業では、子どもたちが税の知識や役割を正しく学ぶ機会として、

小学６年生及び中学３年生を対象とした租税教室、小学５年生を対象とした標語コン

クールの実施に要する経費として、２万２，０００円を計上しています。 

次に、賦課徴収経費では、町税の賦課徴収業務全般に係る経費として、２，７０３

万円を計上しています。１２節委託料で、令和９年度の固定資産の評価替えに資する

ため、路線価鑑定評価業務に４９５万円、既存システムの販売終了に伴う家屋評価シ

ステム更新に３７９万５，０００円、税制改正などに対応するための基幹系システム

改修に６６１万６，０００円を計上しています。２２節償還金利子及び割引料では、

過年度還付金及び加算金３００万円、基幹系システム譲渡事業償還金２１７万５，０

００円を計上しています。以上です。 

住民課長  ６２ページになります。 

３項１目戸籍住民基本台帳費、本年度予算額１，７６２万９，０００円。説明欄、

戸籍住民経費では、次ページにかけまして、戸籍、住民基本台帳、マイナンバーカー

ド関連事務などに係る経費を計上しています。増額の主な理由は、戸籍システム及び

コンビニ交付システムにおいて、旧姓記載のためのシステム改修によるものです。以
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上です。 

総務課長  次に、６３ページ下段、４項１目選挙管理委員会費、本年度予算額２９

万８，０００円。説明欄、選挙管理委員会運営経費として、次ページにかけて、委員

４名分の報酬、費用弁償及び任期中１回の委員研修に係る費用を計上しています。 

次に、２目知事・道議選挙費、本年度予算額５３２万３，０００円。説明欄、知事・

道議選挙事業として、次ページにかけて、来年４月に予定されている知事・道議選挙

に係る一連の経費を計上しています。 

次に、参議院議員選挙費については、皆減です。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、６５ページ中段をごらんください。 

５項１目統計調査費、本年度予算額５３万９，０００円。説明欄になります。統計

調査経費では、定期的に実施する５つの法定受託統計調査に係る経費を計上していま

す。なお、減額の主な理由につきましては、前年度計上した国勢調査に係る調査員報

酬等の減額によるものです。以上です。 

議会事務局長  同じく、６５ページ下段をごらんください。 

 ６項１目監査委員費、本年度予算額１４４万１，０００円。監査委員運営経費では、

次ページにかけまして、監査委員２名の報酬、会議負担金などの経費を計上していま

す。以上です。 

総務課長  それでは、同時審査分の説明を行います。予算書につきましては、９８

ページになります。 

５款１項５目ふれあい館管理費、本年度予算額３，５７４万１，０００円。説明欄、

ふれあい館管理経費として、次ページにかけて、夕張太ふれあい館の燃料費、光熱水

費、管理清掃業務２名分に係る委託経費をはじめ、管理運営に必要な経費を計上して

います。前年度との主な相違ですが、１４節工事請負費で、施設の屋根・外壁塗装な

どの改修工事に伴い増額となっています。以上です。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

佐藤委員  ５７ページの防犯対策推進事業、その中で、今年もいろいろなところで、

高齢者の特殊詐欺ということで報道がありました。分かる範囲で教えていただきたい

んですけれども、本町でどのぐらい現状把握されているのかということと、それに対

して対策はどのようにしているのかも教えてください。 

住民課長補佐（環境交通担当）  特殊詐欺についての現状把握についてということ

でお答えいたします。本町の特殊詐欺の発生状況につきましては、個別の件数につき

ましては非公開ということになっておりまして、町としての件数の把握はしてござい

ませんが、栗山警察署におきましては相談件数として把握をしてございます。なお、

道内における特殊詐欺の認知件数や栗山警察署管内における相談件数は、増加傾向に

あります。本町においても、先ほど佐藤委員がおっしゃられたように、昨年も音声ガ

イダンスによる不審な電話がかかってきており、特殊詐欺による被害が懸念されるこ

とから、栗山警察署、また、関係機関と連携を図りまして、迅速に町防災無線や公式

ＬＩＮＥによる注意喚起を複数回行っております。また、南幌町生活安全推進協議会

と栗山警察署とも連携しまして、詐欺による町民の被害防止を目的としまして、キャ
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ベッチくん詐欺注意ステッカーを今回作成しまして、今月の広報に折り込みをさせて

いただきまして、町民の詐欺に対する意識向上についての啓発を図ったところでござ

います。今後の対策につきましては、引き続き、栗山警察署、南幌駐在所及び栗山地

区の防犯協会が毎月発行しております広報紙、地域安全ニュースですけれども、それ

による情報提供をはじめとする町防災無線、また、町公式ＬＩＮＥによる注意喚起を

適切に行うなど、栗山警察署及び関係団体と連携を密にしまして、今後も町民への防

犯意識の向上に努めてまいりたいと考えております。以上です。 

佐藤委員  御説明ありがとうございます。今いろいろな形で対策をとられていると

いうお話をお聞きしました。先日、栗山警察のホームページなどを見ますと、昨年の

１１月、南幌の高齢者宅に息子を名乗る男が３００万円を要求してきたという、そう

いう報道が携帯でも簡単に見られるようになっているんですね。それで、個別のそう

いう案件は分かりませんという話でしたけれども、そういうところで住民の中には情

報がどんどん入ってきているわけです。実際に南幌の高齢者の方に聞いても、被害が

あったとしても名乗らないと。名乗るのは恥ずかしいから名乗らないという話も聞い

たことあるんですね。そういう部分では、やはり言わないだけで、水面下でいろいろ

な被害に遭っているかどうか分かりませんけれども、南幌町にもそういう形で、特殊

詐欺とかいろいろな被害のそういう手は入ってきているのかなとは感じております。

それで、今、全国の自治体で、これは費用がかかりますので、できるかどうか分から

ないんですけれども、迷惑電話防止つきの電話があるんですけれど、購入補助をやっ

たり、また後づけでつけられるような自動通話録音機の無償貸与というのが、各自治

体でやっているところもございます。そういう部分も考えて、今後、高齢者がどんど

ん多くなっておりますし、また、なかなか把握できないなという部分もあると思いま

すので、被害を防ぐためにも保健福祉課と連携して、こういうことを考えながら、ぜ

ひやっていただきたいと思うんですけれども、そのことに関して何かお話があればお

願いします。 

住民課長補佐（環境交通担当）  今、委員がおっしゃられましたように、全国の自

治体ではいろいろな詐欺防止に関する対策をとられているかと思います。その中で先

ほどおっしゃられた迷惑防止電話等もあろうかと思います。そういった先進地で行っ

ている詐欺防止対策について、我々のほうももう少し調査をしまして、先ほどおっし

ゃられました保健福祉課とも連携を図りながら、今後どのような対策をとっていけば

効果的なのかを含めて、検討してまいりたいと思っております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  ９８ページのふれあい館の管理経費の中ですが、先般の夕張太で行った

議会報告懇談会で、ふれあい館の利活用として、簡単な行政サービスくらいは受付で

きるような体制というのは組めないだろうかというような住民からの声があったわ

けなんですが、申請の関係ですとかそういうところを、ふれあい館のほうで受付をで

きるような体制ということを検討していただきたいなと思うのですが、これに対する

考え方をお聞きしたいと思います。 

総務課長補佐（財務担当）  今御提案がありました、申請手続き、簡単な行政サー
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ビスの提供、また、役場の出張機能的なものをというところですけれども、行政手続

における個人情報の取り扱いの部分ですとか、職員の配置など、体制面の課題もある

ことから、現時点において当該施設での窓口機能を設けることは想定していないとこ

ろであります。ただ、本町ではマイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付

サービスを実施しておりますので、近隣にありますセイコーマートにおきましても、

住民票の写しや印鑑登録証明書など各種発行の手続きが可能となっております。こう

したサービスをぜひ利用いただければと考えております。以上です。 

西股委員  今の内容ですと、やはりちょっと難しいかなというような回答だったん

ですけれども、やれる方法というのは何かないんでしょうか。例えば、ボックスを置

いてその中に投函していただいて、週に１回取りに行くだとか、そういうような個人

情報を保護する面であればそういう形もとれるだろうし、何とか簡単なものであれば

申請関係ですとか、アンケートに答えるものが、届けないとならないものがあったり

する部分だとか、そういうものがあれば、簡単なものはできるのかなと思うのですが、

難しいものはやはり庁舎に行かないとならないけれども、できれば週に１回くらい回

収していく中でできないだろうかというのは、地元の方のお願いです。そこらのとこ

ろをちょっと検討していただければなと思います。 

総務課長補佐（財務担当）  ただいま御提案あったとおりですけれども、内部のほ

うでも検討しまして、さすがにいろいろな書類の申請関係というのは、多岐にわたり

まして、情報も、その場で調べないとなかなか回答できない、もしくは対応できない

部分が多くあります。今おっしゃられたような、例えば、アンケートみたいなもので

あれば、対応も可能なのかなと思うんですけれども、ちょっとその辺も含めて検討さ

せていただければと考えます。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ちょっと２点伺いたいんですけれども、今の関連で、ふれあい館の管理

経費のところ、今、西股委員が質問されましたけれども、私もこの間の議会報告懇談

会の中で、住民の方から出された意見で、例えば申請のところ、いろいろ生涯学習セ

ンターでやっている事業の申し込みとかするのに、申請をするために夕張太から教育

委員会まで行って、その申請を受けて、また終わって戻すときにもまた行くという形

で、免許があるうちはそういうこともできるけれども、だんだんそういうことも難し

くなると。それで、申請してそれを許可をもらうだけだったら、もっと簡単な方法が

あるのではないかというような意見でした。それから住民の方は連絡便、その表現が

正しいかどうか分からないですけれども、何かそういう形で、役場のほうから１週間

に１回でも行って、そういうものを回収してくるとか、そういうことができないかと

いうことで、それは検討に値すると思うんですよね。それから管理人が今、夕張太ふ

れあい館にはいらっしゃるので、その辺の役割分担というか何かそういうところも持

ってもらうというか、そういうようなこともぜひ検討していってほしいなと思います。

これは、ちょうど今、ふれあい館が改修するということなので、やはりその中で、も

っと住民に使いやすいような施設に改修していくということが１番いいと思うんで

すよね。それでなくても、やはり夕張太は高齢化、どこも高齢化はあるんですけれど
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も、いろいろ商店がなくなった、ガソリンスタンドがなくなった、学校がなくなった

といろいろマイナスイメージというか、なくなるばかりで自分たちの生活が本当に大

変になっているということがあるので、そこのところにやはり役場として、もっと寄

り添っていくということがいいのではないかなと思うので、そこは答弁今すぐはでき

ないかもしれないんですけれども、検討をしてほしいと思いますし、この改修に向け

て、ぜひそういう方向を出してほしいと思います。それが１点です。 

もう１点は、５７ページの防犯対策のところで、町内の夜間の道路が暗いというの

が、町内外の人から聞かれます。それで、町内会へＬＥＤも含めて防犯灯の補助があ

りますけれども、一度やはり全町の、夜の団地内の状況とか、それからバス停からの

あたりとか、バス停とかは電気とか付いているかもしれないんですけれども、その辺

をぜひ点検とか必要ではないかなと思うんですけれども、それについてちょっと伺い

ます。 

総務課長補佐（財務担当）  ただいまのお話で、役場に来なくても申請の関係が提

出できるようにといった部分であれば、ちょっと個人情報等も絡まないのかなという

ところもありますし、ただ、現状としてふれあい館と役場に対して定期便的に人がし

ょっちゅう行き帰りをするということを行っておりませんので、その辺も含め、どの

辺が対応可能なのかというところを検討していきたいと考えています。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ２点目の防犯灯の全町点検に関する御質問にお答

えいたします。町では行政区、町内会において、維持管理をお願いしております、防

犯灯の電気料金及び修繕料に対する補助を行っております。また、新たに防犯灯を設

置する際にも、設置費に対する補助を行っておりまして、ＬＥＤ灯に交換する場合で

したら、２分の１以内の補助を行っているとこでございます。なお、毎年１０月に開

催しております行政区長会議におきまして、次年度における防犯灯の新規設置及び修

繕に係る要望調査というのを行っております。そこで取りまとめを行っているわけで

すけれども、したがいまして今後も、行政区、町内会において、防犯上、夜間暗いと

ころですとか、そういったところがございましたら、要望調査で出していただきまし

て、御相談いただいた上で、次年度に設置する方向で取り進めてまいりたいと考えて

おりますので、そんな形で今後も進めていきたいと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

なければ、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは、質疑を終了いたします。これで、午前中の審査が終わりましたので、午

後１時まで休憩といたします。 

 

（午前１１時４５分） 

（午後 １時００分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

次に、審査順序の３番目、第３款民生費について審査を行います。あわせて、関連

議案１議案がありますので、説明をお願いします。 
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保健福祉課長  予算書６６ページをごらんください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、本年度予算額８，１８４万２，０００円。社会福祉

協議会運営補助事業では、福祉事業経費と事務局職員の人件費に対する一部補助金、

４５万８，０００円を計上しています。 

高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対する一部補助金、２１４

万８，０００円を計上しています。 

民生委員児童委員活動経費では、協議会委員２２名分の活動支援補助金など２２６

万７，０００円を計上しています。 

国民健康保険特別会計繰出金では、詳細について特別会計予算で説明いたしますが、

一般会計からの繰出金として７，５９８万８，０００円を計上しています。 

 避難行動要支援者避難支援事業では、管理システム保守及び地図データ使用に伴う

費用、２３万５，０００円を計上しています。６７ページ下段から６８ページをごら

んください。 

社会福祉総務経費では、行旅病死人に係る経費、社会福祉関係団体への負担金、戦

没者追悼式の開催に対する経費、７４万６，０００円を計上しています。 

２目障がい者福祉費、本年度予算額４億４，３５７万６，０００円。地域生活支援

事業では、障がいのある方への福祉サービスや相談事業、障がいのある方への理解促

進を図るための啓発などの経費８９５万４，０００円を計上しています。６９ページ

下段から７１ページをごらんください 

福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障がいのある方の外出支援を目的に、初乗り

運賃の助成経費、７２万円を計上しています。 

 人工透析患者等通院交通費助成事業では、透析療法で町外へ通院されている方と、

北海道が定める特定疾患受給者証を受けて定期的に通院されている方に対し、交通費

の助成経費４０万円を計上しています。 

 精神保健福祉事業では、自殺予防対策として、こころの健康相談やこころの健康づ

くり講演会、命のふれあい交流事業等に係る経費、３６万円を計上しています。 

 障がい者自立促進交通費助成事業では、福祉的就労や自立促進を目的に、障がい福

祉サービス事業所へ通所されている方への交通費一部負担４８万円を計上していま

す。 

 難聴児補聴器購入助成事業では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等度

の難聴がある児童の健全な発達を支援するために、補聴器購入費等を助成する経費１

５万９，０００円を計上しています。 

 障がい者福祉経費では、主に障がい者の就労支援や生活介護、補装具の支給などの

自立支援給付事業及び相談支援事業などに係る経費、４億３，２５０万３，０００円

を計上しています。７２ページから７３ページをごらんください。 

３目高齢者福祉費、本年度予算額１億５，９００万６，０００円。高齢者在宅支援

事業では、緊急通報装置設置事業、除雪サービス事業並びに屋根雪下ろし助成事業に

係る経費と高齢者安否確認システム運用業務に係る経費６９６万６，０００円を計上

しています。 
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 高齢者安否確認システム運用業務、通称マゴコロボタンの設置状況は、７５歳以上

の１人暮らし高齢者に４３台設置しており、本年度においては追加希望者の機器分と

管理システム利用料及び通信料を計上しています。 

老人クラブ助成事業では、町内の１７の単位老人クラブと老人クラブ連合会への補

助金、８４万１，０００円を計上しています。 

 介護保険特別会計繰出金は、詳細について特別会計予算で説明いたしますが、一般

会計からの繰出金、１億４，５２２万７，０００円を計上しています。 

 高齢者福祉経費では、主に養護老人ホーム入所経費など、５９７万２，０００円を

計上しています。７３ページ中段をごらんください。 

 ４目地域包括支援センター事業費、本年度予算額３４０万６，０００円。地域包括

支援センター事業では、介護予防サービス計画作成などの経費を計上しています。 

以上です。 

住民課長  次に７３ページの下段をごらんください。 

５目重度心身障がい者福祉費、本年度予算額１，９６８万４，０００円。説明欄、

重度心身障がい者医療費助成経費では、次ページにかけまして、重度心身障がい者の

医療費の一部助成に係る経費を計上しています。道の補助率は２分の１で、実績を考

慮して計上しています。 

６目ひとり親家庭等福祉費、本年度予算額４９７万円。説明欄、ひとり親家庭等医

療費助成経費では、ひとり親家庭等の父親、母親及び子どもの医療費の一部助成に要

する経費を計上しています。道の補助率は２分の１で、実績を考慮して計上していま

す。 

７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億９，１２９万１，０００円。説明欄、後

期高齢者医療事業では、７６ページにかけまして、本町が一般会計で負担すべき広域

連合への療養給付費負担金、保険料軽減措置に係る公費負担分と広域連合への事務費

負担金の後期高齢者医療特別会計への繰出金のほか、後期高齢者健診委託料及び高齢

者の保健事業と介護予防等の一体的な事業に係る経費として、看護師の人件費や消耗

品費などを計上しています。以上です。 

保健福祉課長  ７６ページ中段をごらんください。 

 ２項１目児童福祉総務費、本年度予算額４億７，６６５万８，０００円。学童保育

事業では、放課後児童指導員５名分の報酬と事業運営に係る経費、１，５８３万４，

０００円を計上しています。次ページ中段をごらんください。 

 早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児などを支援する事業経費、４６万５，

０００円を計上しています。次ページをごらんください。 

 児童生徒等医療費助成事業では、小学生から高校生までの医療費全額助成の経費と

して、２，１５３万５，０００円を計上しています。 

 児童福祉総務経費では、子ども・子育て会議、すきやき隊活動事業、乳幼児等医療

助成事業、障がい児支援給付事業などに係る経費、１億３，３３９万円を計上してい

ます。７９ページ中段をごらんください。 

 認定こども園等施設整備事業では、学校法人柏学園が２か年で学童保育を併設した
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幼保連携型認定こども園を建築整備するにあたり、本年度の町からの補助金３億５４

３万４，０００円を計上しています。 

２目児童措置費、本年度予算額１億７，１７０万６，０００円。児童手当支給経費

では、高校生年代までの児童を対象に、支給金額を月額３歳未満は１５，０００円、

３歳以上は１０，０００円、また、第３子以降は３０，０００円の加算分を計上して

います。７９ページ下段から８０ページをごらんください。 

 ３目保育所費、本年度予算額４億４，６４６万７，０００円。保育所等運営補助事

業では、いちい保育園と認定こども園みどり野幼稚園、町外の保育所・幼稚園等の施

設給付や延長保育、一時預かり事業等の実施に対する補助金４億４，０４２万７，０

００円を計上しています。増額の主なものは、保育施設等給付費で、保育等施設希望

者の増加によるもので、約２，７００万円の増額です。また、本年度から開始する、

こども誰でも通園制度は、４月からいちい保育園の一時預かり保育室において実施を

予定しており、運営基準等を確認し準備を進めており、補助金と給付費合わせまして

１００万７，０００円を計上しています。 

 保育士等就労支援事業では、対象になる保育士２４人分の補助金、６０４万円を計

上しています。８０ページ下段から８１ページをごらんください。 

 ４目子育支援費、本年度予算額１，５１５万６，０００円。地域子育て支援センタ

ー事業では、いちい保育園への事業委託費として、８８０万７，０００円を計上して

います。 

子ども・子育て支援事業では、子育て短期支援事業や子育て世帯訪問支援事業、フ

ァミリーサポートセンター事業費の経費、１３２万３，０００円計上しています。 

 病児・病後児保育では、施設管理等にかかる経費として、５０２万６，０００円を

計上していますが、より安心してお子さんを預かれる体制整備のため、人件費分の増

額計上をしています。以上です。 

 続きまして、議案第１２号の条例制定について御説明させていただきます。 

それでは、議案第１２号 南幌町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例の制定について御説明いたします。まずは、概要を説明させていただきます。 

全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することを目的に、

満３歳未満で保育所などに通っていない子どもを育てている家庭が、就労要件を問わ

ず柔軟に利用できる新たな通園給付として創設された、乳児等通園支援事業、通称こ

ども誰でも通園制度ですが、昨年１２月の定例議会において、既に乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関する基準が制定されたところですが、今回の条例制定は、事業

者が給付を受けるために市町村から確認を受ける基準を条例で定めるものです。なお、

市町村は内閣府が定める基準に準じまして、本事業の運営基準を条例で定めるものと

しています。それでは、議案第１２号をごらんください。 

まずは、第１章 総則を説明いたします。 

第１条趣旨は、子ども・子育て支援法の規定に基づきまして、本事業の運営の基準

に関する必要な事項を定めるとしています。 

第２条定義は、使用する用語は、内閣府令において使用する用語を用い、第３条の
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１項から第５項では、一般原則を定めており、運営にあたり環境を整え、子どもの人

権を尊重し、地域と家庭との密接な連携を行い、職員の研修や暴力団の排除の厳守を

定めています。 

第２章の第１節第４条では、利用定員に関する基準を定めており、第１項では１時

間当たりの利用定員を、第２項では１か月当たりの利用定員を事業者が定めるものと

しています。第２節では、運営に関する基準を定めており、第５条では、利用の提供

前に、子どもと保護者の心身の状況及び養育環境の把握のため面談を行うこととし、

面談の際に運営規定や重要事項の文書を交付、保護者の同意を得ることを定めていま

す。 

第６条から第１２条までは、提供拒否の禁止、要請の協力、必要な援助、心身状況

の把握、特定教育・保育施設との連携、提供記録を定めており、こちらの基準につき

ましては、児童福祉施設の運営で定められている基準と同様となっておりますので、

説明は割愛させていただきます。 

次に、第１３条では、支払いについて定めており、事業者は法定代理受領の規定に

より、保護者から特定乳児等通園支援費用基準額の支払いを受けることができるとし

ています。また、保育の質の向上のため、必要と見込まれる費用で日用品、行事の参

加費、食事に要する費用などは、基準額の差額に相当する範囲で保護者から支払いを

受けることができるとし、保護者への説明や同意を得ることを規定しています。 

第１４条では、乳児等支給給付費の額の通知を行い、給付費以外の費用の支払いを

記載し、通園支援提供証明書を保護者に交付しなければならないとしています。 

第１５条から第１９条までは、特定乳児等支援の取り扱い方針、評価、保護者から

の相談及び援助、緊急時の対応について、町への通知についてを定めており、いずれ

も児童福祉施設の運営と同様の内容を定めておりますので、詳細は割愛させていただ

きます。 

 第２０条、運営規定については、前各条で定められた内容を運営規定として定めな

ければならないとしています。 

 第２１条では、勤務体制の確保を定めており、職員の体制整備と研修の機会の確保

を定めています。 

 第２２条から第３１条では、利用定員の厳守、運営規定等の掲示、平等の原則、虐

待等の禁止、秘密保持情報の提供、利益供与の禁止、苦情解決、地域との連携、事故

発生時の対応等を定めていますが、こちらにつきましても、同様の内容を定めており

ますので、詳細は割愛させていただきます。 

第３２条では、会計の区分を定めており、この事業を他の事業の会計と区別しなけ

ればならず、第３３条では、記録の整備を５年間保存しなければならないとしていま

す。 

最後に、第３章の雑則第３４条では、記録等は書面に代えて電磁的記録により行う

ことができるとし、記録の方法等が定めています。 

附則、この条例は、公布の日から施行する。 

以上で、議案第１２号の説明を終わります。 
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家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  ３点伺いたいんですけれども、１点目ですが、予算書の６７ページ、避難

行動要支援者避難支援事業ですね。これちょっと、どういう内容か教えていただきた

いなと思いました。 

次に、予算書の７９ページ、今、説明もあったんですけれど、こども誰でも通園制

度についてですが、３月の広報では概要が載せられていましたが、実際４月から運用

していくにあたり、１日どの程度の人数を受けていくことになるのか、保育士は確保

されたのか、その辺の状況ですね。始まるにあたって、準備のほうがきちんと大丈夫

なのかという、今後の始まるにあたって準備の現状、進捗状況をお伺いしたいと思い

ます。 

あと１点、通告していなかったんですが、この子ども・子育て計画支援の中に、こ

ども誰でも通園制度が始まりますというのが計画の中に入っているんですが、もし分

かればでいいんですけど、分からなかったらまた後ほどで構いませんが、量の見込み

と確保方策とか、計画の中に、８年度の中で、３６０という数字が出ていまして、そ

れで、単位が人と日と書いてあって、それで３６０というのが、これどういうことな

のかなと思ったんですが、これ最初にお知らせしてなかったので、もし分からなけれ

ば、後でも構いません。 

あともう１つは、待機児童対策ですね。８年度、町としてどのように考えているの

か、どのように進めていくのかお知らせしていただきたいです。あと、予算資料の８

１ページ、病児・病後保育事業で、説明では人件費の増額、昨年よりも２４０万ぐら

い上がっているんですが、より良い環境を整備していくという内容で理解したんです

が、どのような体制で、７年度と８年度で何が変わっていくのかということを教えて

ください。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・子育て支援担当）  まず、１点目の避難行動要支

援者事業です。こちらは平成２５年の災害対策基本法の改正に伴いまして、避難行動

要支援者名簿の作成が義務付けられたことによりまして、南幌町でもこちらの作成を

しているところです。対象者は全員とは限らないです。障がいであれば、障がい者手

帳１級、２級をお持ちの方であったり、知的障がい者、精神障がい者の方であったり、

高齢者であれば、要介護認定３以上の方を対象としていることと、あと、北海道が把

握している難病患者も名簿に掲載させていただいております。また、こちらの名簿に

つきましては、例年７月頃に状況が変わってきますので、名簿の更新等を行いまして、

１人で避難できることが困難な方を名簿に掲載しているところです。以上です。 

子育て支援係長  まず、こども誰でも通園制度の定員ですけれども、１日３名です。

保育士の確保はもういたしております。準備の状況ですけれども、３月１９日開催の

子ども・子育て会議におきまして、委員の皆様の御審議を賜り、ここで認可の確認を

行い、正式にいちい保育園に決定するという運びになっております。準備状況として

は以上になります。 

次に、計画の中の３６０の数字ですけれども、これは１日１人３名で、月１０時間

が上限ですので、３人掛ける１０時間で、それが１２か月ということで、３６０とい
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う数字になっております。 

次に、待機児童対策ですけれども、現在は７年度と同様に、近隣市町村への広域入

所及び一時預かり事業を利用していただくなど、さらなる連携を図って進めていく所

存でございます。 

最後に、病児・病後児保育の人件費の増額の件ですけれども、今回説明にもありま

したように、人件費相当分の増額を見込んでおります。ただ、理由としましては、病

児・病後児保育を担当している職員の退職により、新たに専属として勤務していただ

く保育士資格を持った会計年度任用職員を雇用するためのものとなっております。ま

た、現在国の基準に沿って、配置基準より１人で病児・病後児保育を担当していたと

ころですけれども、運用上、弊害が生じてくることを考慮しまして、令和８年度から

は２名体制により実施するため、主担当で保育を行う方とは別に、病児保育が入った

ときにスポット的に入っていただける人の人件費相当分の予算計上をしているとこ

ろでございます。以上です。 

星委員  避難行動要支援者についてですが、分かりました、ありがとうございます。

それで、もう１点教えてほしいのは、本当に自分で避難できない方が、もし実際災害

が起きたとき、その方たちをどのように避難をしていく体制をとっていくのか。実際、

何か連絡を受け、行政のほうが出向いて避難という形になるんだろうと思うんですが、

その体制についてちょっと、実際に災害が起きたときの避難の実際の体制、このよう

に避難をしてもらいますという体制をもう１点教えてください。 

あと、こども誰でも通園制度１日の人数が３名ということで理解しました。１月１

０時間ということで、保育所も確保されているということで理解しました。待機児童

に関しては、近隣の市町村とも連携を図り、もし空きがあれば、そこにお願いすると

いう形をとっていきたいということで理解したんですが、これだと、まずは自分の市

町村の園児を受け入れてから、空きがあるかどうかが分かってくるので、今の現在の

段階では、入れるか入れないかというのは、まだ多分分からないと思うんですけれど

も、その空き状況次第にもよると思うんですが、実際、現在いる待機児童の方たちが

解消できない状態が予測されるかもしれないと思うんですね。そうなった場合、一時

保育等を活用していただいてという話をされていたんですが、また、このこども誰で

も通園制度のほうにも、もしもその要望が多く来た場合、１日３名という設定ですけ

れども、見ていただきたいという方が多く要望があった場合の対応というかそういう

ことが起きた場合の対応をお聞かせ願いたいと思います。 

病児・病後保育は、理解しました。なので２点お願いしたいです。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・子育て支援担当）  もし災害が起きたときにどの

ような避難の体制をとるのかということの御質問だったかと思います。まず、こちら

の名簿に登録されている方、同意いただいている方に関しましては、個別避難計画を

作成しています。全員、個別避難計画を作成できている段階ではないんですが、まず

どこに避難をして、どこの経路を通って福祉避難所に避難するかというような、そう

いう個別避難計画を随時作成していますので、そこが完成した段階で御本人にも知ら

せたり、またこちらの名簿に関しましては、民生委員の方たちや消防とも情報を共有
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させていただいております。それぞれの地区に誰が名簿に登録されているかというと

ころが把握できておりますので、民生委員さんや消防の力もお借りしながら、災害が

起きたときは避難できるようにしていきたいと考えています。以上です。 

子育て支援係長  先ほどのこども誰でも通園制度のほうで預かっていただけない

かということですけれども、これは、こども誰でも通園制度というのは、子どもの成

長のために預けるものでありまして、保育所に入れないからといって預けるその目的

とはちょっと違うものですから、星委員がおっしゃるような預け入れはちょっとでき

ない形になります。家の用事ですとか、就労で預けていただく場合は一時預かりにな

ってしまいますので、このこども誰でも通園制度は利用できないという形になります。

以上です。 

星委員  ありがとうございます。もう一度、再々質問させていただきたいんですが、

要支援者の方の避難経路個別計画でされるということでは理解したんですが、やはり

高齢者の方でも、本当に自力で私たち避難できるのかなと心配されている方が結構多

いんですよね。自主防災組織とかで、防災訓練の出前講座とかも受けるんですが、本

当に自分たちこれでいざとなったら、できるだろうかという不安を抱いている高齢者

の方が多くて、そういう方たちを実際に災害起きたときどうするという、私たちは走

って逃げてということができるんですけど、高齢者の方はなかなかそうはいかないと

いう不安を抱えていまして、やはりそういう不安にちょっと寄り添っていただきたい

と思っているんですが、防災は総務課のほうでもされていますので、高齢者の方に対

しての避難の不安というかそういう対処法というか、そういうものに対して、総務課

と連携していく考えはあるのかどうかということをお伺いしたいです。 

あと、もう１点のこども誰でも通園制度ですが、子どもが通園するための制度とい

う、子どものためのというところ、親が働いている働いてない関係なく、親の事情だ

とちょっと一時預かりになって、ただ、子どもがああいう中で過ごす時間を確保する

ための制度だというのは理解しているんですが、ただ、１日３人の中で例えば、７人

要望が来たという場合は、何か優先制度があるのか、その辺ちょっとどういう対応を

されていくのか、ちょっとまだ私もイメージできてない、実際始まってないのでもし

かしたら質問の趣旨がちょっとかみ合ってないかもしれないんですけど、３人のとこ

ろ、５人とか要望きたらどうするのかなということを思っています。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・子育て支援担当）  高齢者が自分で避難できない、

御心配されている方がいるというようなことだったと思います。この名簿に載る方の

基準というのは定めてはいるところですが、やはり高齢者包括係のほうと情報は常に

共有させていただいております。おひとり住まいの方であっても、例えば介護認定が

３以上ない方もいらっしゃいます。そういう方とかの情報を共有して避難行動の名簿

に入れるか入れないかというような、情報共有は高齢者等はさせていただいています。

また、防災のほうですけれども、介護の度合いとか障害のほうは、総務課とはあまり

共有することはないと思いまして、その避難経路が、例えばこういうところで大丈夫

かどうかというところは共有はさせていただいてはいるんですけれども、詳しい、こ

の人がどうだろうというような内容のことに関しましては、今は総務とは共有してい



 ３４ 

ない状況です。以上です。 

子育て支援係長  先ほどの、こども誰でも通園制度、もし３人の定員のところ５人

来たらということですけれども、まだ実際に制度そのものが始まっていないこともあ

りますので、どのくらいの申し込みがあるか分からないんですけれども、利用の決定

は施設で行いますので、施設のほうで利用の多分早い順番で決めるのかどうなのかは

ちょっと分からないんですけれども、そのようになっておりますので、もしかすると

利用できない方が出てくる可能性はあります。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ちょっと重なるところもあるんですけれども、３点伺います。 

１つ目は、高齢者在宅支援事業で、マゴコロボタンの設置状況は先ほど４３台とい

う説明でした。それで、今どのように普及されているのかということと、７５歳以上

独居家庭となっているんですけれども、何人かお話を聞くと、同居している人が仕事

に行って日中はほとんど１人だという方が、やはりこういう状態でも設置できないん

だろうかという声が、もしかしたらあいくるのほうにも届いているかもしれないんで

すけれども、その辺の拡大というか、そういうのは考えているかどうかということを

１つ伺いたいと思います。それから、令和８年度はこの今４３台ですけれども、何台

ぐらいまで目標を持っているのか、それを伺います。 

２つ目は、学童保育事業ですけれども、南幌児童会の予想人数というか、現在令和

７年は何名で、今やはりどんどん子育てのそういう方が引っ越してきているので、増

えると予想されると思うんですけれども、その場合何名まで入れるのかということと、

あとこれは来年度令和９年度ですけれども、新しく施設ができて移行するというのに

あたって、現在の指導員がどういう形になるのかということは検討とかされているの

かどうか。それを伺います。 

もう１つは、先ほどの待機児童の関係ですけれども、昨年の３月の予算委員会のと

きは、待機児童ゼロという報告だったんですよね。そのあときっと増えていったと思

うんですけれども、その７年度の中で待機児童は解消されたのかということと、現在、

待機児童はいるのかということをお聞きしたいです。先ほどは、他市町と連携をして、

空いているところに入れてもらってということと一時預かりをということだったん

ですけれども、その辺はどういう見通しを持っているのかなということで、この３点

お願いします。 

高齢者包括係長  まず１点目の高齢者在宅支援事業、マゴコロボタンについて説明

いたします。マゴコロボタンの設置状況については、現時点で申請者４６名、設置者

が４３名、取り下げたものが３名となっています。取り下げた方の理由といたしまし

ては、設置の前に、家族と毎日電話をしているので必要がないと思ったということで

１名、また、認知機能低下もあり、ボタンを押すことが難しくなったこととあわせて、

シルバーハウジングに転居し、毎日の見守りが可能となったためということで１名、

最後に、御家族と同居することとなったためということで１名の方がいらっしゃいま

した。普及についてですが、対象者への個別通知、広報、ホームページ、新聞、各老

人会やカフェサロン等にて周知を行っております。当初、申請を受け付けた７月から
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８月以降についても随時相談の中で、こちらからお勧めしたケースや、またホームペ

ージに掲載しておりますので、御家族がマゴコロボタンを知り、御家族の勧めで申し

込む方がいらっしゃいました。 

日中１人になる高齢者への拡充についてですが、マゴコロボタンは毎朝１回ボタン

を押してもらい、押したことを午前中職員が確認し、安否確認をするものになります。

そのため、御家族と同居され、御家族が仕事でいない日中に１人になる高齢者であれ

ば、マゴコロボタンと同様に、朝のうちに御家族による安否確認は毎朝行えるため、

日中１人になる高齢者への拡充は、現時点では考えておりません。 

令和８年度の目標についてですが、現状５０台こちらで保有しており、令和８年度

予算として２０台追加予算を見ておりますので、７０台を目標に考えております。以

上です。 

子育て支援係長  まず、学童保育事業の御質問ですけれども、令和８年度の入所予

定人数は、現在のところ１３６名となっております。昨年と比較しますと、令和７年

４月１日時点が１２４名ですので、１２名の増となっています。令和９年度における

指導員の雇用ですが、柏学園の体制がこれから決まってまいりますので、現在の会計

年度任用職員の意向を踏まえ、すり合わせを行いながら、お互いの意向を尊重できる

ように進めてまいりたいと考えております。 

次に、待機児童の関係ですけれども、Ｒ７の待機児童数は、現在２３名おりまして、

そこは解消されておりません。やはり年度途中に育児休業明けでお申し込みの方がい

らっしゃいますので、７年度末は２３名ということになっております。現在の令和８

年の待機児童数ですけれども、本日現在は３６名となっております。ただし、広域入

所の申請中の方が１０名おりますので、その方たちの入所が決定しましたら、待機児

童数はこれよりは減少する見込みとなっております。待機児童数の内訳としましては、

１歳児が１７名、２歳児が９名、３歳児が３名、４歳児が７名となっております。以

上です。 

熊木委員  まず１番のマゴコロボタンについて、令和８年は７０台を目標にという

ことでした。それで、お聞きした日中１人になるという方。それは朝に家族がいらっ

しゃるので、このマゴコロボタンのこれには合わないということですけれども、私が

知っている方は、朝も早く札幌に仕事に行ってしまうので、ほとんど１人のような暮

らしで夜帰ってくるという状況なんだというんですよね。そういうときに、やはりせ

っかくこういう新しい新規事業をつくったので、もう少し広げて利用してもらうとい

うほうが、未然に事故とかを防ぐということになると思うんですよね。その辺でもう

少し考えていただけないかなと思います。もし、それ検討とかできるのであれば、御

回答ください。 

それから、学童のことについては、人数のことも分かりましたし、今後すり合わせ

を行っていくということなので、新しい施設になって、全て今までの人がこう変わる

ということでは、やはり子どもも不安があると思うんですよね。ですから、今まで慣

れた人で移行していくというのがすごくベストではないかなと思うので、その辺は、

まだ令和９年ですけれども、中間でも何かそういうことがあったら報告とかお願いし
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たいなと思います。 

それから、３番目の待機児童について、今人数を聞いて、予想をはるかに超える人

数だなと思いました。それで、令和７年も解消されていなかったということで、先日、

私のところにある報道関係のところから電話が来ました。それで南幌が待機児童がす

ごく多いということで、そういう声がどのような形で行ったのか分からないんですけ

れども、ちょっと話を聞かせてほしいということだったんですけれども、今回ここで

もお聞きしようと思っていたので、その報道の取材は受けませんでした。それで、何

人か申し込んでいるんだけれども、全然駄目なんだよねというような方の話を間接的

にですけれども２人ぐらい聞いています。その１人の方は、やはり家を新築して、自

宅でサロンとかやっているようなんです。ですから、仕事の予約を受けて、その間子

どもを遊ばせながらいるということだけれども、それが間接的に聞いたところ、同じ

ような形で申し込まれた方が、入園できて、自分はいつまでも入園できないというよ

うな、そういうような不満の声が漏れていって、その報道というところに行ったのか

なと推測されるんですよね。それで、待機児童は申し込みして、先着順なのか、その

年齢の、例えば１歳児の所で今１７名というところで、そこで今１人空きが出たので、

その１歳を申し込んでいる人が該当になるというようなことだろうと思うんですけ

れども、その辺について、先ほど、他市町との連携とか一時預かりという以外に何か

方法はないのか。このままいくと、いつまでも申し込んでも全然、１年も待ったとい

うような形に、極端に言ったら、この人数からいうとなっていくのではないかなと思

うんです。それで、子育て支援もすごく大きく、人口増のためにうたっていろいろや

っていることが、やはり悪評というか何かそういう形でなっていくのはちょっと困る

のではないかなと思うので、その辺の対策もし講じているものがあれば、ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。 

保健福祉課長補佐（健康づくり・高齢者包括担当）  貴重な御意見ありがとうござ

います。マゴコロボタンは包括支援センターのほうで、御要望のあった方のおうちを

回って、現状４３名の方に御意見いただきながら日々運用を図っているところです。

まず、町としましては、７５歳以上で、おひとり暮らしで何らかの生活の不安を抱え

ている方がまだ実際いると思いますので、担当としては、まずそのおひとり暮らしの

方から優先をして、もしや必要でありながら、まだ設置に至っていない方もいるので

はないかということで、優先順位としてまずは独居の方からと思っています。ただ、

委員のほうに町民から声も届いているということを今聞かせていただきました。あい

くるには、同様の相談はまだ届いてはいないんですが、担当としては、町民の声に耳

を傾けながら、また、情報を集めながら沿えるようにしていきたいと思います。以上

です。 

子育て支援係長  まず、先着順かどうかということですけれども、先着順ではござ

いません。入所基準の表に当てはめて、空きが出れば御案内するというような形にな

ります。以上です。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・子育て支援担当）  付け加えて、私から説明させ

ていただきます。先ほどお話しされました、南幌町子育て支援の町ということで、悪
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評というか、悪い評判が出ているというお話でした。もちろん保健福祉課のほうにも、

入れないんだけれども、どうしたものだろうかというようなお問い合わせ、また直接、

保護者の方がお見えになって、お話を聞かせていただいております。確かに御迷惑お

かけしているなというところを感じております。その中で、今、子育て支援係長が言

った基準に沿って、まず、入所の優先をしていくのと、やはり先ほど言った年齢、ど

のお子さんがどの年齢でというところもありますので、その年齢が空いたところに入

っていただくということになりますので、そのお子さん同士が同じ年齢であるかない

かもちょっと分かりませんので、今のところ何とも言えないんですけれども、まず年

齢のところで空いたところに待機児童を入所していただくというところだと思うん

です。また、ファミリーサポート事業というのがございます。今お話しされていた方

であれば、御自宅で仕事をして、その間見ていただくということになりますと、ファ

ミリーサポート事業というのを利用できるのではないかということを今感じており

ました。そういった、もしかしてファミリーサポート事業の周知がなかなか行き渡ら

なくて、その方に届いていないという部分もありますので、ファミリーサポートの周

知とかもしながら、なるべく待機児童にはなってしまうんですけれども、お仕事でき

るようなところでの手助けとして、取組させていただきたいなというところは感じて

います。以上です。 

熊木委員  ありがとうございます。マゴコロボタンについては、７５歳独居という

ことでスタートしているので、なかなかまだそれに漏れている方もいるかもしれない

ということで広げられないということでしたよね。その声が届いていないということ

だったので、私も聞いた人には直接あいくるのほうに相談してはということを再度言

ってみますけれども、やはり臨機応変にというか、そういう独居ではないけれどもほ

とんど独居のような方はいらっしゃるんですよね、すごく。それで一緒に暮らしてい

ても、結局、札幌に朝から行って夜に帰ってくるという人、それからまた、親がそう

いう状態なので、仕事をやめて近くに仕事を探して戻って来られた方もいます。だか

らいろいろな方がいるんですけれども、せっかくそういう良い事業を始めて、やはり

多くの方にそれを利用してもらって、その利用した上で、こういうところがすごくよ

かったという声とかを広報とかでも知らせることによって、そっか南幌町はこういう

福祉事業やっているんだということも広がると思うんですよね。それを今後もぜひ取

り組んでほしいなと思いますので、要望します。 

それから、学童については分かりました。あと、待機児童ですけれども、どうして

も低年齢児というか、１歳、２歳というところは増えているし、小さな子どもを預け

て仕事をしたいという方が多いかと思うんですよね。それでこの人数になっているい

と思うんですけれども、私も一時預かりというところで、ファミサポとなかなか結び

つけて考えられなかったところもあったので、それを本当に広めて、一時的にでもつ

なぎでというか、そこを活用して、待機児童をゼロになるように、ぜひ取り組んでい

ただきたいなと思います。１歳児、２歳児はやはり定員の枠が決まっていて、たくさ

んは預けられないので、だからそこで待機児童が多く発生するのは仕方がないことな

んですけれども、何とか解消できるように、さっき悪評が立っていると言ったのは、
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それはそういう意味ではなくて、やはりそういう声がどこからか聞いて、私のところ

にそういう報道のところから電話来たということなので、それが大きく広がったら困

るなというのはすごく自分でも思っているので、だからそういう、例えば、その取材

を受けるようなことになっても、中途半端なことは言えないですし、やはりしっかり

町のほうのことも聞きながらと思っています。ただ、お母さん同士が新しく来た方で

自分の家で事業をやっている人とかが、その口コミで、まだ入れないということが、

広まっていくことが怖いなと思うんですよね。それで、こういう形で取り組んでいる、

それからファミリーサポート事業も広報にも載っていますけれども、それを繰り返し

載せることによって、そっかそういうのが活用できるんだとなれば、少しは解消につ

ながるのかなと思うので、その辺を引き続き取り組んでいただきたいと思います。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  ２点伺います。１点目は、ちょっと通告はしてないんですが、待機児童

の関係だったんですが、近隣との連携を行ってきますという話を聞いているんですが、

近隣の状況は今どのようになっているんだろうかと。空き状況ですとかそういう状況

ですね。それが分かるのはいつぐらいになるだろうかという部分を教えていただきた

いのと、それと、７２ページの高齢者の福祉の関係ですが、介護のほうで聞こうと思

ったんですが、ぜひ民生の中で聞いてほしいという声があったものですから、こちら

に切り替えた中でやらせていただきます。 

今の老人クラブの単会の状況、かなり減ってきていると、会員数も減ってきている

というような感じになっているわけですが、今後どういうようにしていくのかという

部分についての考え方というか、やはり今年も２件ぐらい休会するという話も聞いて

いますので、どんどん下がってくるとちょっとまずいのかなと。それともう１つはカ

フェサロン。これがどんどん広がってくると、なかなか今度老人クラブの関係との関

連性というのが出てこないのかなという部分もあるので、そこらのすみ分けがうまく

いっているかどうかという部分について、お聞きしたいと思います。 

保健福祉課参事  ただいまの質問ですけれども、まず、老人クラブの関係で御説明

したいと思います。西股委員言うように会員数は減っております。５年前、私が社会

福祉協議会に来たときは７００人台の会員がいましたが、この４月で、多分５８０ぐ

らいだと思われます。それと、単会のほうも最盛期には２１あったんですけれども、

この４月から多分１５になる予定です。休会するところについては、高齢化であった

り、あとは老人クラブに入る方が少なくなったというのが現状だと思います。いろい

ろな要素があるので、やはり声掛けで老人会行事に参加しようという部分が少なくな

ってきたのかなという部分も考えられると思います。それで、今後の老人クラブの在

り方ですけれども、まずは休会しているところの会員に対しましては、社協の事業で、

この間も３月にやったんですけれども、マージャン大会を行っております。高齢者い

きいき健康マージャンということで、社協の事業で毎週火曜日マージャン教室を行っ

ております。それとともに、老人クラブにも声をかけて、一緒に合同で社協主体でや

ることで、今回２回目で、先日終わりました。そういった部分で、休会しているとこ

ろの会員にも参加してもらうというのもそうですし、老人クラブの総会が先日終わっ
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たんですけれども、やはり会員数が少なくなってきたらどうするかという議論の中で

令和８年度に話すんですけれども、情報提供という部分も必要だと思うんです。老連

の部分では各単会に研修旅行とか出すんですけれども、あとはその結果に基づいて社

会福祉協議会の社協だよりに載せるという部分ですけれど、その中でも、やはり休会

しているところから、楽しそうだねという話も聞いたりして、どうやったら入れるの

という声も１、２度聞いております。ただ、今の状況でいうとやはり単会に入らなけ

ればいけないというのがルールなものですから、単会をつくらないと駄目だねという

話も出てくるんですけれども、やはり高齢者対策といたしましては、社協自体は老人

クラブだけではないので、そういう漏れる人に対してどうやってやっていくかという

のが課題だと思いますので、その辺は老連の会長とも話しまして、今年度どのように

するか、個人会員にするのかというのも１つ案としてはあるかもしれないけれども、

具体的にどうしていくかということを煮詰めた中で、老人クラブの会員数を増やして

いくように努力していきたいと考えております。 

それとともに先ほど２番目の質問ですけれども、サロンの部分でも、現状サロン７

か所設定しております。１つについては、鶴城で冬の間だけやっているという部分で、

ほかのところ町場については６か所、月２回行っております。コロナが明けてからや

はり利用者が増えてきております。その地域でなくても、隣の地域から来たりという

部分で、参加者が増えているということも聞いています。先日１２月に、学習会をサ

ロンの代表者を集めてやった中でも、課題としては、やはり担い手不足ということで、

地域の人方が高齢化なので、その運営の部分も厳しくなってきているということも話

を聞いております。今できることというと、やはりもう１０年以上サロンというのは

立ち上がってなっているので、運営経費が、今まで１回開催につき１，０００円補助

金として上がっています。物価高騰のため、今年度、高齢者包括係と協議しまして、

１回あたり２，０００円の経費プラス、参加してくれる人の参加料で運営してるとい

うことと、それと社協で共同募金もやっていますので、今年共同募金会のほうから各

サロン７か所に、物価高騰の部分でちょっと補助金制度ありましたので、４万円の助

成金があたりまして、それでコーヒーメーカーとか食器類とかを買って使っていると

いうことで聞いております。いろいろな問題がやはり出てきます。老人クラブの人数

が減れば、やはり高齢者の部分も地域でも少なくなって、サロンの運営も厳しくなっ

てくるだろうと考えられます。ですから、やはり地域を巻き込んでというのが１つだ

と思います。どうしてもやはり高齢者の部分で、高齢者だけというように限定しない

で、例えば子どもも入れた中で、休みの日にサロンをやるということも１つ考えられ

ると思います。そしたら若い人方も手伝ってくれるというのも、もしかしたら考えら

れると思います。そういった部分で視点を変えた中でしていかなければ、どうしても

やはり高齢者だけだったらサロンを維持することは難しいですので、意見交換会の時

でもいろいろお話を聞きながら、今後やっていきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

子育て支援係長  先ほどの近隣の空き状況ですけれども、南幌町では把握しており

ません。広域入所で入りたい場合は、保護者の方がホームページとかで空き状況を掲
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載している市町村もありますので、そちらで確認いただく、あと保護者が入りたい園

ですとか、通いたい園というのがあるかと思いますので、そこは保護者の方が御自身

で確認して決めていただくということになりますので、町のほうではここの園が空い

ていますよというようには、お知らせしていることはございません。以上です。 

西股委員  今の話ですと、他の町村の部分というのは把握できないんだということ

ですけれども、できればそういうものが、待機されているところに、これだけ空いて

いるところはあるよみたいな情報の提供というのは、やられるほうが少しはいいのか

なと思いますので、ほかの町村のほうで出せないというものにはちょっと難しいかも

しれないけれども、出せる範疇についてはお願いしたいなと思います。 

それと老人会の関係ですが、実際に単会に入ってくると、役員の成り手不足という

のがすごく問題になってきているんです。今のカフェサロン自体は世話人がいて、そ

れだけでやっているよということだけれども、単会のほうになってくると、役員ある

よということになると、かなりハードルが高くなってくると思うんです。特に今、平

均的な年齢上がってきていますから、ですから、私がまだ６区の六友会では若手なん

です。だからもう８０代の人たちが頭にいるわけですから、そういう人たちに、何か

やってほしいというのもちょっと酷になってくる。そうすると、若いほうにどんどん

しわ寄せが来ると、若い人の下のほう、もっと若い人たちが入れるかといったら入り

づらいんです。ですから、ここの組織の変革というか、やはり連合会との接点の中で

もやはりもう少し変えていかないとならないのかなというように感じるんですが、そ

の辺の思惑、何かあるでしょうか。以上です。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・子育て支援担当）  近隣の状況を情報提供したほ

うが良いという御意見でした。制度上、幼稚園部門と保育の部門がありますので、幼

稚園部門は直接保護者と幼稚園のほうで契約になっておりますので、空き状況をうち

のほうで把握するのはやはり難しいです。ただ、保育の部門に関しましては、それぞ

れ町との協定になりますので、どこが空いているかというところは、電話をかけて聞

くということは可能だと思います。ただ、そこを例えば町のホームページに載せると

いうことは難しいですので、問い合わせがあったときに、どこに入りたいのかという

希望を聞きながら、そこの町に保育の部門であれば聞いて紹介するということが可能

かと考えています。以上です。 

保健福祉課参事  老人クラブの役員の成り手ということで、どこの単会からもそう

いう話は聞きます。それで、休会したいというところも中にはありました。今年から、

一応老人クラブ連合会のほうの役員ですけれども、会長からいろいろな研修部長まで

あるんですけれども、平均的に、単会のほうで分けるような形で、１人１役という形

の中で、ちょっと改正した中で取り組んでいくということで、一応了承しております。

それと、もう１つは単会のほうも役員の成り手がいないということで聞きますので、

やはり会議体を少なくした中でやっていこうということで、そういう会議が今までは

あったんですけれども、少なくした中でやっていくということで、一応少しずつ見直

しをかけております。以上です。 

西股委員  待機児童の関係大体分かったんですけれども、保育の関係は分かるので
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あれば、町のほうに連絡したらこういうことはできますよというぐらいのところの、

情報提供はできる体制をしてほしいなと思いますので、それはひとつお願いします。 

それと、老連の関係ですが、休んだりして規模が縮小してきているという中であれ

ば、やっているところに対して助成を増やしていただけるような措置もひとつ考えた

らどうなのかなと。やはりそこに、あめとむちではないけれども、少しぐらいこう上

げた中で、こういう活動してくれたらこうやるよとか、そういうところも少し援助し

ていただけるような方策を考えていただければなと思います。 

保健福祉課参事  補助金ですけれども、社会福祉協議会のほうではそういう補助金

制度というのはない状況でございます。町のほうで予算化した中で、各単会のほうに

渡しています。高齢者包括のほうで検討しながら、次年度に向けてやっていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  予算書７０ページの、人工透析患者等通院交通費助成事業の関係につい

て１点質問いたします。今、交通費等が徐々に上がっている状況ですけれども、現在

交通費助成している方、無料バスも出ていると思うのでかなり減っているかなと思う

んですけれども、今該当となっている交通費の項目、例えば、バスで助成を受けてい

るとか、そういった関係の内訳ですね、金額はいいんですけれど、どれが助成の対象

になっているかというのと、あと、交通費の値上げによる助成の再検討というのをさ

れたのかどうか教えていただきたいと思います。 

福祉障がい係主査  人工透析の交通費助成事業、実際の交通手段の内訳ですが、令

和６年度の実績でいきますと、１３人中７名が公共交通機関を利用しております。あ

と、３名の方が自家用車の利用となっております。そして、人工透析交通費助成事業

につきましては、公共交通機関の往復運賃の相当額に対する助成でありまして、上限

額以内については、交通費値上げにも対応した助成額になっていること、また、自家

用車による通院も対象となっていることもあり、特に引き上げの要望の声も聞いてな

いこと、また、福祉ハイヤーとの合わせた利用も可能であることから、今のところ上

限額の引き上げの考えはありません。以上です。 

細川委員  お話のほう、よく分かりました。自家用車ではない方もいらっしゃると

いうことですので、上限額ちょっと分からないんですけれども、今後上がってきた段

階で、また検討していただければと思います。これは要望で終わりたいと思います。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

ここで休憩をとります。２時半まで休憩とします。 

（午後 ２時１８分） 

（午後 ２時３０分） 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

次に、審査順序の４番目、第４款衛生費について審査を行います。それでは説明を

お願いします。 

保健福祉課長  予算書８２ページをごらんください。 
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 ４款１項１目保健衛生総務費、本年度予算額３，１９４万４，０００円。母子保健

事業では、こども家庭センター、母子手帳の交付、妊産婦及び乳幼児の健診、産後ケ

ア事業、子育て支援アプリ、乳幼児用防災リュック、出産タクシー利用助成などに係

る経費を計上しています。転入児童の増加、出生数の増加に伴い、母子保健の各事業

におきましては増額計上となっています。特に、乳幼児健診では、これまで毎月午前

中だけの半日開催でしたが、対象者の待ち時間軽減を図るため、毎月、午前と午後の

１日開催としたことから、専門職の報酬及び医師の委託料が増額計上となっています。

８４ページをごらんください。 

２目予防費、本年度予算額４，５７７万２，０００円。成人保健事業では、各種が

ん検診実施に伴う検診料や受診券交付などの経費１，６８７万１，０００円を計上し

ています。次ページをごらんください。 

 感染症予防事業では、乳幼児と高齢者に対する各種予防接種に伴う委託料などの経

費２，８７７万円を計上しています。なお、帯状疱疹ワクチン接種は、引き続き対象

を拡充し実施しています。また、本年度より、妊婦を対象としたＲＳウイルスワクチ

ン接種が定期接種となりましたので、扶助費で計上しています。 

予防経費では、狂犬病予防接種、畜犬登録などの経費１３万１，０００円を計上し

ています。以上です。 

住民課長  次に８５ページ下段をごらんください。 

 ３目環境衛生費、本年度予算額１，２５８万５，０００円。説明欄、環境衛生経費

として５８万円。墓地管理、スズメバチ駆除に要する経費などを計上しています。次

ページにまいります。 

南空知葬斎組合負担金として１，２００万５，０００円を計上しています。前年度

対比、減額の主な理由は、伏古斎苑の照明ＬＥＤ化改修工事終了に伴う各町負担金の

減額によるものです。 

４目病院費、本年度予算額２億４，８８０万２，０００円。詳細は、病院事業会計

予算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  ８６ページ中段をごらんください。 

 ５目保健福祉総合センター管理費、本年度予算額４，７０７万６，０００円。保健

福祉総合センター管理経費では、あいくる全体の維持管理に係る経費を計上しており、

本年度は、あいくるふれあいの湯浴槽ろ過装置の修繕と温水ヒーターの修理費用を計

上しています。以上です。 

住民課長  次に、８８ページをごらんください。 

２項１目じん芥処理費、本年度予算額１億４，８１８万９，０００円。説明欄、ご

み処理対策事業では、不法投棄された処理困難物の処理等に係る経費のほか、南空知

公衆衛生組合負担金１億１，０４６万３，０００円、及び道央廃棄物処理組合負担金 

３，５７１万円、行政区・町内会が実施するごみボックスの修繕費用に対する補助金

を計上しています。前年度対比、増額の主な理由は、道央廃棄物処理組合の令和４年

度の焼却施設プラント建設に係る起債の償還開始に伴う負担金の増額によるもので

す。 
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２目し尿処理費、本年度予算額１，４３２万円。説明欄、し尿等処理委託事業では、

北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を計上しています。 

以上で、４款衛生費の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  予算書の８８ページで、ごみに関して３点伺いたいと思います。まず不法

投棄についてですけれども、不法投棄カメラの設置場所を伺いたいのと、あと、担当

課のほうで、不法投棄が多い場所などを毎年検証しているのかどうか教えてください。 

あと２点目は、ごみボックスですね。新たにごみ処理対策用品を購入されるという

ことですが、設置場所を教えていただきたいです。 

３点目ですけれども、今回、公衆衛生組合のほうで私一般質問して、おむつを可燃

にできませんかという一般質問と、あと汚れがついた資源物というか、再生できない

プラスチック類で汚れがついたものは可燃とならないかということだったんですが、

やはり可燃にすることで、収集量と収集日等の関係が出てくるから難しいというお話

だったんですけれども、担当課のほうとして、広域でごみに対する改善というか情報

交換とか情報共有とか、長沼町、由仁町とそういうごみに対する今後の方向性とか検

討する機会はあるのかどうか、伺いたいと思います。 

環境交通係主査  １点目の不法投棄監視カメラ設置か所と不法投棄について、ごみ

ボックスの設置か所について説明いたします。不法投棄監視カメラの設置につきまし

て、令和７年度は西幌会館ごみステーションと南幌工業団地南１４線沿いに設置して

おりました。昨年６月に不法投棄がありましたため、三重ごみステーションに１基、

移設しております。 

不法投棄の今後の取組としましては、警察と地域と連携を図り、過去３年間の不法

投棄の位置図を参考に、現在２基ある不法投棄カメラを活用し、不法投棄の多い場所

を選定し対策を進めていきたいと考えております。その他としましては、不法投棄啓

発用のぼり旗の設置や不法投棄監視パトロール等を行い、啓発を考えております。 

次に、ごみステーションの設置場所につきましては、東町町内会より４か所希望が

ありました。設置場所につきましては、東町１丁目遊歩道、２丁目遊歩道、３丁目遊

歩道、４丁目東町コミュニティセンター、計４か所に設置します。６月下旬に使用を

開始する予定です。また、今後につきましても、地域の要望を踏まえ、設置を進めて

いきたいと考えております。以上になります。 

住民課長補佐（環境交通担当）  今、担当からお話あった関係で１点ちょっとつけ

加えさせていただきますが、不法投棄が多い場所につきましては、担当のほうでも把

握をしておりまして、先ほど申し上げました図面等に落として３か年実績として残し

ておりますので、そういったことを活用して、今後も不法投棄多い場所に監視カメラ

設置ですとか、そういった巡回パトロールを合わせまして、取り組んでまいりたいと

思います。以上です。 

住民課長  ３点目の御質問ですけれども、先般、南空知公衆衛生組合の中で、おむ

つを赤いごみにして、回収を増やすという質問されたことに対して、組合長のほうよ

り、その辺に関しては、収集量及び作業時間の増加の可能性で、現行では不可能であ
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るという回答をいただいたところでございます。この件に関しましては、そのような

回答をいただきましたが、あわせて組合のほうの考えとしては、構成町から要望のあ

ります、指定ごみ袋の容量の細分化とか、ごみの分別検討の見直しについては、収集

体制を含めた中で、構成町及び関係機関と協議を進めていく考えだというようになっ

ておりますので、今後組合の中で、構成町含めて協議を進められていくと考えており

ます。以上です。 

星委員  ありがとうございます。不法投棄に関しては、やはり不法投棄が多い場所、

過去３年間、落としてデータとして、あと検証しながら、今後も不法投棄防止に努め

ていくということで理解しました。不法投棄といっても、本当いろいろ家電があった

りタイヤが捨てられていたり、当然そういうのは住民の方が行政側に連絡して、多分

行政の方が処理されていると思うんですが、それ以外にもコンビニの袋とかおにぎり

の袋とかが、この時期になると目立って田んぼの中に入っていたり、農家さんたちは、

まずごみ拾いから始まるんだというような話も伺うので、やはり、細かいところまで

ちょっと検証しながらなるべく不法投棄が減るように努めていただきたいという要

望で終わりたいと思います。再質問はありません。 

２点目の収集等のことは、ちょっと前向きに構成町で進んでいくのかなという印象

を今受けたんですけれども、やはり可燃にできるものはしてもらって、一般質問でも

したんですけれども週１回自宅で保管というのはおむつという性質上、週１回保管す

るのはそぐわないのではないかというのが私の考えですし、住民からの意見も、温暖

化して暖かい家の中に１週間置いておくというのはどうなんだろうというところで

質問させてもらったので、やはり何とか改善できるようにお願いしたいですし、あと、

汚れたものは再利用になりませんし、今、循環型社会目指していくというので、なる

べくごみを減らそうというのは理解しています。その汚れたものは今、本町では水色

の不燃ごみとなっているんですが、やはり不燃ごみも減らしていかないといけないと

私は思っているんですよね。最終処分場以上の埋立ての量も当然減らしていくのも目

標にしていかないといけないと思っているんですが、構成町のほうの考えはどういう

考えなのか、どういう認識を持たれているのか、お聞かせください。 

住民課長  御質問の件ですけれども、南幌町、由仁町、長沼町の３町で構成されて

おります一部事務組合ですので、担当者の中でしっかりとお話をした中、統一的な見

解を持って対応していかなければならないと考えております。その中で、南幌町から

の住民の要望とか、こうしたほうが改善になるのではないかと、そういう話はしてい

きたいと考えております。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ２点伺います。母子保健事業の中の乳幼児健康診査、これは町立病院の

医師が行っていると思うんですけれども、そこ確認です。それから、今子どもの人数

が増えてきているので、健診に行って、南幌町立病院の小児科に誘導策というか、そ

ういうようなことができているのかどうかということ１点です。 

それから、成人保健事業と感染症予防事業、一緒ではないんですけれども、その成

人保健事業の中で、高齢者の健康相談とか、予防接種とかをその地域に出向いてやれ
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ないかなと、いろいろ保健衛生上のこともあって難しいのかなとは思うんですけれど

も、先日も一般質問の中で高齢者のことで話をしたときに、例えば、さっき老人会の

話もありましたけれども、老人会に保健師さんを呼んで血圧測定とか、健康の講座を

聞いたりというようなのをしている老人会もあります。それで、その老人会ごとでな

くても、例えば地域を何分割かにして、巡回健康相談とかそういうものができること

で、地域担当の保健師さんとか、分かっている人と全く分からない人とかいると思う

ので、その辺をもう少しこう近づけるというか、そういうことも取組が必要なのでは

ないかなと思うので、その辺の方法があるかどうかだけお聞かせ願いたいと思います。

それから感染症予防についても同じですけれども、それも医療行為でできないと言わ

れるかもしれないんですけれども、その上で質問します。予防接種、インフルエンザ

とか肺炎球菌とかそういうのは、やはり地域ではできないのかなと思うんですけれど

も、何かそういうようなことをできたらいいなと思うのでちょっとお伺いします。以

上です。 

議会事務局長  それでは黙祷を行いたいと思います。御起立願います。 

本日、令和８年３月１１日は、東日本大震災の発生から１５年を迎えます。この震

災により、犠牲になられた方々に哀悼の意を表するため黙祷を行います。 

黙祷始め。（黙祷する） 

黙祷を終わります。御協力ありがとうございました。御着席ください。 

健康づくり係長  ただいまの御質問にお答えします。１点目、母子保健の乳幼児健

診に関することだと思うんですけれども、ちょっと私、聞き取りが間違っていたら、

もう１度教えてください。健診のドクターは、町立病院から来てもらっています。そ

れで、受診者数が増えてきたため、町立病院に誘導してはどうかということですか。

乳幼児健診のほうは、基本的にはあいくる、保健センターで今実施をしていまして、

確かにお子さんの数が増えて、健診の時間もかなり伸びてきていることから、今年度

までは、午前中の半日だけで開催していたんですけれども、もう少し相談の時間とか

をしっかり持てるように、令和８年度からは、１日かけて午前と午後で対象を分けな

がら開催することになっています。 

熊木委員  すみません。健診をそこでしているので、保護者にぜひ町立病院の小児

科にという誘導をするということをしているのかどうかということを確認します。 

健康づくり係長  健診の診察のときには、お医者さんとの話し合い、相談という場

もありますので、ケース・バイ・ケースにはなるんですけれども、状況によっては、

そのまま町立病院を受診されるという方もいらっしゃいます。所見によっては専門の

科が必要で、町立病院ではなく、ほかの病院を受診するという方もいらっしゃいます。

私たちも、町立病院の予防接種のウェブが始まりましたとか、そういった情報は適宜、

保護者の方にお知らせはさせていただいております。 

２点目ですけれども、健康相談を地域でというお話だったんですけれども、基本的

には、あいくるに連絡をいただければ、いつでも訪問などで対応させていただきます。

相談日というのは、１０年以上前に各地で設けていたこともあったんですけれども、

家庭血圧計も普及し、そういった相談というのが実施したとしても、あまり件数も少
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なくなってきたということもありますのと、最近の相談事の多くは、かなりプライバ

シー、個別の相談というのも多くなっていまして、なので、予約を取った上で、個別

で相談を受けさせていただくというのが主流になってきています。高齢者の方の相談

には、健康づくり係だけでなく、高齢者包括係、地域包括支援センターも中心となっ

て対応させていただいているところです。 

３点目の、予防接種を地域でできないかどうかということですけれども、基本的に

はできないです。理由ですけれども、平成６年に予防接種法が改正になっていまして、

集団接種から、原則個別接種に変更になっています。その変更になった理由について

は、かつて日本で行われていた集団接種の中で、健康被害が問題になっていたこと、

また、義務規定から努力義務規定になったことです。以前、新型コロナワクチンのと

きには、特例臨時接種ということで、多くの国民が接種しなければならないというこ

とで、あいくるを接種場所としていたんですけれども、医療機関としても医師の責任

のもと救急体制とか安全体制とか、看護師の体制とかを整備して、保健所に臨時の医

療機関扱いで、公共の場を予防接種場所として指定を受けていたという経緯がありま

す。ですので、ふれあい館など医療機関以外の場所を予防接種の場所にするというこ

とは基本的にはできません。以上になります。 

熊木委員  １点目の乳幼児健診で、町立病院の小児科医へというのは理解しました。 

それから、感染症予防事業、そこのところは予防接種法の関係でできないというこ

とは理解しました。それから、高齢者の健康相談はあいくるでいつでも受けていると

いうことだったんですけれども、先日も懇談会の中で、例えば健康診断を受けて、そ

の結果を、何かちゃんと説明してほしいというか、そういうのがちょっと意見として

あったんですよね。昔はと言ったらあれですけれども、もっと人口も少なかったりし

た頃は、保健師さんが各地域を回ってという、出向いて行っているというのが多かっ

たと思うんですよね。その頃のことを知っている方は何かそのような感想を持つとい

うかね。だから、通知をただ送るのでなくて、もう少し丁寧に説明に来たりとか、そ

れは今のあいくるの保健福祉の事業の中で、前とは随分変わっていろいろその業務量

がすごく多くなっているんだろうなということは分かるんですよね。だけど、そうい

うことを分からないという町民も中にいて、やはりもう少し地域に出てほしいという

ような声が時々あるんですよね。だから、そういうのに寄り添ってほしいなというこ

とで、今、意見を言いました。できないものはできないというところでは分かりまし

た。もし説明とかで、何かこう出向いて行くようなこととか、何かそういうことが今

までもあって、これからもどうなのかというあたり、もし話し合っているようなこと

があればちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

健康づくり係長  ただいまの御意見ですけれども、集団健診をあいくるで実施した

場合、ふれあい館でも実施させてもらっているんですけれども、多くの受診者数があ

ったときには、結果をお返しする時に、郵送してお返しする方も中にはいらっしゃる

んです。それは、基本的には、結果がよかった方というか、データがよかったので早

くお返しするために郵送させていただくということがあります。私たち訪問して、面

接をして、ちょっとやはりリスクの高い方、生活習慣病ですとか心疾患の血管疾患に
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リスクが高いかなという方には必ず訪問させてもらったり、面接させてもらって、お

返ししているということがあったんですけれども、言っていただいたとおりに、やは

りどんなに結果がよかったとしても、きちんと説明を受けて返して欲しかったという

方もいらっしゃると思うので、そのような方には対応させていただきたいと思ってい

ます。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  ２点お願いいたします。８４ページの母子保健事業の出産等タクシーの

利用助成の件ですけれども、まず、出産等タクシー利用助成、令和７年の利用実績と

令和８年の見通しを教えてください。それと、このタクシーの助成ですけれども、こ

れは、出産するときだけ助成するということで、私のほうでは押さえているんですが、

それを定期健診にも拡充できないかという、そういう質問です。 

それともう１点は、８８ページのごみ処理対策事業ですが、ごみ袋料金が改正され

て、特に赤ごみ袋は結構な費用がするんですけれども、そのごみ袋を１枚ずつ買える

ために、役場の窓口で購入できないだろうかというそういう住民の声がありました。

そういう対応を考えていただけるのかどうか、この２点お願いします。 

健康づくり係長  １点目の質問の出産等タクシー利用助成事業のことでお答えい

たします。７年度の現時点での利用実績は１件となっています。１件と聞くと少なく

感じるかもしれないんですけれども、たまたま出産時にタクシーを利用したというの

が１人だけだったんですが、利用するかもしれない方は、事業者に事前に申し込みを

してもらっているんですけれども、先日、町内の事業者にもお聞きしたところ、多い

ときでは月に３件とか４件の妊婦さんから登録の申し込みがあると聞いています。た

またま陣痛の発来時に、御家族がいたりでハイヤーを使うことがなかったということ

にはなっていると思うんですけれども、現時点では１件です。令和８年度の見通しで

すけれども、妊娠届出の数は、今時点で６０人届出が来ています。なので、これから

生まれてくるお子さん、また今年ちょっと増えるかなと思っていますので、この陣痛

時のタクシーというのはそのタイミングにもよるんですけれども、利用される方が、

きっと８年度も何人かはいらっしゃるのではないかなと考えています。健診時の利用

にも拡大できないかということですけれども、妊婦健診の交通費の助成というのが、

道の要綱上、南幌町は近隣に分娩施設があるので該当していなくて、財源がない状態

です。現在は、妊婦健診の交通費助成については予定はありません。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ２点目のごみ袋の１枚売りができないかという御

質問にお答えします。まず、ごみ袋の販売の単位が、現状５枚と１０枚単位の形で、

３町共通して、どこの販売店でもそういう単位で販売させていただいております。役

場のほうで、それを販売するということができないものですから、現状としては、役

場で購入していただくということができない状況であります。以上です。 

佐藤委員  出産時のタクシーの利用ですが、妊娠届出が６０人というのはちょっと

驚いた数なんですが、ただ、予算としては、令和８年度は確か予算計上１０万円です

が、もし、この６０人の方たちが何人申請されるか分からないんですけれど、本当に

この金額で足りるのかなという心配はありました。それと定期受診ですね。今、人数
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が多かったもので、もし少なければ、その予算を定期受診に回すことができるのでは

ないかなと思ったんですけれど、今ちょっとこの人数を聞いてみると、定期受診まで

行かないのかなという部分で納得しました。それで、その１０万円という部分を、本

当に足りるのかどうなのかということを質問いたします。 

それと、ごみ袋の件ですが、確かに５枚、１０枚ということで決まっているので、

役場の中で、役場としてはそれを１枚単位で売るということはできないというお話で

した。ただ、今赤ごみ袋は確か４００円ぐらいになっているんですよね、１袋。それ

で、年金生活者にとっては、そんなに１袋買うほどごみは出ないとは思うんですけれ

ども、１回４００円単位のごみ袋を買ったりとかするのが結構きついので、ほかの町

で１枚ずつを社会福祉協議会でしたか、そういうところが窓口になって、売ってくれ

ている、そういう自治体もあるんだよねということを聞きましたので、そういうこと

も考えて、ぜひ１枚ずつで買えるような方策を考えていただきたいなと思いますので、

ごみ袋のほうは要望で終わります。 

健康づくり係長  この事業ですけれども、タクシーの利用上限が１万円で、助成の

上限となっています。この予算を計上する時にいろいろ確認したんですけれども、南

幌から１番多く妊婦さんが利用されている病院、江別市立病院もしくは札幌市の清田

の病院が多いんですけれども、江別市立病院で大体片道５，０００円ぐらい、調べて

みたらそれぐらいだったんです。なので、上限で考えると１万円まで行かない方が多

いのかなと思います。６０人の、今、妊娠届出ということもあるので、もしちょっと

足りなくなりそうになったら補正させていただくことになると思います。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  環境衛生経費の関係で、１点。ゼロカーボンに向けた取組ということで

ちょっとお聞きしたいんですが、南幌町２０５０年までに５０％削減するという目標

のもとで今やっていて、１月の広報を見ると、６年度実績では４１％まで来ていると。

５年の部分では、３８％ぐらいだったかなというように思っています。徐々に出てき

ているんですが、当初言われている部分では、重油を使っている施設があるとなかな

か削減できづらいという話は聞いていたんですが、そういう中にあって３％伸びてい

るといった要因というのは何だったのかなということをお聞きしたいと思います。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ただいまのゼロカーボンに向けた取組、削減の上

がった要因ということでお答えいたします。まず、現在南幌町が実施しております事

務事業について、第４次南幌町地球温暖化対策実行計画に基づきまして、令和１２年

度までに、温室効果ガス、いわゆるＣＯ２の排出量を基準年度である平成２５年度よ

り、５０％削減することを目標に今取り組んでいるところでございます。今、委員お

っしゃられましたとおり、令和６年度の実績につきましては、広報１月号と町ホーム

ページにおいて掲載しておりますが、庁舎内の職員の取組によりまして、削減率は、

令和５年度より上がりまして、４１．７％という結果になったところでございます。

削減率が大きく上がった１番の要因でございますが、令和５年４月から役場を初めと

する１２の公共施設に再生可能エネルギーとして、北電によるカーボンＦプランとい

う電気を導入したことによるものでございます。これによりまして、電気は、基準年
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度より、ＣＯ２の排出量が９３．２％削減されております。なお、その他のエネルギ

ーですけれども、軽油、灯油、ＬＰガスについては、基準年度に対して削減となりま

したけれども、先ほど委員もおっしゃられましたＡ重油、それとガソリンにつきまし

ては、増加という結果となってございます。今後も、公共施設、公用車における省エ

ネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入等を進めながら、職員１人ひとりの省エ

ネ意識の向上を図り、温室効果ガスの排出量の削減に努めて取り組んでまいりたいと

思っております。以上です。 

西股委員  再質問させていただきます。今、大体分かったんですけれども、８年度、

病院もＬＥＤ化をするだとか、小学校もＬＥＤ化しますよという部分の関係だったん

ですが、これもゼロカーボンに向けての取組の一環だというような感じで受け止めて

おいてもいいんでしょうか。特に病院というのは、中期財政推計の中で、ないものが

今年ふっとこう出てきた部分もあるものだから、ですから、そういう関係もあって今

回ＬＥＤ化進めてくような形で予算を見たのかなと受け止めたんですが、この辺の見

解を教えていただきたいと思います。 

住民課長補佐（環境交通担当）  今、委員おっしゃられましたとおり町立病院、小

学校のＬＥＤ化が進みますと、これまでも施設の電気料かかっていた部分が削減され

ることになりますので、削減率としては、その分では上がってくるのかなと考えてお

ります。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

高橋委員  感染症予防事業のところで御質問ですけれども、今、南幌町で６０人妊

婦さんがいるということで、すごくおめでたいことだと思うんですけれども、ＲＳウ

イルスワクチン、これ妊婦さんも打つというところあると思うんですが、せっかく、

お腹に赤ちゃんを宿しているにもかかわらず、このＲＳウイルスワクチンって、実は

デメリットとして、早産の危険性とかもちゃんと言われているものなんですけれども、

役場側としてそれも含めて、デメリットというかリスクをどこまで具体的なところ把

握しているのかということと、それ把握しているとして、今後周知していくのかとい

う２点、お願いします。 

健康づくり係長  ＲＳウイルスワクチンは、４月から定期接種のＡ類疾病として、

予防接種法で始まることになったんですけれども、もちろん予防接種なので、リスク

とベネフィットというふうにあります。なので、妊婦さんにはもちろんこういう予防

接種が始まりますということは、対象の方に説明するんですけれども、決して強制で

打つものではなくて、副反応と効果というのを自分で考えて納得した上で接種してく

ださいと説明させていただいています。以上です。 

高橋委員  今後の周知関係、そういうのしていくのかどうか、そこだけお願いしま

す。 

健康づくり係長  国から提示されている説明書のひな形というのがありまして、そ

の中にはワクチンの効果とか副反応とかどういうことが起こりやすいということが

書かれているものがあります。国から出ている分かりやすい説明書というのがありま

すので、これをもとに妊婦さんに周知しています。 
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高橋委員  国から出ているやつだと思うので、ちょっとそれ見てないので申し訳な

いんですけど、そこには早産のリスクみたいなものも書かれているのかちょっとわか

らないですけど、とりあえずＲＳウイルス自体が、せき、鼻水、発熱という一般的な

風邪の症状なんですけど、日本で年間で１４０万人ぐらい２歳未満のお子さんがいる

んですけど、ＲＳウイルスの年間死亡者って３０人程度なんですよ。で、これ自体っ

て、実は下気道疾患って肺炎とかそういうのも含めてですけど、そういう疾患を減ら

したという統計的優位さというのは実は出せてないんです。なので、そういったとこ

ろって、国が決めたことだからというのは、ちょっとこれ免責にならないと思うし、

知らなかったということでは、住民への説明責任を果たせてないと僕は思うんですよ

ね。なので、その辺って何とかこう周知していきたいなというところと、病院とかに

言って、それもちゃんと含めたインフォームド・コンセントをお願いするとか、そう

いったところって可能なのかどうか。 

保健福祉課長補佐（健康づくり・高齢者包括担当）  ただいまの高橋委員の御質問

ですが、私ども予防接種法にまず基づいての町民に予防接種については、委員おっし

ゃるように、メリットデメリット含め個別で説明をしております。その中でまず御判

断いただいているんですが、ＲＳウイルスは確かに風邪ですけれども、今手元にある

資料では、実際私どもも乳幼児健診でよく聞くんですが、ＲＳウイルスの感染をもと

に、家で見れなくて入院を要しているという、乳幼児で入院を要する病気としてはと

ても多いものです。国から出ているものも、やはり２４か月未満ですから、２歳未満

のお子さんでは、国の数ですけれども、感染症発症が１２万から１８万いて、そのう

ち３万から５万が入院を要する病気なんです。また、重症化すると、肺の呼吸にきま

すので、赤ちゃんでありながらもっとこう、何ていうんでしょう、正しい医療が必要

だということで聞いておりますので、委員おっしゃるようにもちろんメリットデメリ

ット含めた上で、保護者さんに判断いただいていこうと思っています。以上です。 

高橋委員  僕も割とこれ専門的にやっているので、論文とかもちょっと見たりする

んですけど、入院というのをちょっと減らしてはいるんです、確かに。だけど、早産

というのは、実はそれを上回るだけの人数が早産として出ているので、そういったと

ころの入院というのは結構あったりとかするんですよね。だからこれは７，０００人

規模の調査というところで、いろいろ情報源ってあるので、どこかで１回、目を通し

ていただきたいなというところもあります。例えば、アメリカのＦＤＡとかの添付文

書とか公式添付書ですね、日本のＰＭＤＡの公式添付文書も書いています。それ以外

でも、市販直後調査報告とかいろいろあるんですよね、そういうの結構出ているので、

そういったところちょっと見ていただきたいなというところで、実際として推奨とい

うところだし、やるとかやらないとか、その辺はもう僕は構わないんですけれども、

アメリカとかで警告しているリスクを、日本の妊婦は知らされていないという事実だ

けは記憶にとどめておいてほしいなと思います。妊婦の方々が、知らされないまま接

種したという状況を議会が黙認したという記録だけは残したくないので、今回こんな

質問させていただきました。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 
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それでは、ないようですので質疑を終了いたします。職員の入れ替えがあるので、

暫時休憩します。 

 

（午後 ３時２０分） 

（午後 ３時２３分） 

 

家塚委員長  それでは次に、審査順序の５番目、介護保険特別会計について審査を

行います。それでは説明をお願いします。 

保健福祉課長  初めに歳出の説明をいたします。１５ページをお開きください。 

１款１項１目一般管理費、本年度予算額２５７万円。介護保険事務全般に要する費

用を計上しています。 

次に、２項１目賦課徴収費、本年度予算額８１万２，０００円。保険料の賦課徴収

に要する費用を計上しています。１６ページをごらんください。 

３項１目認定調査等費、本年度予算額６６３万８，０００円。介護支援専門員報酬、

主治医意見書など、認定調査に関する費用を計上しています。 

２目認定審査会共同設置負担金、本年度予算額２９３万８，０００円。栗山町、由

仁町の３町で共同設置している審査会の負担金を計上しています。１７ページをごら

んください。 

４項１目計画策定委員会費、本年度予算額５３万３，０００円。令和８年度は、第

１０期計画策定年度であるため、策定委員会を６回、開催分の費用を計上しています。 

２款１項１目居宅介護サービス給付費、本年度予算額２億円。要介護１から要介護

５までの方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。１８ページをご

らんください。 

 ２目地域密着型介護サービス給付費、本年度予算額１億７，３００万円。グループ

ホームや認知症対応型デイサービス等による給付費を計上しています。 

３目施設介護サービス給付費、本年度予算額４億３，３２０万円。食費、居住費を

除いた特別養護老人ホームなどの施設入所に係る給付費を計上しています。 

４目居宅介護福祉用具購入費、本年度予算額１４０万円。福祉用具購入に係る給付

費を計上しています。 

５目居宅介護住宅改修費、本年度予算額２２０万円。住宅改修に係る給付費を計上

しています。 

６目居宅介護サービス計画給付費、本年度予算額３，２００万円。居宅で介護サー

ビスを利用する際のケアプラン作成料を計上しています。１９ページをごらんくださ

い。 

２項１目介護予防サービス給付費、本年度予算額２，７３０万円。要支援１と要支

援２の方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。 

２目地域密着型介護予防サービス給付費、本年度予算額２０万円。要支援認定者が

利用できるグループホームや認知症対応型通所介護の給付費を計上しています。 

３目介護予防福祉用具購入費、本年度予算額６０万円。要支援認定者の福祉用具の
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購入に係る給付費を計上しています。 

４目介護予防住宅改修費、本年度予算額１８０万円。要支援認定者の住宅改修に係

る給付費を計上しています。 

５目介護予防サービス計画給付費、本年度予算額４００万円。居宅で介護予防サー

ビスを利用する際のケアプラン作成料を計上しています。２０ページをごらんくださ

い。 

 ３項１目審査支払手数料、本年度予算額７４万円。介護サービス並びに介護予防サ

ービス等の審査支払手数料を計上しています。 

４項１目高額介護サービス費、本年度予算額２，３７０万円。 

２目高額介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、サービス利用の

負担限度額を超えた部分について支給する給付費を計上しています。２０ページ下段

から２１ページにかけましてごらんください。 

５項１目高額医療合算介護サービス費、本年度予算額４００万円。 

２目高額医療合算介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、１年間

に支払った介護と医療の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合に支給する給付

費を計上しています。 

６項１目特定入所者介護サービス費、本年度予算額３，０００万円。低所得者の方

の施設利用が困難とならないよう、負担を軽減する給付費を計上しています。 

２目特定入所者介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、食費、居

住費の自己負担に伴う低所得者に係る給付費として計上しています。なお、保険給付

費全体では、昨年度比で１億８０万円の増額となり、主に施設介護サービス給付費の

増加を見込んだ計上となっています。２２ページをごらんください。 

 ３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、本年度予算額８６６万１，００

０円。要支援１・２の予防給付の訪問介護と通所介護や住民主体のサービスなどに係

る経費を計上しています。 

２目介護予防ケアマネジメント事業費、本年度予算額９１万３，０００円。予防給

付における個々の計画作成に係る経費を計上しています。２３ページをごらんくださ

い。 

３目一般介護予防事業費、本年度予算額３４７万５，０００円。主に健康な高齢者

が取り組める介護予防事業に係る経費を計上しています。２３ページ下段から２４ペ

ージをごらんください。 

 ２項１目包括的支援事業費、本年度予算額４５万６，０００円。総合相談や権利擁

護、介護支援専門員の資質向上に要する研修会負担金を計上しています。 

 ２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予算額４万９，０００円。在宅医療と

介護を一体的に提供するため、医療関係者と介護事業者との連携を進めていくもので、

本年度も南空知４町で研修会を予定しています。 

３目生活支援体制整備事業費、本年度予算額８２６万５，０００円。主に生活支援

コーディネーター配置に要する経費で、社会福祉協議会に事業を委託しています。２

４ページ下段から２５ページをごらんください。 
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４目認知症総合支援事業費、本年度予算額３６万円。認知症の方や家族に対し、早

期診断・早期対応に向けた支援を行うとともに、認知症の方を地域で支えるための経

費を計上しています。 

５目地域ケア会議推進事業費、本年度予算額１６万１，０００円。地域包括ケアシ

ステムを推進するため、自立支援型地域ケア会議の充実を図るための研修会開催に係

る経費を計上しています。 

６目任意事業費、本年度予算額１,０１４万１，０００円。シルバーハウジングの生

活援助員や家族介護者への支援、配食サービスなどに係る経費を計上しています。 

２６ページをごらんください。 

 ４款１項１目介護給付費等準備基金積立金、本年度予算額２万６，０００円。基金

及び利子を積み立てるものです。２６ページ下段から２７ページをごらんください。 

５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、本年度予算額１５万円。被保険者が所

得更生を行った場合などに過年度分の保険料の還付が発生するため、実績を考慮し計

上しています。 

 ２目償還金、本年度予算額１，０００円。科目設定でございます。 

６款１項１目予備費、本年度予算額１００万円。前年同額で計上しています。 

続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２９ページをごらんください。 

１特別職です。本年度、その他の特別職２２名で、事業計画策定委員９名と地域包

括ケア推進会議委員１３名の報酬、２８万９，０００円を計上しています。３０ペー

ジをごらんください。 

一般職です。本年度、会計年度任用職員２名に係る報酬など合計で７３４万１，０

００円計上しています。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをお開きください。 

１款１項１目第１号被保険者保険料、本年度予算額１億７，３６７万２，０００円。

１節現年度分で、１億７，３４７万２，０００円。第１号被保険者数２，８０２人、

収納率９９．０％で計上しています。２節滞納繰越分、２０万円。実績を考慮し計上

しています。 

続きまして、２款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億６，３１１万５，

０００円。１節現年度分で、１億６，３１１万４，０００円。施設等給付費の１５％、

居宅給付費の２０％を計上しています。なお、２節の過年度分につきましては、１１

ページの道支出金まで科目設定としていますので、説明は省略させていただきます。 

次に、２項１目調整交付金、本年度予算額５，２０５万９，０００円。施設等給付

費及び居宅給付費の５．５％、地域支援事業費（総合事業分）の５％分を計上してい

ます。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、本年度予算額２５９

万５，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の２０％を計上しています。１

０ページをごらんください。 

３目地域支援事業交付金、包括的支援事業及び任意事業、本年度予算額７４８万２，

０００円。包括的支援事業・任意事業費の３８．５％を計上しています。 
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４目保険者機能強化推進交付金、本年度予算額７２万６，０００円。令和７年度の

取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

５目介護保険保険者努力支援交付金、本年度予算額１８９万６，０００円。介護予

防、健康づくり等に資する取組を重点に行う市町村に対して交付されるものであり、

令和７年度の取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

続きまして、３款１項１目介護給付費交付金、本年度予算額２億５，２３８万円。 

２目地域支援事業交付金、本年度予算額３５０万２，０００円。１目、２目ともに

給付費及び事業費の２７％を交付金として計上しており、財源は第２号被保険者の保

険料でございます。１１ページをごらんください。 

４款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億４，０６７万７，０００円。施

設等給付費の１７．５％、居宅給付費の１２．５％の道負担分を計上しています。 

続きまして、２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、本

年度予算額１６２万２，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％

を計上しています。 

２目地域支援事業交付金、包括的支援事業及び任意事業、本年度予算額３７４万１，

０００円。包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を計上しています。 

 ５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額２万４，０００円。介護給付費等準備

基金積立金の利子を計上しています。１２ページをごらんください。 

 ６款１項１目介護給付費繰入金、本年度予算額１億１，６８４万２，０００円。施

設等給付費並びに居宅給付費の１２．５％の町負担分を計上しています。  

２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業、本年度予算額１６２

万１，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％を計上しています。 

３目地域支援事業繰入金、包括的支援事業及び任意事業、本年度予算額３７４万円。

包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を計上しています。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、本年度予算額９８３万８，０００円。別枠公費に

よる繰入金で、保険料第１段階から第３段階の方に対する軽減分でございます。 

５目その他一般会計繰入金、本年度予算額１，３４９万１，０００円。歳出の１款

で説明しました総務費のうち総務管理費、 徴収費、介護認定審査会費、計画策定委員

会費の事務費を一般会計負担として計上しています。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、本年度予算額３，０８１万６，０００円を

計上しています。１３ページをごらんください。 

７款１項１目繰越金、本年度予算額２００万円。令和７年度繰越金を見込み計上し

ています。 

続きまして、８款１項１目第１号被保険者延滞金、２項１目第三者納付金及び２目

返納金、予算額それぞれ１，０００円につきましては、科目設定でございます。 

３目雑入、本年度予算額４万７，０００円。地域支援事業の利用者負担金などを計

上しています。 

 以上、歳入歳出、本年度予算額９億８，１８８万９，０００円。前年対比で１億３

０６万８，０００円の増額でございます。 



 ５５ 

以上で、議案第１６号 令和８年度南幌町介護保険特別会計予算の説明を終わりま

す。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

それでは次に、審査順序の６番目、国民健康保険特別会計について審査を行います。

あわせて、関連議案１議案がありますので、説明をお願いします。 

住民課長  議案第１４号 令和８年度南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を

いたします。 

初めに、歳出の説明をいたします。予算書１３ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費、本年度予算額５７８万５，０００円。各業務システム保

守をはじめ、国民健康保険全般に係る事務処理経費を計上しています。前年度対比増

額の主な理由は、１２節委託料で、子ども・子育て支援金制度施行に伴う国保業務シ

ステム改修３３０万円を計上しています。 

 ２目連合会負担金、本年度予算額８９万５，０００円。北海道国保連合会への負担

金を計上しています。次ページへまいります。 

２項１目賦課徴収費、本年度予算額２０５万７，０００円。保険税の収納手数料な

どの経費を計上しています。前年度対比増額の主な理由は、１２節委託料で、令和８

年度より帳票出力等業務委託料１６５万４，０００円を計上しています。 

 次に、３項１目運営協議会費、本年度予算額１６万円。国保運営協議会委員９名分

の報酬、費用弁償などの経費を計上しています。 

 次ページ、４項１目医療費適正化対策事業費、本年度予算額７６万４，０００円。

特定健診受診勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリック医薬品の利用

促進に係る経費などを計上しています。 

 次に、５項１目収納率向上対策事業費、本年度予算額３２１万２，０００円。次ペ

ージにかけまして、滞納データ整理などに係る会計年度任用職員・一般事務報酬など

の保険税収納率向上対策に係る経費を計上しています。 

 次に、２款１項１目療養諸費、本年度予算額５億６，３４３万１，０００円。北海

道国保連合会に対する、入院、入院外、歯科、調剤などに関する療養給付費負担金５

億５，６６０万円、補装具制作などに関する療養費負担金５１５万円を、それぞれ実

績に基づき必要額を計上しています。 

 ２目高額療養費、本年度予算額８，８６０万円。被保険者の高額療養費に係る保険

者負担分の経費として高額療養費負担金８，８４０万円、高額介護合算療養費２０万

円をそれぞれ実績に基づき必要額を計上しています。 

 次ページ、３目出産育児諸費、本年度予算額３００万２，０００円。出産育児一時

金として、１件当たり５０万円、出産予定件数６件を見込み計上しています。 

 ４目移送費、本年度予算額１０万円。医師の指示による緊急的な移送に係る費用と

して移送費交付金を計上しています。  

 ５目葬祭諸費、本年度予算額４５万円。葬祭費として、１件当たり３万円、１５件

分を見込み計上しています。 



 ５６ 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金につきましては、北海道において決定された

通知額をそれぞれ計上するものです。 

 １項１目医療給付費分、本年度予算額２億２７６万６，０００円。一般医療給付費

分として計上しています。 

 ２目後期高齢者支援金等分、本年度予算額５，８６２万６，０００円。後期高齢者

支援金等分を計上しています。 

 次ページ、３目介護納付金分、本年度予算額２，４０８万６，０００円。介護納付

金分を計上しています。 

 ４目子ども・子育て支援納付金分、本年度予算額６０５万８，０００円。令和８年

度より、子ども・子育て支援納付金分を計上しています。 

 次に、４款１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額１，５９１万５，０００

円。２０ページにかけまして、各医療保険者に義務付けされている特定健康診査及び

特定保健指導などに係る経費を計上しています。特定健診受診率向上対策として、健

康ポイントなどの費用のほかに、北海道及び国保連合会並びに市町村の共同事業で、

特定健診等データをＡＩ等により分析し、効果的・効率的な受診勧奨を行う、特定健

診受診率向上支援共同事業の経費を計上しています。 

 次に、２項１目保健衛生普及費、本年度予算額３３１万円。被保険者の健康づくり

のため、人間ドック健診事業などへの助成、医療費通知、高齢者インフルエンザ・高

齢者肺炎球菌の予防接種助成に係る経費を計上しています。 

 次ページ、５款１項１目基金積立金、本年度予算額２９万５，０００円。国民健康

保険事業特別会計基金利子積立分を計上しています。 

 ６款１項１目財政安定化基金償還金につきましては、科目設定です。 

 次に、７款１項１目保険税等還付金、本年度予算額７０万円。保険税の過年度還付

金として計上しています。 

 ２目保険給付費等交付金償還金及び３目その他償還金につきましては、科目設定で

す。 

 次ページ、２項１目直診施設勘定繰出金、本年度予算額４１２万５，０００円。直

診施設勘定繰出金では、病院事業会計繰出金として、道保険給付費等交付金のうち、

直診施設整備に対する特別調整交付金分を町立病院へ繰り出すものです。本年度は、

医療機器の購入に係る補助金相当額を計上しています。 

 ８款１項１目予備費、本年度予算１００万円。前年度同額で計上しています。 

以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２３ページをごらんください。 

１特別職です。本年度、その他特別職９名で、国保運営協議会委員の報酬１４万円

を計上しています。次ページにまいります。 

 ２一般職です。本年度、会計年度任用職員２名に係る報酬４３１万６，０００円、

期末手当５１万３，０００円、勤勉手当３７万円、共済費９５万８，０００円と、住

民課及び保健福祉課職員、計６名分の時間外勤務手当６０万７，０００円、合計で６

７６万４，０００円を計上しています。次ページ以降につきましては、その内訳など
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となっておりますので説明は省略させていただきます。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。 

 １款１項１目国民健康保険税、本年度予算額２億２，２６９万３，０００円。１節

から４節にかけましては、現年課税分として、いずれも必要額を見込み収納率９８％

で計上しています。４節では、令和８年度より子ども・子育て支援金分を計上してい

ます。５節から７節につきましては、滞納繰越分として、いずれも実績を考慮して計

上しています。なお、１節医療給付費分現年課税分については、令和８年３月末に予

定されている地方税法等の改正に伴う課税限度額の引き上げを見込み計上していま

す。 

 次に、２款１項１目手数料につきましては、科目設定です。 

 次ページ、３款１項１目災害臨時特例補助金につきましては、科目設定です。 

２目子ども・子育て支援事業費補助金、本年度予算３３０万円。歳出で説明した、

子ども・子育て支援納付金制度の施行に伴うシステム改修に係る国庫補助金を計上し

ています。 

 次に、４款１項１目保険給付費等交付金、本年度予算額６億８，０１７万１，００

０円。１節保険給付費等交付金（普通交付金）、６億５，５５８万３，０００円。本町

の保険給付の実績に基づき北海道から交付され、本町から国保連合会などに対し、保

険給付費として支払うものです。２節、保険給付費等交付金（特別交付金）、２，４５

８万８，０００円。説明欄、保険者努力支援分では、特定健診・保健指導の実施など

の取組の指標に対する交付として３６９万２，０００円。特別調整交付金分（市町村

向け）では、医療費適正化に係る費用などに対する交付として１，２３６万５，００

０円。道繰入金（第２号分）では、レセプト点検や収納率向上対策、特定健診受診率、

個別指導の積極的な取組に対する、いわゆるインセンティブ分として６１３万７，０

００円。特定健康診査等負担金では、特定健診に係る負担分として２３９万４，００

０円をそれぞれ計上しています。 

 次に、２項１目財政安定化基金交付金につきましては、科目設定です。 

 次ページ、５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額２９万５，０００円。国民

健康保険事業特別会計基金積立金の利子分を計上しています。 

 次に、６款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額７，５９８万８，０００円。一

般会計繰入金については、国が定める一般会計が負担すべき繰入基準に基づき計上し

ています。説明欄、国民健康保険基盤安定繰入金、５，６１４万６，０００円の内訳

としましては、保険税軽減分として、応益分の軽減相当額を公費により財政支援する

もので、財源は道４分の３、町４分の１で、３，８６４万円です。また、保険者支援

分として、保険税軽減の対象者数に応じて、公費により財政支援するものです。財源

は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、１，７５０万４，０００円です。いずれ

も、負担金は一般会計の歳入で受け、町負担額と合わせて、本特別会計に繰り入れす

るものです。 

次の、未就学児均等割保険税繰入金は、未就学児均等割保険税５割の軽減措置に対

する公費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、６７万３，００
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０円を計上しています。 

次の、産前産後保険税繰入金は、産前産後被保険者の保険税の軽減措置に対する公

費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、８万９，０００円を計

上しています。 

次の、国民健康保険財政安定化支援事業繰入金は、市町村国保の財政安定化のため、

地方交付税で措置され、一般会計から国保会計へ繰り入れるもので１，６１５万４，

０００円を計上しています。 

次の、国民健康保険事務費繰入金は、国民健康保険事務に係る経費のうち、繰入基

準に基づき２９２万６，０００円を計上しています。 

 次に、２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、本年度予算額１５０万３，

０００円。国民健康保険財政の安定化を図るため財源調整分を計上しています。参考

といたしまして、令和８年度末基金残高は１億６００万７，０００円となる見込みで

す。 

 次ページ、７款１項１目繰越金、本年度予算額１００万円。令和７年度からの繰越

金を見込み計上しています。 

 次に、８款１項１目延滞金から、２項２目過誤払給付費返納金までは、科目設定で

す。 

 ３目雑入、本年度予算額３８万４，０００円。特定健診に係る一部負担金を計上し

ています。   

 以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額９億８，５３４万円。前年度対比で９７０

万円、１．０％増額の予算編成となっています。 

 以上で、議案第１４号 令和８年度南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を終わ

ります。 

続きまして、関連議案であります議案第１１号の説明を行いますので、議案書をご

らん願います。 

 議案第１１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について説

明を申し上げます。 

初めに、改正の概要について申し上げます。 

 子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新たな仕組みである、子ども・

子育て支援金制度が創設され、その財源については、全ての健康保険の保険料（税）

に上乗せする形で負担することとなりました。これに伴い、令和８年度から、国民健

康保険税の課税区分に、既設の医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付費分に

加え、新たに子ども・子育て支援金分を新設するため、所要の改正を行うものです。 

 それでは別途配布しております、議案第１１号資料 新旧対照表をごらんください。

左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

 第２条第１項第１号は、基礎課税額において、子ども・子育て支援法の規定による

納付金の納付に関する規定を追加するものです。 

同項第４号、及び次ページの第５項は、子ども・子育て支援納付金課税額に関する

規定を追加するものです。 
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 次に、第３条は、字句を修正するものです。 

 次に、第６条は、引用条項の追加をするものです。次ページへまいります。 

第１４条の２第１項から第１４条の５までについては、子ども・子育て支援納付金

課税額の所得割額、均等割額、１８歳以上均等割額及び平等割額に関する規定を追加

するものです。 

次に、第２６条第１項から６ページの同項第３号にかけては、低所得者軽減措置に

おける、子ども・子育て支援納付金課税額に係る規定を、７割軽減、５割軽減及び２

割軽減について追加するものです。 

次に、第２項第３号は、子ども・子育て支援納付金課税額における未就学児均等割

の減額に係る規定を追加するものです。 

次に、第３項及び次ページの同項第７号から第９号は、子ども・子育て支援納付金

課税額における１８歳以上被保険者に対する、産前産後保険税免除に係る規定を追加

するものです。 

次に、第４項は、子ども・子育て支援納付金課税額における１８歳未満被保険者に

係る均等割額の減額に係る規定を追加するものです。次ページへまいります。 

第２６条の２は、字句の追加を行うものです。 

次に、附則第４項から１３ページ附則１４項については、課税の特例における子ど

も・子育て支援納付金課税額（所得割額）に係る追加によるものです。 

次に、改正附則、第１項は、施行期日の規定で、この条例は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

第２項は、国民健康保険税条例の経過措置を規定するものでございます。 

 以上で、議案第１１号の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

次に、審査順序の７番目、後期高齢者医療特別会計について審査を行います。それ

では説明をお願いします。 

住民課長  議案第１７号 令和８年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明

をいたします。 

初めに、歳出の説明をいたします。予算書９ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費、本年度予算額１３６万１，０００円。システム保守など

一般事務に係る経費を計上しています。 

 次に、２項１目徴収費、本年度予算額３９万１，０００円。保険料納入通知書の郵

送料や収納手数料などの経費を計上しています。 

 次ページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額１億５，９

６３万９，０００円。ここでは、広域連合の構成員である市町村が納付する負担金を

計上しています。説明欄、事務費負担金は、市町村均等割、７５歳以上の高齢者人口

割、及び市町村人口割により算定されています。 

次の、保険料等負担金につきましては、本町が徴収する保険料と延滞金を広域連合

へ納付するものです。 
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次の、保険基盤安定負担金につきましては、低所得者の保険料軽減分を広域連合に

納付するもので、財源につきましては、北海道が４分の３、本町が４分の１をそれぞ

れ負担し、いずれも一般会計で措置しております。 

 次に、３款１項１目保険料還付金、本年度予算額１２万円。実績を考慮して前年度

同額を計上しています。 

 次に、４款１項１目予備費、本年度予算額１０万円。前年度同額を計上しています。 

続きまして、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料、本年度予算額１億１，２９２万７，０００円。

１節現年度分、１億１，２８９万７，０００円。２節滞納繰越分３万円です。後期高

齢者医療保険料は、広域連合が算定したもので、予定収納率は１００％で計上してい

ます。なお、保険料につきましては、都道府県単位で計算され、２年ごとに見直され

ます。令和８年度、９年度の保険料率は同一となっています。 

 次に、２款１項１目督促手数料につきましては、科目設定です。 

 次に、３款１項１目事務費繰入金、本年度予算額７５４万７，０００円。事務費繰

入金のうち町業務分につきましては、歳出で説明しました、総務費の合算額を計上し

ています。広域連合共通経費分につきましては、歳出の広域連合納付金のうち事務費

負担金と同額を計上しています。 

 ２目保険基盤安定繰入金、本年度予算額４，０９１万６，０００円。歳出の広域連

合納付金のうち、保険基盤安定負担金と同額を計上しています。保険料軽減額を道が

４分の３、町が４分の１の割合で負担するものです。道の４分の３の負担額は、一般

会計の歳入で受け、町負担額と合わせ、本特別会計に繰り入れし、歳出で一括広域連

合に納付するものです。 

 次ページ、４款１項１目繰越金、本年度予算額１，０００円。令和７年度からの繰

越金として科目設定しているものです。 

 次に、５款１項１目延滞金につきましては、科目設定です。 

 次に、２項１目雑入、本年度予算額２１万８，０００円。実績を考慮して計上して

います。 

以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額１億６，１６１万１，０００円。前年度対

比で１，９４１万円、１３．６％増額の予算編成となっております。 

以上で、議案第１７号 令和８年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終

わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

熊木委員  ちょっと１点だけ伺います。広域連合の調査を見るとですね、歯科受診

率がすごく低かったんですよね。それで、南幌町の場合、歯科受診の人数というかパ

ーセントというか、その辺が分かれば教えてほしいのと、あと健診の受診者を増やす

ような取組というところで何かあるか伺いたいと思います。 

国保医療係長  後期高齢者の歯科受診率ですけれども、医療機関への受診率という

ことでよろしいのでしょうか。それは把握していません。 

次に、健康診査の受診率向上の取組ということで、御質問かと思うんですけれども、
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こちらの取組状況につきましては、次年度の予約制度というのを導入しています。集

団健診を受ける方々に対してですけれども、次回の健診予約を促進しております。こ

の取組によって、受診者が健康診査を受けることの重要性を再認識して、継続的な健

康管理を行うための一助になるということを目指して、実施しているところです。受

診率の向上の取組としては、これが主なものになっております。以上です。 

熊木委員  ありがとうございます。後期高齢者が、これから団塊の世代で増えてい

くんですよね。健診を、前回やった人は予約でというふうにするということですけれ

ども、やはり増やす取組というところを何か力を入れていかないと、自動的には増え

ていかないのではないかなと思うんですよね。それから歯科受診のところで、なかな

かその人数とか分からないようですけれども、南幌はまだ歯科医院が何件かあるので、

まだ受診している人が多いのではないかなと思うんですよね。それで、全道のそうい

う調べてみて、すごく低いというところは、その町とかその村に歯科医院そのものが

なくて受診ができない。それで、近隣の何かを利用して、受診に来てもらうとか何か

送迎するとか、そういうような取組をしているというのを聞くと、南幌はそういう意

味では、たくさんあるということでは、いい環境にあるなと思ったんですよね。それ

から、全道の中で、進んでいるところというのは、これは後期高齢者だけには限らな

いんですけれども、１年に１回歯科ドックという制度をつくって、無料で１年に１回、

誰でも歯科健診ができるというもので、やはり老化とともに歯の関係で認知症とか、

かみ合わせとかそういうのでいろいろ言われているので、やはりそれは力を入れて、

増やすようにしたほうがいいのではないかなと思うので、今後のところで、もし何か

考えていることがあれば伺いたいと思います。 

住民課長補佐（戸籍住民・国保医療担当）  ただいまの御意見にお答えするんです

が、広域連合のほうの、あくまで後期特別会計のところなので、特別会計の中では、

特段、独自で市町村が担う事業というのは計上しているところではないんですが、一

般会計のほうにおいて、民生費の後期高齢者医療事業費というところあるんですけれ

ども、その中で、特定健診ですとか後期の方の特定健診ですとか、人間ドック、そう

いったものの予算措置をして事業を実施しておりますので、その中に、今後、新たに

取り上げてやっていくところがもしあればというところで考えていくことは可能か

なとは思っていますし、また近隣の状況等も見据えた中で、今後、そういった取組が

可能かどうかも、考えていきたいなとは思っています。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、以上で質疑を終了いたします。 

本日予定しておりました審査項目が終了いたしました。明日１２日、午後１時まで

延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ４時１４分） 

  



 ６２ 

予算審査特別委員会記録 

（２日目 R8.3.12 13:00 ～15:35） 

 

家塚委員長  それでは、昨日より延会となっておりました予算審査特別委員会をた

だいまから再開いたします。本日の出席人員は１０名であります。直ちに会議を開会

いたします。 

審査順序の８番目、第５款農林水産業費について審査を行います。それでは説明を

お願いします。 

農業委員会事務局長  予算書８９ページ下段から９０ページ中段、５款１項１目農

業委員会費、本年度予算額１，１８３万２，０００円。農業委員会運営経費として６

９８万３，０００円、事務局経費として４８４万９，０００円を計上しております。

増額の主なものは、道営基盤整備事業の換地処分に伴う農地台帳のデータ更新及び農

地台帳システムの更新によるもので、３９７万４，０００円の増となっています。以

上です。 

産業振興課長  予算書９０ページ中段です。予算資料は、１３ページから１４ペー

ジになりますので、あわせてごらんください。 

２目農業振興費、本年度予算額６億４１９万８，０００円。説明欄、農業振興経費

では、総合農政推進協議会開催に係る委員報酬、費用弁償、次ページにかけて、米麦

改良協会負担金をはじめ、農業関係団体等への負担金や補助金など、１６５万９，０

００円を計上しています。 

次に、有害鳥獣対策事業では、次ページ、実施隊員１１名の報酬、個体処理手数料、

捕獲業務委託料、狩猟免許取得支援事業助成金など、４５６万８，０００円を計上し

ています。なお、前年度予算より増額しておりますが、１２節委託料において、昨年

１０月１６日に栗山町自動車学校付近においてヒグマが出没し、夕張川を渡り北長沼

において射殺駆除された状況を受けまして、本町においても対応も想定し、ヒグマ１

頭分の捕獲委託経費並びに目撃情報を受けた際の巡回調査委託経費を追加するほか、

１７節備品購入費では、アライグマなど捕獲した個体を保管するための冷凍ストッカ

ー購入費を計上しています。 

次に、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標の調整や確認を行う南幌町農

業再生協議会への補助金として、３１８万６，０００円を計上しています。 

次に、農業振興補助金交付事業では、ＪＡなんぽろが取り組む重点施策事業に対す

る補助金として、４００万円を計上しています。 

次ページにかけて、農業経営高度化促進事業では、農地及び農業水利施設の整備に

伴う農家の負担軽減措置費用と、工事に伴う休耕によって発生する農家所得の損失補

てんに係る負担金として、３億６，６７６万８，０００円を計上しています。なお、

財源措置として、歳入予算で道補助金で２億６，３０５万円、町債で６，３６０万円、

合計３億２，６６５万円を計上しています。 

次に、農業制度資金利子補給事業では、平成２４年度までに認定農業者等が借り入
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れを行なった農業経営基盤強化資金の利子補給補助金として、８４万１，０００円を

計上しています。 

次に、担い手育成対策事業では、女性農業者サークル、グリン未来塾の研修費用や

４Ｈクラブ活動補助金、新規就農に対する担い手育成対策奨励金などの経費として、

１５０万４，０００円を計上しています。 

次ページにかけて、地産地消活動推進事業では、農産物加工センターの管理経費、

キャベツキムチ町民還元事業などの経費として、２８７万４，０００円を計上してい

ます。 

次に、都市との交流と販路拡大事業では、グリーンツーリズム事業補助金、町内外

に本町の農産物をＰＲする経費として、１８４万８，０００円を計上しています。な

お、前年度予算より増額しておりますが、１８節負担金補助及び交付金において、ア

グリビジネス推進協議会の補助金について、現在、会員による朝市や町内会移動販売

会のほか、町内外イベントへの出品を通じて、消費者と交流しながら町の農産物のＰ

Ｒ活動を進めております。その中で、農猿メンバーにも御協力をいただいている関係

で、農猿は、野祭イベントを実施し、地元農産物を町内外から来場者に広くＰＲして

いることから、アグリビジネス推進協議会への参画とあわせて、野祭イベントを継続

支援する上で、アグリビジネス推進協議会の活動、活性化を図るため補助金を計上し

ています。 

次に、食育活動推進事業では、食育推進計画策定委員会開催に係る委員報酬、費用

弁償をはじめ、本年度策定しました、第３期南幌町食育推進計画に基づき実施する、

小学生によるバケツ稲づくり学習に係る経費のほか、次ページにかけて、子育て支援

米支給業務、地元農産物を利用した消費拡大業務などの経費として、１，２１５万７，

０００円を計上しています。なお、前年度予算より増額しておりますが、１２節委託

料で、子育て支援米支給業務に係る米価の高騰分と支給対象者の増加を見込み計上し

ています。 

次に、多面的機能支払事業では、農業農村が有する多面的機能の維持・発揮を目的

に、分水区ごとに組織されている３つの活動組織への支援交付金と推進事務費として、

１億９，６３６万４，０００円を計上しています。なお、財源措置として、歳入予算

の道補助金で１億４，７２８万円を計上しています。 

次に、環境保全型農業直接支援対策事業では、環境保全に効果の高い営農活動の普

及・推進を目的に取り組む農業者への補助金として、また、推進事務費として、８４

２万９，０００円を計上しています。 

続いて、３目農地費、本年度予算額５，８０９万４，０００円。次ページにかけま

して、土地改良事業経費では、道営経営体育成基盤整備事業、鶴城１期・２期地区、

暁第１地区の換地業務経費のほか、農業農村整備推進本部負担金や水利施設管理強化

事業補助金などの経費として、５，８０９万４，０００円を計上しています。続いて

９９ページ中段にまいります。 

２項１目林業振興費、本年度予算額４３１万２，０００円。林業振興経費では、防

風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布業務経費、町有林の倒木等処理経費
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のほか、地域材活用推進事業として、森林環境譲与税基金を活用し、町内企業が製作

する道産木材を使用した道具箱を小学１年生に贈呈する経費として、４３１万２，０

００円を計上しています。 

以上で、農林水産業費の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  予算書の９１ページ、有害鳥獣対策事業について伺います。町の中のほう

にもアライグマが出て、結構畑を荒らしていくんだという声を聞くんですけれども、

町としてその辺どのように認識して、対策などあればお伺いします。 

あともう１点、出してはいないんですけれど、防風林について聞きたいんですが、

１５線沿いの防風林、結構倒木というか、風なのか根のほうが悪くなって倒れている

んですけれども、これについてもどのように認識して、どういう対応をとっているの

か伺いたいと思います。 

農政係主査  １点目のアライグマの市街地の対応についてですけれども、現在アラ

イグマの駆除につきましては、あくまでも農作物の被害の防止という観点で駆除は行

っておりますが、市街地については、現在、捕獲等は行っていない状況であります。

市街地のいわゆる家庭菜園が荒らされるということも何件か耳にしてはいるんです

けれども、あくまでも今のところは、ネット等とかで自衛をしていただくということ

でお願いをしている状況です。ただ、今後について、アライグマの数が減るというこ

とは恐らくないと思いますので、市街地についても、今後対応も考えていかなければ

ならないかなというところではあります。 

あと２点目の防風林１５号線、恐らく、台風で倒れたところですが、北海道の治山

事業で、倒木の処理とあと補植ですね、今、苗を植えていただいているというところ

で、あまり北海道のほうでも予算が限られているものですから、少しずつですけれど

も、毎年お願いをしてやっていただいている状況でして、ちょっと時間はかかるかと

思いますけれども、少しずつ整理をしていきたいとは思っております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。アライグマは結構中央公園のパークゴルフ場も芝

を荒らしていたりするんですよね。なので中央公園とか、やはり市街地の周りなんか

も、公園とかでも結構荒らされているので、早めの対策をお願いしたいと思います。

再質問はないです。 

あと、防風林のほうで１点ですが、道のほうでの管理になると思うんですけれども、

やはり倒木して、近くにある木に支えられているような状況で、その支えがなければ

多分奥の田んぼとかに倒れていってしまうと思うんですよね。なので、隣の木に寄り

かかっているようなのは倒しておくとか、ちょっともう斜めになって、畑のほうに入

ってしまう、またさらに風が吹けばその風の強さで畑のほうに入っていってしまうよ

うな木は何とか対策していただきたいなと思うんですが、この辺もやはり道のほうに

なるのでしょうか。 

農政係主査  今の御質問の寄りかかっている木についてですけれども、実際のとこ

ろ、まだ全ての木を把握しているわけではないので、１度把握させていただいて、も

し少しずつでも手がかけれるようであれば、予算の範囲内で処理のほうをやっていけ
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ればなと考えておりますので、よろしくお願いします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  担い手育成事業について伺います。新規就農者支援住宅の環境整備とい

うことで、以前行政懇談会か何かでも意見出たと思うんですけれども、今ある住宅は

かなり古いと思うんですよね。それで、例えば、公営住宅で空いているところ、もう

少し環境のいいところを活用できないかと思って質問ですけれども、その辺はどうで

しょうか。 

農政係長  新規就農者支援住宅につきましては、建物自体はとても古くてという状

況になっておりますけれども、平成２８年に内壁とか、あと、ユニットバス、流し台、

フロアも改築をしておりまして、あと屋根の塗装もしておりますので、住む分につい

ては不自由ないかなと思っております。以上です。 

熊木委員  外側から見たのと、中は随分違うということなんですね。今、新規就農

者いろいろ入ってきていると思うんですけれども、その人方に十分なほど住宅という

のは用意されているんでしょうか。今後の見通しも含めて、お願いします。 

農政係長  現在、新規就農者住宅につきましては４戸ありまして、そのうち３戸が

入居されているというような状況になっており、１戸が未入居という状況になってお

ります。そのようなことから現時点においては、不足している状態ではないと思って

おりますし、こちらの住宅につきましては、原則２年間ということになっております

ので、２年過ぎたらまた次の方ということも対応ができますという状況から、不足を

している状況ではないと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  子育て支援米の関係ですが、現在、中学生までということになっている

部分を、高校生まで拡充できないのかというような声がいろいろ聞かれているんです。

その中でまた１つのやり方の中で、０歳児から例えば３歳児、４歳児くらいまでの子

どもが、１０キロやらなくてもいいのではないだろうか、それを５キロにするなりの

形をとりながらやると、そんなさほど大きな支出にならないのかなというな意見もあ

りますので、この辺２段構えのですね、例えば５キロと１０キロ分けた形で支援米を

供給するというような方策というのは含めないのかということで、お尋ねしたいと思

います。 

農政係長  子育て支援米につきましては、食育推進計画及び子育て支援米実施要綱

に基づきまして、子育て支援策の一環として支給をしているもので、以前から制度設

計のときからかと思いますけれども、０歳から中学生までの子どもがいる世帯を対象

として１０キロというところで展開をしているところです。以上です。 

西股委員  今の、それは分かっているんですけれども、制度の設計を変えるという

ことは可能なのかなと思うので、そういうところをやはり検討してもいいのかなと思

うんです。特にやはり高校生くらいになると、食べる量はどんどん増えてくるという

ような形になってくると、やはり家計の負担というのも大きいと思いますので、その

辺もやはり考慮してもらったほうがありがたいのかなと思いますので、そこらの検討

できるかできないかの部分、ひとつお答えお願いします。 
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産業振興課長  この子育て支援米は、平成１９年から前町長からスタートしている

ものです。当時の設計の中身を見ますと、やはり食育、地産地消というのはもう設計

からのスタートで、食育の部分でいきますと国が示すその計画の中で中学生までの事

業設計が示されている関係から、おそらく中学生までの事業設定を投じたのではない

かなと考えられます。なので、そこは現町長の公約の中での事業でございますので、

そこは御意見があったということだけ我々としては認識してですね、その設計の部分

についてはそういうお話あった中で、理事者のお考えも聞きながら、そこの部分は次

のステップかなと考えています。今、おっしゃったとおり幼児は５キロ、高校生にも

少しというような部分でお気持ちも分からないわけではないですけれども、一応そう

いう事業設計、過去にもそういう質問も等々ありましたけれども、そのような中で進

んできましたので、その点についてはまずは御理解いただきながら、そして今の御質

問については、そういう意見があった旨は、我々担当、そして理事者のほうにも伝え

て、今後、その旨をどうするか協議してまいりたいと思います。以上です。 

西股委員  ぜひ検討していってください。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  ただいまの質問とちょっと関連することですけれども、子育て支援米を

導入してからもう相当たつと、前町長の時代からですから１０年以上なるんですけれ

ども、いろいろ住民から話聞いた中で出たこととしましては、子育て支援米は確かに

いいんですけれども、水田農家にとっては、結果的に町内の南幌の米を食べるような

形になるんだから、水田農家にまで支給しなくてもいいから、せめて商品券というよ

うな形での支給という形は変更できないだろうかと、そういう御意見があるんですけ

れども、それについてどうお考えになるか、お伺いしたいと思います。 

それともう１つ、通告はしていなかったんですけれども、９３ページの担い手育成

対策事業で、婚活支援事業負担金というな形で予算計上されています。これも早くか

らやっておられることかと思うんですけれども、やはり農業後継者、うちの町は結構

育ってはいるほうですけれども、なかなかそのパートナーが見つからない人が多くみ

たいなんかして、その婚活事業に対しても期待している、本人はどうか知らないけれ

ども、親にとっては期待している方も多いんですけれども、この事業で今までどれぐ

らいの成婚率があったのか、また、来年度以降どのような形で取り組まれる予定され

ているのか、その辺りについて、あれば教えていただきたいと思います。 

農政係長  子育て支援米の件につきまして、本事業におきましては、家庭における

食育の推進と同時に、地産地消というところを事業の目的としておりまして、本町農

業の特色である稲作を中心とした営農形態というのを踏まえまして、お米ということ

で実施をしているものです。以上です。 

産業振興課長  支援米のお話、今西股委員からもお話もありましたように、まず制

度設計の段階で支援米、今言った食育と地産地消ということで、加えてですね、そう

いう当時の話を見ますと、やはり農家さんの皆さんにも支援米を食べてもらって、自

分たちのお米と比べてもらいながらという観点と、この事業で、農家さんへの直接の

支援にはなってないかもしれませんけれど、このお米を食べてもらうという支援とい
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う目線も含まさった事業になっていますので、それを食育の部分から、今言った商品

券というようなお話になると、経済支援という目線になっていきますので、まずその

趣旨としては、食育、地産地消という点からいきますと、同じ農家さんの目でも、自

分のお米と比較してもらうという目線ですとかそういうのも含まさっての当時設計

もなっていますので、その点はちょっと御理解をいただきたいかなと考えております。 

産業振興課長補佐（農政担当）  婚活の事業につきまして御説明をさせていただき

たいと思います。まず、この成婚率ということでちょっとありましたけれども、現在、

我々取り組んでいるのが、農協さんとも協議しながら、今、さっぽろ連携中枢都市圏

のほうで札幌市が行っている婚活サイトに登録をしていただきまして、あらゆる面か

らサポートを通じながら、その成婚に結びつくというような形の取組に今シフトして

いるところでございます。現在、そちらのほうに登録していただいている方が５名で、

いろいろな形でですね、このサイトを使いながら婚活に取り組んでいただいていると

いうことで、まだ成婚率については上がってないという形ですけれども、我々としま

しては、時代背景ですとか、いろいろな部分を見ながら、このサイトを通じての婚活

という形をちょっと進めていきたいと考えております。以上です。 

石川委員  最初の子育て支援米の関係ですけれども、確かに課長のおっしゃるとお

りです。この事業が始まった時に私もいろいろ協議した経緯がありましたけれども、

やはり、農家が自分のつくる米と、ほかの人がつくる米との差というのもやはり知る

ことも必要だということもありますので、今の言葉につきましては十分、当事者にお

伝えしておきたいと思います。 

それと、婚活支援の関係ですけれども、あくまでサイトを運営する上でのものであ

って、それ以上のアプローチも何もしてないということですね。昔はよく、世話好き

といったら失礼かもしれないけれど、そういう方がいたりだとか、今大分サイトを使

った中でいろいろ出会いするような形のものも普及しているということですけれど

も、それだけではなかなかこう踏み切れない、農業青年はやはりちょっとシャイなの

か、あまりこうそういった面でも踏み込むのが下手なところもある人もいるんですけ

れども、何かそこをもうちょっとアプローチするような、そういった事業があっても

いいのかなと。それは農協とまた相談した中でしていただきたいと思うんですけれど

も、もう少しもう一歩踏み込んだそういうアプローチ事業というのを考えていただき

たいなと思いますけれども、その辺りいかがでしょうか。 

産業振興課長補佐（農政担当）  サイトを使った婚活という中で、今札幌市が取り

組んでいる部分につきましては、一方通行ではなくて、コーディネーターの方がいら

っしゃって、そこをどんな切り口で、異性とこう出会って、どんな形でこうつながっ

ていけるのかですとか、出会いの場を広げていけるのかといったような双方向でのや

り取りをしながら、まずは出会いのきっかけをつくり、そこからいろいろな部分で発

展していくというような流れでやっております。確かにいろいろな部分で、イベント

を企画してやるというのも１つの手なのかもしれないんですけれども、先ほどもちょ

っとお話をさせていただいたとおり、なかなかイベントを１回やってちょっと成婚に

結びつくのかですとか、そういった場面が、先ほどシャイというお話があったと思う
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んですけれども、そういった方々がいるというのもあるので、なかなか即効性はない

のかもしれないんですけれども、そういったものを通じながら、徐々にそういった出

会いの場を広げていくような形の展開をしていきたいと思います。ただ、そういった

イベントの部分につきましても、まるっきりやらないというわけではなくて、先ほど

もお話ししたとおり、当然農協とも十分協議しながら、この件については、進めてま

いりたいと思っておりますので、以上で説明を終わらせていただきます。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

高橋委員  今の関連してですけれども、通告していないのでちょっと申し訳ないで

す。食育活動推進事業で、さっきの子育て支援米の話で、米農家さんに、自分たちの

作っている米と支援米の差というか、そういうのを感じていただきたいというところ

もあると思うんですけれど、一応僕も食育インストラクターとして多少活動している

んですけれど、食育って、そのゆきひかりが美味しいとか、コシヒカリがこっちのほ

うがどうのこうのとかって、こっちがもっちりしているとか、もっちりしてないとか、

パサパサしているとかというそういうことが食育ではないんですよね。じゃあ何で食

育として僕らも伝えるかというと、農薬がついている米なのか、ついてない米なのか

というところも結構重要な観点なんです。だから例えば、この子育て支援米を、無農

薬の米を支援するというふうになれば、例えば、普通の慣行栽培の方々がそれを食べ

たときにどっちがおいしいということとかも、実感できるのかなと、ちょっと思った

ので、その辺はどうでしょう。 

産業振興課長  現在、米の品種は南幌産のゆめぴりかです。昨年それをきたくりん

から、ゆめぴりかに変更させていただきました。そのきたくりんが、減農薬のお米で、

それを当初のスタートで進めてきました。しかし、そのきたくりんの作付面積も農家

さんから、だんだん減ってきている状態も踏まえ、全員支給対象者に届くこともなく

なる可能性もあるわけで、現状主流となっている地元産のゆめぴりかに変更した経緯

になってございます。なので、委員の言う減農薬、安全安心な農産物、南幌産米をと

いうので今提供してございますので、その点についてはこれまで進めてきたことにつ

いては御理解いただきたいと思いますし、そういう今状況変更した経緯も、お伝えし

ましたので、それも御理解いただいた中で、南幌町は基幹産業お米の町としまして、

それを前町長からの施策の中で進めているということだけ御理解いただければと思

います。以上です。 

高橋委員  この間も全員協議会か何かでちょっとこの話したと思うんですけれど、

その安心安全という言葉、これって、何に対して安心安全なのかという話ですよね。

無農薬の米に対して、どのぐらい安心安全とか、例えば、日本の農薬の基準値からし

て、それよりも農薬の使用料が低いから、それよりは安心安全だということなのか、

その辺って、結構その安心安全ってこう投げかけてしまうと、若干何かこう勘違いと

かも生まれるのかなというところがあるので、この安心安全って、ちょっとセンシテ

ィブな言葉なのかなと思ったりしているところがあるんですけれど、その辺って今後

どうなんでしょう、やはり安心安全という言葉は常に使っていきたい感じでしょうか

ね。 
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産業振興課長  我々は農協さんともお話ししながら、その言葉も聞きますし、農協

のほうでも農薬基準を下回って審査をしていただいた上で出荷もされているかと思

います。なので今、委員の言う、通常の農薬基準から低減された中の、お米というよ

うな中で、農協のほうも出荷されているかと思います。我々はお話を伺いながら、そ

の言葉を使わせていただいておりますので、もしその言葉に、委員が言うちょっとど

れを基準にしてとかということがあれば、それは農協ともちょっとお話をしながら、

お話の仕方を変えていかないとならないかと思いますけれど、我々としては出荷され

る以上、安心なお米という部分の中で使わせていただいておりますので、その点ちょ

っと御理解をいただきたいなと感じております。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

加藤委員  通告してなかったんですけれども、１点だけ伺いたいと思います。先ほ

ど有害鳥獣対策の部分で、熊の捕獲委託の説明があったと思うんですけれども、それ

はどちらに委託をして、捕獲方法だとか、もし分かる範囲で結構ですので、教えてい

ただければなと思います。 

農政係主査  熊の駆除に関してですけれども、基本的に委託料は、実際駆除される

猟友会の方への委託料になります。それで捕獲の方法ですけれども、まだ正直なとこ

ろ、そこはまだ検討中でして、罠による捕獲なのか、銃による射殺なのか、そこは今

後、猟友会の方たちと御相談させていただいて、詰めていければと考えております。

以上です。 

加藤委員  ありがとうございます。熊という危険なものに対して、そういう対策を

していくというのは、安心安全のために必要なものだと思うので、実際、熊が出没し

たとなると、その現場判断とかもあるかと思うので、ここで詳しくこうですというの

は難しいのかもしれないですけれども、猟友会さんの危険度もないような形で、町民

の生活を守っていただきたいなと思います。答弁は結構です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

次に、審査順序の９番目、第６款商工費について審査を行います。それでは説明を

お願いします。 

産業振興課長  予算書は１００ページです。予算資料は、１４ページから１６ペー

ジになりますので、あわせてごらんください。 

６款１項１目商工振興費、本年度予算額１億１，８７３万円。説明欄、商工会運営

助成事業では、商工会が実施する経営改善普及事業と地域振興事業に対する補助金と

して、７９３万７，０００円を計上しています。 

次に、中小企業資金利子補給事業では、中小企業者への負担軽減対策として、北海

道中小企業総合振興資金融資に対する、中小企業総合振興資金利子補給補助金として、

２３８万９，０００円を計上しています。 

次ページにかけて、ふるさと応援寄附事業では、ふるさと応援寄附に係る事務経費、

中間業者との業務委託料など、９，９９９万８，０００円を計上しています。なお、

歳入予算のふるさと応援寄附金は、令和７年度の寄附見込みを踏まえ、目標として令



 ７０ 

和８年度も２億円を計上しています。 

次に、商工振興経費では、南空知４町広域連携事業で行う消費生活相談窓口業務負

担金のほか、空き店舗活用支援事業補助金、並びに昨年８月より支援を開始しており

ます、ハイヤー夜間延長運行支援事業の補助金として、８４０万６，０００円を計上

しています。 

続いて、２目観光振興費、本年度予算額２，８７１万円。説明欄、観光協会運営助

成事業では、町長杯争奪パークゴルフ大会経費、観光協会特販所の常駐職員配置経費

など、観光協会の運営に対する補助金として、５２４万３，０００円を計上していま

す。 

次に、南幌温泉経費では、南幌温泉指定管理料、町民無料入浴券配布事業負担金と

して、１，３５９万２，０００円を計上しています。前年度予算より増額しておりま

すが、１２節委託料、排水配管等漏洩調査は、昨年９月に温泉裏男性露天風呂付近に

土の流出による陥没が発見されたため、その原因を調査するもので、同じく１２節、

井戸調査については、指定管理者が毎年実施する源泉ポンプの点検作業のタイミング

において、源泉配管にカメラを入れて配管の現状を確認するものです。なお、リニュ

ーアルオープンして１年２か月が経過しました。本年２月末までの入館者数は２６万

人を超えました。昨年４月からの年度単位での利用者見込みでは、令和元年度以来の

２０万人を超える利用者数となっています。 

 次に、イベント経費では、次ページにかけて、令和５年度より開催しています、な

んぽろ盆踊りの経費として、１２４万８，０００円を計上しています。本年も開催時

期は８月中旬、開催場所は中央公園を予定しています。 

次に、地域おこし協力隊設置事業では、令和７年度に採用しました、町の魅力発信

や特産品ＰＲなど、観光情報発信や観光資源の利活用に取り組む地域おこし協力隊員

の配置に要する経費として、６５０万円を計上しています。なお、令和８年度は、２

年目の活動となります。会計年度任用職員の形態から委託契約による設置形態に変更

しております。 

次ページにかけまして、観光振興経費では、町内４施設に設置していますデジタル

サイネージの運用経費のほか、北海道そらちグルメフォンドイベント負担金、さっぽ

ろ連携中枢都市圏観光協議会負担金など、２１２万７，０００円を計上しています。 

続いて、３目ふるさと物産館管理費、本年度予算額１，７６９万２，０００円。次

ページにかけまして、ふるさと物産館管理経費では、施設の管理運営、並びに維持管

理に係る経費として、１，７６９万２，０００円を計上しています。 

以上で、商工費の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  予算書の１０１ページ、空き店舗活用支援事業ですが、３２０万円ほど予

算計上されていますが、空き店舗があまりないように感じているんですけれども、何

店舗ぐらい残っているのか、お願いします。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  この事業に関しましては、あくまで持ち主さ

んが登録した件数が補助対象となりまして、現状２件ということになってございます。
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以上です。 

星委員  なかなか町内飲食店、個人事業主さんでラーメン屋さんやったり、いろい

ろ店舗はすごく増えているんですけれども、やはり、お店行くと何か不定休でいつ開

いているか、行ったらお休みだったんだとか、夜はやっているところが少ないんだと

か、いろいろ要望が町民の皆さんからあるんですけれども、その空き店舗支援事業を

行う際に、要綱、その辺の考えを原課としてどのように捉えて空き店舗に結びつけて

いく、そういう課題があると思うんですけれども、要綱の見直しとか何かそういうも

のを考えてはいたりするのかなと思ったんですが、改善点とか、昨年度と何か変わっ

ているところはあるかなと思ったんですけれど、飲食店をなるべく誘致でないですけ

れど、入ってもらおうとかそういう対策、改善点などあれば教えてください。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  特に変更点はございません。たまたま飲食店

が増えているという表現が正しいかと思いますが、もともと店舗によっては、この補

助対象にならない業種さんで埋まっているところもございますし、対象になって、昨

年では新規で７件というような形にはなってございますけれども、あくまでこの対象

としましては飲食店に限定してございませんので、そこの分につきましては、飲食店

だけを単独で誘致しているというような形でもございませんので、引き続き、商工会

と協力しながらの周知をしながら、募集していければなということで思ってございま

す。以上です。 

星委員  分かりました。そうですね、店舗増えて活性化になっているのはすごい町

としてもうれしいなと思っているんですが、やはり皆さん食べるところすごく楽しみ

にしていたりですね、行ってお休みだったらちょっと寂しいなという考えもあるので、

なるべく需要と、そういうお店とが合うように、商工会と連携しながらやってほしい

なと思っています。 

最後に１点確認ですけれど、３２０万ほど計上されていました空き店舗が２件、最

大５０万円が１店舗ということは、１００万円が空き店舗の事業費になるのかなと思

うんですけれど、新規だと１店舗、工事に関わる費用は５０万円が限度で２店舗ある

ということは１００万円が、一応予定ではということになって、あと残り２００万円

が、空き店舗の助成ですかね、賃貸料の助成という、そっちのほうで配分していると

いう考えでいいですか。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  新年度分につきましては、２店舗分のおっし

ゃられましたとおり創業支援５０万円の２件分で、店舗の賃借料分が月４万円上限に

なりますので、その１２か月分の２店舗で組んでございます。残りの分につきまして

は、おっしゃるとおり７年度途中で開業した方の分の残りの分の賃借料というような

形の計上になっています。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

加藤委員  空き店舗の関連で聞きたいんですけれども、先ほど星委員の質問で大体

理解はしているんですけれども、空き店舗が２件しかない中で、それで、空き店舗で

はなくて違うところというんですかね、中央通りだけではなくて町内いろいろな場所

で開業されている事業者さんがたくさんいるのは恐らく把握されているかと思うん
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ですけれども、そういうところにもどうにか支援の手が回してあげられないかなとい

うところがあるんですけれども、その辺の考えをお聞かせください。 

あと、町民還元の特産品の部分ですね。役場で販売した時に大変混雑状況が目立っ

て町民の方からその販売の方法をちょっと考えてくれないかという、なかなか寒い思

いをして長時間並んでいたということだったので、その辺もし何か反省点というか、

改善点があれば、お聞かせ願いたいと思います。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  まず、１点目の商店街、中央通り以外でもと

いうお話でございました。令和９年から第７期の総合計画のほう、今それに向けての

検討いろいろしてございますので、空き店舗も登録が少なくなってまいりましたので、

そちらのほうで何か盛り込めないかなということで今、担当レベルでは考えていると

ころでございますので、まだ、何をしますよという部分までは申し訳ないですが、ま

だ現状では答えられないということで御理解いただければなと思ってございます。 

町民関係の部分でございますが、昨年、物価高騰の分で急遽実施をしたという部分

にはなっているんですけれども、なので、今後ちょっと国からの部分で今後やるかど

うかという部分はございます。その反省部分につきましては、うちのほうも当然あれ

だけ並びまして、大変苦労をしたという部分ありまして、正直、実は急遽やることに

なりまして、改善センター等、大きいところがイベントで全て埋まっていたというこ

とで、苦肉の策で役場のほうでやらしていただいたという部分ございますので、でき

ればうちも広い会場でやりたいということでは考えてございますので、よろしくお願

いします。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  昨年の８月ぐらいでしたか、始まったハイヤーの夜間延長運行の事業で

すけれども、あれから半年以上たったかと思うんですけれども、実際のところどれだ

けの利用があったのか、その辺り押さえているならば教えていただきたいと思います。

なかなか私の周りでも、郊外に住んでいる者にとっては、代行だけではなくてハイヤ

ーがあるというのはありがたいことだから利用してもいいんでしょうけれども、あま

り利用しているような話を聞かないんですけれども、そういったことに対して周知と

いうのは、お店屋さんだけなのか、何か別な形でされているのかということを聞きた

いと思います。 

あと、営業時間が１０時までと、本当１０時に乗らなかったら、１０時半にだと全

然駄目だというな形でやられるんですけれども、若干１時間とか、２時間まではどう

か分かりませんけれども、時間の延長というな形にすれば幾らか利用も増えるのかな

というとらえ方もあるんですけれども、その辺りどのように捉えているのか、お伺い

したいと思います。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  御質問にございました、ハイヤー夜間延長の

運行事業の状況でございますけれども、８月から始まりまして２月末までの実績とい

うことにはなりますが、運行が木曜日から土曜日までとなってございますが、その運

行の対象日数が８９日ございました。その中で利用のあった日数につきましては、５

６日、運行回数につきましては７７回、利用人数が１５７名ということになってござ



 ７３ 

います。 

事業の周知でございますけれども、８月１日からの実施にあたりまして、まず７月

２５日、各新聞社の朝刊にチラシの折り込みを行ってございます。また、商工会を通

じまして夜間営業している店舗のほうにも、ポスターの掲示やお客様への周知という

ような形で依頼を行ってございます。また、実施された後につきましては、広報１２

月号、１月号、こちらの２回におきまして周知を行ってございます。 

次、営業時間の延長についてという部分でございますが、こちらにつきましては、

実施事業者等の協議におきまして、延長は難しいという結果となっているということ

から、営業時間の延長につきましては、現在は考えていないという状況でございます。

以上です。 

石川委員  大体回答は予想ついていましたけれども、８９日間あった中で利用が７

７回ということで、一晩に１人１回ぐらいしかないようなパターン、それよりも少な

いという感じありますよね。ですから費用対効果としてはちょっと低く感じはするん

ですけれども、もっと利用を高めるような方策を考えてほしいと思いますし、私も結

構乗ったほうではあるんですけれども、利用者としても、もう少し乗りやすいような、

そういう体制ができればなという感じがします。実際のところ、代行も結構混んでい

て、すごく待たされて、夜中１２時過ぎまで待つというようなこともあるということ

で、そこがハイヤーでカバーするとなると結構厳しいところあると思うんですけれど

も、そこをうまく循環できれば利用者も増えて、お店も幾らか相乗効果が出るのかな

という感じはするんですけれども、何か考えがありますでしょうか。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  おっしゃられました時間等の拡大、それによ

り人数が増えるのではないかというような御意見でございましたが、やはり町としま

しても、実施していただける事業者ありきということで、事業者がそれでやらないよ

と言えば、根本から延長すらできないような事業になりますので、そちらにつきまし

て事業者と、もう一度協議をしながらということで進めていければなということで思

ってございますので、御理解をいただければと思います。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  予算書１００ページのふるさと応援寄附金事業ですけれども、担当が違

ったらすみません。ふるさと応援寄附金については、町の貴重な財源だと思うんです

けれども、今の南幌町の地場産品ということで、新たな品目が出てきているのか、そ

れから提供ができなくなった品目というものがあるのか、その辺をちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

商工観光係長  令和７年度に国のほうに登録しました返礼品につきましては、例を

挙げますと、お米のえみまる、ミニトマト、ゆめぴりかの米粉、干し芋、リトルフォ

ートコーヒーのドリップパック、南幌ジンギスカンの本店のみで販売しておりますラ

ム肉などを登録しておりまして、現在こちらの商品につきましては、商品撮りなどを

行って、ポータルサイトでのページ作成などを行っている最中です。令和８年度にポ

ータルサイトに掲載予定となっております。今後も新たな返礼品を増やすために、提

供事業者様を増やしたり、あと中間事業者と検討を行っていきたいと思っております。



 ７４ 

また、提供できなくなった返礼品につきましては、例えばですけれども、ちょっと事

業者名を挙げると申し訳ないんですけれども、南幌麺匠さんのラーメンの一部が今月

末で販売が休止するという連絡がつい最近来たばかりでございます。そちらに関する

返礼品の面につきましては、返礼品の組み合せを変えたりというような、見直しを行

う必要が発生しております。また、昨年は、ことぶきやさんが提供していただいてお

りました毛ガニにつきましては、漁獲量の減少によって、返礼品として提供ができて

おりません。こういった商品の廃止とか休止、また農産物やこういった魚介類につき

ましては、収穫量が少なくなって提供ができないということはこれからも想定されま

す。以上です。 

細川委員  再質問いたします。今ちょっとお話していただいた品目等は分かったん

ですけれども、これは８年度といったら、いつ頃、この国の登録というか、まだ先な

んでしょうか。その辺ちょっと教えていただきたいです。 

商工観光係長  今挙げました品目につきましては、令和７年度の国への申請を完了

しておりまして、これから実際に寄附者様への返礼品として提供していく予定となっ

ております。地場産品につきましては、すぐに提供できる体制になったからといって、

返礼品としてポータルサイトであげることはできなくて、まず国の申請を行って、地

場産品としての了承を得てからの提供になってしまいますので、若干時間がかかって

しまいます。毎年７月中に申請を行って、１０月以降の提供可能というような流れに

なっておりますので、地場産基準につきましても、いろいろと国の制度改正で年々厳

しくなっているところではありますけれども、今後も、ふるさと応援寄附金の拡大の

ために、関係各所と連携して協力していきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

細川委員  一応、まだ令和８年度については７月中に申請して、１０月以降という

ことで、先の話だと思うんですけれども、なるべく多い品目にしていただいて、収入

につなげていただきたいと思います。以上で終わります。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

湯本委員  小規模事業者の振興に関する条例の制定についてお尋ねします。これ町

長のほうも、少し前向き検討と書いてあったかと思うんですが、北海道内でも６９市

町村に増えてきて、空知で言えば昨年は奈井江町もつくって条例化されています。先

ほどの話の中にもあったように、商店が増えているんですけれども、結局その住んで

いる人の利用しやすい機能を持っているかといえば、若干、必要になってきますし、

はれっぱ等にもあれだけ多くの人が来ている中で、商店街の機能をどのように持って

いくのかということも含めて、直接的ではないにしろ、町が一定程度ビジョンを示す

という方向でも重要なことだと思いますので、今、状況としてどのようになっている

か、お答えいただきたいと思います。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  小規模事業者の振興に関する条例の現状の進

行度合いでございますけれども、現状としましては、令和９年度からの第７期総合計

画の中で、条例の制定について盛り込むことで進めてございます。担当としましては、

先ほど加藤委員からの質問もありました、市街地以外の助成とかもありますので、担
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当としましては条例制定に合わせまして、何かしらの新しい事業も盛り込めないかと

いうことで担当としては今考えているというような形になっております。以上です。 

湯本委員  分かりました。具体的な中身についても検討が進んでいるというように

押さえて、良い条例が南幌独自にできるように、よろしくお願いいたします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  それでは、私から３点くらいお聞きしていきたいなと思います。まず１

点目が空き店舗活用事業の関係ですが、オープンしてから、その状況どのようになっ

ているかという状況の把握とフォロー体制、こういうことをどのようなことをやって

いるかということを教えていただきたいなということです。 

それと２点目は温泉の関係ですが、温泉の無料入浴券で、サウナ棟の利用が昨年ま

ではできなかったんですが、今年度からできるようになるといううわさがあるんです

が、２５０円足して、それで入れるようにするという話を聞いたんですが、以前、こ

の関係について確認しているところ、温泉側の考え方としては、サウナというのは非

常にプレミアム感があると、ですから、この無料券に２５０円を出しても駄目だとい

うような回答が来ていたんですが、その辺の考え方も温泉のほうで変わったのかどう

かもあわせて教えていただきたいなと。 

それと、温泉の指定管理の関係が、今年いろいろ出てくるかなと思うんですが、そ

の中の条件の中で朝風呂を復活させるというものが出ていたんですが、朝風呂の関係

は前に廃止したときですね、やはり清掃が行き届かないから、これはできないんだと

いうような形で多分回答されていたと思うんですが、これについて、条件の中に盛り

込むのはいいんですけれども、それが果たしてきちんとした形の体制をとった中で、

やってくれるかどうかの確認はやはりしていかないとならないと思うので、その辺の

考え方というか、そこら辺を少しお話ししていただければなと思います。以上３点で

す。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  まず１点目の空き店舗のオープンした後の状

況把握とフォローの関係になろうかなと思ってございます。まず、これを申請するに

あたりましては、事前に商工会のほうで経営相談と総合計画の支援を受けてからとい

うような前提条件がございますので、そういうような状況もあわせましてオープン後

の運営に関するフォローにつきましても、商工会のほうにお願いをしてございます。

町としましては、四半期ごとにきます補助金の請求や、報告等の手続きに関する書類

作成等のフォローというような形で行ってございます。運営状況の確認方法ですが、

四半期ごとにきます店舗賃借料の請求の際に、実施状況報告ということで収支状況も

つけていただいてございますので、対象期間中の収支の状況につきましては、確認が

できているというような形で進めてございます。 

次、２点目の無料入浴券でのサウナ利用という部分でございます。こちらのそうい

ううわさを聞いているということでございますが、そのうわさの通りですね、４月１

日から交付します令和８年度の無料入浴券のほうで、窓口で２５０円支払えば、ホテ

ル棟のサウナ施設が利用できますよということになりました。そちらの周知のほうに

つきましては、４月号の広報で周知をさせていただく、今そういう方向で進めてござ
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います。先ほど言いました温泉のほうの取り扱いにつきましては、いろいろ昨年の質

問もございまして、後に町民からも実際言われてございます。その辺につきましては

温泉もできるという判断になったということで御理解をいただければと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

次３点目、朝風呂の復活の件でございます。こちらとしましては、おっしゃられた

とおり令和９年度からの新しい指定管理者の選定にあたりまして、募集要項と仕様書

のほうで朝風呂を設けるということにしてございます。こちらにつきましては、町外

になりますが、他の施設におきましても日帰りの朝風呂、また早い時間から日帰り入

浴を実施しているところも多くございます。そういうこともございまして、清掃方法

など指定管理者が十分工夫を行うことで実施が可能ということで判断しまして、そち

らの要項のほうでしてございます。ただ、こちらも先週末、指定管理者から連絡がま

いりまして、きららパーク場のオープンも見据えまして、４月１日から再開するとい

う連絡が来てございます。ただ、時間につきましては、以前早い時間でやっていたん

ですが、宿泊客のほうから、前日の夜の日帰りの客も多い中でゆっくり入れないとい

うような声も多々あるということで、宿泊客の朝晩の入浴に配慮しまして、６時半か

ら８時半というような形で朝風呂を復活させたいということで、連絡が来てございま

す。こちらもあわせまして、先ほどと同じく４月号の広報のほうで周知をさせていた

だきたいということで思ってございます。以上です。 

西股委員  再質問させていただくんですが、空き店舗活用の関係で、以前やはりこ

ういう資金使っていって、ある程度の期間でやめられているところがあったのかなと

いうのがちょっと見えたりしているんですが、そういう店舗があった場合に、例えば、

投資したりしている中では、どうなんだろうかなというのがあるので、どのくらいま

での間、運営していればいいんだろうかという部分、その辺の考え方を教えていただ

きたいんです。 

それと温泉の関係、サウナ利用できるというのは、非常にありがたいなと思ってお

ります。それと、朝風呂についても、４月からやるということなので、それはいいこ

とかなと思っておりますので、どんどん宣伝してっていただければと思います。最初

の１点だけ。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  再質問ありました、空き店舗の創業どれぐら

いかという部分でございますが、要綱上は１年最低続けなさいということになってご

ざいます。ただ、担当としましては当然１年というわけではなく、ずっと続けていた

だきたいという部分がございますので、特に何年ということではなく、やれる限りや

っていただきたいというのが、担当として思っているところでございます。以上です。 

西股委員  １年という中ですが、あまりにもちょっと短い中で、投資しているお金

というのは、うん１０万とあるわけですから、１年でそれを全部なしにできるような

感じにするというのもちょっとあれかなと思うので、もう少し長く、継続的にやれる

ような形をやはり組んでいってほしいなと思うんですが、そのためにやはりフォロー

だとかそういうところを、いかにやっていくかということになろうかと思うので、最

低でもやはり２年間、継続できるような方法というのを商工会のほうと検討していっ
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ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  そのようなフォローにつきましては、商工会

で実際巡回や受付を行って、１年、２年で終わるものではございませんので、引き続

き経営に関しましては、こちら私たちノウハウがないものですから、その辺につきま

しては商工会のほうにお願いをしながら進めていきたいと思ってございます。以上で

す。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  南幌温泉のことについて伺います。町民の方から、南幌温泉の改修に伴

って、浴槽内に手すりが片方しか付いてなくて、高齢者にはとても優しくないという

ような声がありました。それで私も行って入ってきました。そしたら、片方しかない

んですけれども、どうもその工事のときに外したというような跡もないので、もとも

と片方しかなかったのかなと、打たせ湯のところは前は両方あったので、それと勘違

いしているかなと思いながらも、でもやはり温泉の中は滑るので、できればジャグジ

ーに入るところなんかは、１段、２段上がって入りますよね。そしたら片方だと、や

はり不自由かなと思うんですよね。ですから、そういう声があったので、もし片方を

つけることができるのかどうか、その辺の検討をお願いしたいなと思うのが１点と、

もう１つ、宴会場の壁のクロスの修理というのは、もう既に終わっているのかどうか、

その２点お願いします。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  まず１点目の手すりの部分でございます。今

回の大規模改修の前後で減らしたということは、こちらも自信がなかったので指定管

理者と確認しましたが、減ってはございませんということで、そちらのまず御回答と、

新たな設置のほうにつきましては、やはり安全性もございますので、指定管理者のほ

うと協議をさせていただきまして進めさせていただきたいと、検討させていただけれ

ばと思ってございます。 

２点目の宴会場の壁の修理のほうでございますが、現状まだ終わってございません。

これにつきましては、現指定管理者のほうに引き続き行っていただくように、お話を

していきたいということで思ってございます。以上です。 

熊木委員  手すりの件については、やはりせっかく温泉に来る人が安心して入るよ

うにということはもう大事なので、ぜひお願いしたいと思います。 

それから今、聞き間違いでないですよね。クロスのほうは終わってないという御答

弁でしたか。それ、改修のあった後からも何度か全員協議会の中でも意見も出ていま

すし、それがなぜこんなにかかるのかというので、お客さんが入っているから修理が

できないのか、いろいろあるのかもしれないんですけれども、あまりにも何か遅いの

ではないかなと思うんですけれども、その辺は担当課も話し合ってのことだと思うん

ですが、速やかにやってもらうようにお願いしたいと思うんですけれども、どうなん

でしょう。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  壁の件でございます。ほかの部分、指摘して

いた、もともとの日帰り棟のほうの上にある部分の壁とか、ほかの部分につきまして

は全て修繕をしていただいてございます。宴会場のほうがなぜできてないかという部
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分につきましては、指定管理者のほうで部屋の洋室化等を行った部分で、宴会場の一

部を食事の場所にしたいという考えがございまして、それを今どのようにするかとい

うことで、そちらの壁の修繕等につきましてはその考えがまとまり次第、どのように

やっていくかという部分も含めて、今回の修繕のみできていないということになって

ございますので、こちらとしては当然宴会場、広いところがございませんので、その

まま使ってほしいという部分もございまして、協議はしているところでございます。

ただ、そういう諸事情がございまして、宴会場の壁だけ進んでいないという状況にな

ってございますので、御理解いただければと思います。以上です。 

熊木委員  いや、担当課もお話あって御苦労されていろいろ話し合っていると思う

んですけれども、お客さんは町内だけでなくて、町外からも来られたお客さんがあそ

こで食事をして、何か、普通に考えて、今、食事棟に何かそういう話があるのでとい

うんですけれども、まず、あまりにも剥がれているところをちょっと、何か簡易的に

補修するということぐらいは、事業者としては当然のことだと思うんですよね。その

辺はやはり今こういう中でも意見出ていますのでということで、ぜひ話し合ってやっ

てほしいと、やらせてほしいと思います。要望します。 

西股委員  今の関連ですが、食堂を洋室化したいという話だったんですね。それっ

て、今これから協議だというんだけれども、認められるような形にならないですよね。

改装したときに、そういう話が出ているんだったらそうなんだけれども、改装終わっ

た後からそういう話が出ること自体ちょっとおかしいのかなと思うので、これはあち

らのほうに強く申し入れしてほしいなと思います。 

産業振興課長  まず、担当補佐からのお話もありましたとおり、壁紙は貼ってもら

う約束で進めてきました。それで、もともとあった日帰り棟のレストランの上だとか

も全部壁は張り替え終わって、宴会場もやってもらう予定だったんですけれど、先ほ

ど言ったとおり、洋室にしたことによって宴会場をちょっと検討したいんだというお

話があって、それは、今西股委員の言っているように我々もそこは宴会場の改修は一

応認めない形で意見は言っていますので、それがあったことで今、壁紙の張りは少し

遅れている状況、詳しく言うとそういう状況です。なので、まずは、今終わってない

壁紙を早急に対応してくださいという旨は伝えてあります。なおかつ今、熊木委員か

らも言われたので、私たちからも強くお伝えしたいと思います。西股委員の言うとお

り宴会場の改修は我々としてもそれは認めない形で進めていますので、そのような形

で取り進めていきます。よろしくお願いします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  すみません、先ほど聞けばよかったんですけれども、先ほどふるさと応

援寄附金の事業のほうで、ラーメンが製造中止になるかもしれないというようなお話

を聞いたんですけれども、前に、関係としては１０１ページの観光協会の運営事業の

ほうに関係するんですけれども、以前に私がうどんとそばをやめたのはなぜですかと

いう質問したときに、特産品に指定されてないので、メニューから外しましたという

話だったんですけれども、もしラーメンが製造中止になったら、特産品から抜かれて、

ラーメンもつくらないということになってしまうのかどうか。その辺のちょっと見解
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をお聞きします。 

商工観光係長  すみません、先ほど私の説明でちょっと言葉が足りなかったんです

けれども、製造休止になるのは、何種類かあるラーメンのうちの１つだけです。なの

で、南幌麵匠さんでラーメンの製造をしないというわけではなくて、いろいろある中

の１つだけで、それが特販所の売店のほうでも販売しているようなものでもあります

けれども、ふるさと納税の返礼品でもあるんですけれども、それがちょっとなくなっ

てしまうということで、軽食コーナーでラーメンの提供ができなくなるということで

はございません。以上です。 

細川委員  要するに、製造は全部中止するわけではないということで確認しました

ので、ありがとうございます。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  ちょっと通告にないんですけれど、１０２ページの地域おこし協力隊設

置事業ですけれども、先ほど観光拡大に向けてやっていただくという、そういうお話

でございました。担当課としては、地域おこし協力隊の人に観光拡大に向けて具体的

にこんなことをやってほしいというそういうお考えはあるのでしょうか。 

商工観光係長  今、１年目で、地域おこし協力隊されている越智隊員ですけれども、

２年目にあたりまして、会計年度任用職員から委託型ということで、御自宅で、今年

の夏ぐらいに起業して、ちょっとお店をやったりというのを考えているということを

聞いております。そこにあたって、南幌町の隊員として、していただくような業務は

一応決まっておりまして、今も行っていますけれども、観光協会での業務の一部を今

もしていただいておりますし、あと、昨年も越智隊員が、一般の町民の方を募って南

幌町の観光マップ作りをしていただいて、令和８年度に、それをもとに、私たち町で

も、観光マップを紙で印刷して、町外の来た方に配れるような体制をとりたいと思っ

ております。そのほかにも、越智隊員は、一応この今予算を策定するにあたってこう

いうことをしたいということを伺っておりまして、例えば、特産品になるような商品

を開発したいということで、一応計画も行っておりますし、ちょっと業務のする場所

が変わってしまいますけれども、越智隊員とは定期的にきちんと連絡を取り合って、

地域おこしの業務を進めていっていただく予定となっております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。越智隊員がやっていただけるということで非常

に期待はしております。その中で、以前の協力隊の皆さんがいろいろ努力してくださ

った結果で、町内よりも町外の方がたくさん来ていただきまして、また、じゃらんと

かそういう観光雑誌にも大きく取り上げられたりとかして、今、意外と南幌町の観光

って注目されていると思うんですね。ＴｉｋＴｏｋとかいろいろなところでも、南幌

町のこういうお店というのが出ておりますので、今すごいチャンスかなと思うんです。

それで今、観光協会公式アプリってありますよね、私も入れているんですけれど、あ

あいうところでも発信しています。でも、なかなか町内の人たちが、意外と町外の人

たちのほうが、いろいろな南幌の情報分かっていて、町内の人が、そういうところが

あるんだけれども、どこにあるのとか、住宅街にあるんだけれど、どこなのと聞く人

が多いんですよね。それで、できるだけ観光協会のアプリを入れていただけるような、
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何かそういう町内の方にも広めていただけるような、そういう何かアイデアを出して

いただけないのかなという思いがあります。それで今、せっかく観光のチャンスなの

で、協力隊だけに任せるというのではなくて、観光協会、町のほうでも、本当に力を

入れて行く、そういう時ではないかなとは考えているんですけれど、そこのところも

お聞かせ願います。 

商工観光係長  御意見ありがとうございます。越智隊員のマップにつきましては、

表面がそういった観光施設とかが載っているような、南幌町民の方が、町外の方に教

えたい場所みたいなのを載っているようなマップで、裏面は飲食店のグルメガイドみ

たいな形をとらせていただいたマップにしようと、今、越智さんと話をしているとこ

ろです。そちらについては、町内の各施設で配架する予定なので、町民の方にも見て

もらえると思いますし、また、ちょっと観光協会のアプリというのはないんですけれ

ども、なかなか今新しいオープンするお店はインスタグラムとか、そういったＳＮＳ

でしか発信しなくて、もしかすると看板すらも出てないようなお店が結構多いかなと

は思うんですけれども、そういったところを分かりやすくしたいなと思っているんで

すけれども、そういった観光マップで分かりやすいように、御紹介していきたいなと

思っております。また、町外へのイベントとかでも、そういったガイドマップを持っ

て、南幌町を知っていただくような取組をしていきたいと思いますので、来年度も観

光協会でエスコンフィールドのほうにＰＲに行ったりということは決まっておりま

すので、そういった札幌市、北広島市など近郊のイベントには積極的に参加して、も

ちろん越智隊員も都合が合えば一緒に行っていただいて、南幌町のＰＲに努めていき

たいと思っております。以上です。 

佐藤委員  期待しておりますので、よろしくお願いします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了していいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了します。職員の入れ替えもございますので、ここで休憩をとり

ます。 

 

（午後 ２時２７分） 

（午後 ２時４２分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

次に、審査順序の１０番目、第７款土木費について審査を行います。同時審査とし

て、機場施設管理費の説明についてもあわせてお願いします。 

都市整備課長  それでは、第７款土木費について御説明いたします。予算書１０４

ページをごらんください。また、予算資料は１６ページとなりますので、あわせてご

らんください。 

７款１項１目土木総務費、本年度予算額１３６万円。土木総務経費では、土木積算

システムなどに係る経費を計上しています。次ページにまいります。 

２項１目道路橋梁総務費、本年度予算額４６１万８，０００円。道路橋梁総務経費
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では、道路台帳の修正業務、並びに道路、治水など関連７団体の負担金を計上してい

ます。次ページにまいります。 

２目道路維持費、本年度予算額４億４，７０３万８，０００円。町道管理経費では、

次ページにかけて、町道及び普通河川などの維持管理費として、２億２,２６２万２，

０００円を計上しています。予算資料１６ページをごらんください。 

町道長寿命化改修事業、１億３，９１３万９，０００円は、老朽化する町道及び道

路施設の改修について、個別施設計画に基づき整備を進めるための委託料、並びに工

事請負費で１１事業の経費を計上しています。財源は、補助金及び起債を活用してお

ります。予算書にお戻りください。１０７ページです。 

町道除排雪事業では、次ページにかけて、町道及び公共施設などの除排雪業務に係

る経費として、２億２，０８３万９，０００円を計上しています。 

総合保安センター管理経費では、次ページにかけて、施設の維持管理に係る経費と

して、３５７万７，０００円を計上しています。 

３項１目都市計画総務費、本年度予算額３億５，４７２万９，０００円。都市計画

総務経費では、都市計画審議会委員の経費、準工業用地等整備工事を計上しています。 

２目公園費、本年度予算額１億７，２６２万４，０００円。公園施設管理事業では、

次ページにかけて、公園及び緑地帯などの維持管理に係る経費を計上しています。１

２節委託料、６，３１２万９，０００円は、緑地帯などの施設管理及び公園・きらら

パークキャンプ場の指定管理料、樹木剪定業務、毎年義務付けられている公園遊具の

点検業務を計上しています。１４節工事請負費、９，４０１万３，０００円は、三重

緑地公園キャンプ場炊事場、遊友館トイレの改修工事、温泉周辺整備による親水公園

ふきの搭改修工事のほか、デッキ、バス停留所、街路灯などの施設改修工事、温泉駐

車場みどり会横のトイレ改修工事を計上しています。 

３目公共下水道費、本年度予算額１億２，８８９万６，０００円。下水道事業会計

繰出金につきましては、別途、下水道事業会計にて御説明いたします。 

４目街路事業費、本年度予算額５０７万円。街路事業経費では、次ページにかけて、

街路灯電気料、緑化活動に係る経費を計上しています。 

４項１目住宅管理費、本年度予算額２，７０２万１，０００円。建築事務経費は、

建築業務の設計積算に必要な経費として、３３万２，０００円を計上しています。 

町公営住宅管理事業では、次ページにかけて、町公営住宅３団地１０８戸及び子育

て住宅４戸の維持管理を行う経費として、１，２８８万５，０００円を計上していま

す。１４節工事請負費、７４５万８，０００円は、栄町公営住宅浴槽設置工事３戸分

を計上しています。 

続きまして、道公営住宅受託管理事業では、次ページにかけまして、道より指定管

理者として指定管理料を受け、道営住宅６０戸の維持管理を行う経費、４１０万４，

０００円を計上しています。     

住宅リフォーム助成事業につきましては、平成２７年度からの継続実施で助成金８

００万円を計上しています。また、空き家対策事業として、空き家等解体助成金と中

古住宅購入助成金を計上しています。 
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以上で、７款土木費の説明を終わります。 

続きまして、同時審査の機場施設管理費について御説明いたします。予算書９６ペ

ージをごらんください。 

５款１項４目機場施設管理費、本年度予算額２億１，７０５万３，０００円。次ペ

ージにかけまして、管理する９機場の機能を維持するため、点検整備及び機場の運転

に必要な経費と負担金などを計上しております。１０節需用費の修繕料では、揚排水

機場の点検結果に基づく修繕及び計画的な整備補修に必要な経費を計上しています。

１４節工事請負費では、幌向運河調整池等浚渫工事を計上しております。 

以上で、説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  ３点伺いたいです。１点目、予算書の１０６ページで、予算資料だと１６

ページですが、町道の長寿命化改修事業についてですけれども、計画に沿って順序立

てて工事されているんですけれども、確認したいことは団地内ですが、団地内も大分

老朽化しているなと思うんですよね、ぼこぼこしてやせているという言い方するんで

すかね、沈んでいるようなか所が団地内にも見受けられるんですけれど、この団地に

ついても計画の中に入っているのか、伺いたいです。 

２点目ですけれども、予算書の１０９ページ、準工業団地、大体３億３，７００万

ぐらい計上されているんですけれども、こちらの財源の詳細というか、内訳を教えて

ください。 

あと３点目、１１４ページの空き家解体事業ですけれども、危険空き家というんで

すか、特定空き家に対して、それがどのくらいあるのか教えてください。 

土木係長  まず、団地内の舗装についてですが、確かにところどころ傷んでいるの

は承知しているところでございます。今、交通量の多い南８線や広域新道の傷みが激

しいもので、現在はそちらのほうを優先している状態になっておりまして、団地内に

関しましては、都度パトロールや住民からの要望に答える形で、維持補修費で今後も

対応していくところと考えております。 

次に、準工業団地の内訳ですけれども、こちら事業費に対して、５０％を社会資本

総合交付金、それの補助裏の５０％のうち、９０％を公共事業等債という起債で賄っ

ております。以上です。 

都市施設係長  特定空き家につきましては、南幌町においては０件となっておりま

す。以上です。 

星委員  団地内もやはりマンホールが出てきて、どうしてもそういう段差が大きく

なるんですけれど、その修繕というのは、そういう個所も含めているのかどうかとい

うことをお聞きしたいです。 

あと、もう１点、準工業団地ですね、５０％社交金ということで、この前私も臨時

会か何かのときに、社交金これ要綱では５０％交付されるという話ですけれど、今年

度１０何％だったというんですが、今回もこの社交金を５０％ということは、もし、

今年度のように配当が少なかった場合、財源をどのように見立てていくのかというこ

とを、２点目伺いたいです。 
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３点目、空き家０件ということですが、うちの隣の隣にある建物は十分危険だと思

うんですけれど、何で危険にならないのか教えてほしいです。 

土木係長  まず、団地内の舗装に関してですけれど、マンホール等出ている部分に

関しましては、パトロールしておりまして、毎年ですけれども、何か所かごと切下げ

を行ったり、あと舗装での擦り付けで対応しているところでございます。 

もう１つ、準工業団地の社交金に関してですけれども、確かに去年と同じ社交金で

はあるんですけれども、今回、重点事業といたしまして、優先的に予算のほうを配当

してくれるような形で、今北海道と協議中ですので、去年とはまた違った形になるの

ではないかと思っております。以上です。 

都市施設係長  ３点目の当該物件につきましては、過去に積雪によって家屋の一部

が損壊しまして、ネットによる緊急措置ですとか、訪問、注意喚起を行ってきました。

それで、令和元年に落雪により前面の歩道に通行障害が生じたんですけれども、その

際に、国道管理者とともに直接、所有者に面会、文書等により指導を行い、翌年に所

有者の許可の下、建物の立ち入り調査を行っておりまして、調査した結果、特定空き

家等に相当する状態でないとその際に判断しております。この調査ですけれども、こ

れは北海道の基準に基づいて、建物の傾き具合や基礎、屋根などの状態、損傷率から

判断しています。その後、指導した年からは、所有者によって雪下ろしのほうを定期

的に行われていますので、それが現在まで毎年行っていることが確認できていますか

ら、放置物件ではなく、所有者の管理下にあると考えられますので、特定案件に該当

しないと判断しています。以上です。 

星委員  団地の件に関しては理解しました。準工業団地、社交金も重点項目になる

ので優先的にという話だったんですが、そうすれば、かなり大体５０％は来るのかど

うか、もし来ないとなればどういう財源、起債を建てるのか一般財源を使うのか、５

０％絶対来るならいいんですけれど、来ないかもしれないという場合は、どういう財

源を見込んでいるのかということを最後聞きたいのと、あと、危険空き家、管理され

ているということですけれども、やはり景観的にもなかなか、ちょっと指導というか

助言が必要なのかなと思うんですが、担当課として、やはり頑張れるところは頑張っ

ていただきたいなと思っているんですけれども、今後の対策というか、啓発というか、

そういうものを考えているかどうか、お願いします。 

土木係長  準工の財源についてですけれども、ちょっと５０％確約されたわけでは

ないので、もう少し下がる可能性もあるにはあるんですけれども、社交金が配当され

なかった分に関しましては、先ほどお伝えしました公共事業等債のほうで充当を増や

して対応する所存でございます。以上です。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  先ほどの話ですけれども、所有者は明確に分

かっている物件ということで、管理もある程度していただいているということで、こ

ちらのほうからも当時から、何とか問題なければ、解体のほうということでお話はし

ているものなんですけれども、なかなかいろいろな関係で、そこに至らないというこ

とで、今後についても、何か支障があるようなことがあれば、所有者は分かっていま

すので、所有者のほうに対応していただくということで、特定空き家という判断基準
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にはなってないということで御理解いただきたいと思います。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ２点伺います。１点目は、１１０ページの公園施設管理事業で、ちょう

ど三重公園の公園キャンプ場炊事場の改修工事が行われますよね。それで住民の方か

らも、それから先日の議会報告懇談会の中でも意見が出たんですけれども、三重公園

の表のほうにはトイレありますよね。それからずっと行くと、遊友館のほうにトイレ

がある。それで、その中間にトイレが必要ではないかという意見でした。地域の方か

らも、間に合わないのか何かその距離があるのか、途中で用を足してしまうというよ

うな苦情も寄せられています。それで簡易的なトイレを設置できないのかどうかとい

うことが１点です。 

もう１つは、１１３ページの町公営住宅管理事業のところで、先ほど今年度３棟の

浴槽を設置する工事が行われるということでしたけれども、現時点で今までその設置

された数、それから今後の見通しというか計画、そのことについて伺いたいと思いま

す。 

土木係長  三重湖公園キャンプ場のトイレに関してですけれども、指定管理者と協

議をいたしまして、簡易トイレの設置を検討していたんですけれども、ちょっと指定

管理者のほうから維持管理が困難だという回答をいただいておりました。ただ、トイ

レが必要というお話はいただいておりますので、引き続き、指定管理者との協議は進

めていきたいと思っております。以上です。 

都市施設係長  ２点目の公営住宅の浴槽設置ですけれども、栄町団地の浴槽設備改

修状況につきましては、現在まで７２戸中１５戸整備を行っておりまして、全て入居

済みになっております。令和８年度は３戸整備する予定で、今後も引き続き、空き室

状況を見ながら整備を進めていきたいと考えております。以上です。 

熊木委員  三重公園の指定管理者と相談しているということで、指定管理者のほう

で、その中間にあると掃除とかそういうのができないということでの、あれなんです

か。そこは、今後の話し合いとかで何とか設置できるような状況に持っていけるかど

うか、それをまず確認したいと思います。 

それから、今、現時点での数も教えていただきました。それで、広報にも空きが出

た段階で募集もして、やはり皆さん見に来られたり、申し込みされたりしていると思

うんですよね。高齢化していて、やはりお風呂とかそういう給湯が１番必要になって

くると思うんですよね。歩いてとか車があって温泉に行けたり、あいくるの湯を使え

る人にとってはまだいいんだけれども、だんだんそれも困難になってくると、やはり

自宅というか公営住宅の中に浴槽があるとずっとこうこれから過ごしていきやすい

と思うので、やはり全部に設置するというぐらいの計画があるといいなと思うんです

よね。それから、年々やはり３階に住んでいる方も下が空いたら移りたいという要望

は多いと思うんですよね。ですから、その３階の部分をどうするかということはある

んですけれども、例えば、その全部のところに設置するというと、あと何個必要なの

かというような形では、数字は出しているのかどうか、それも伺います。 

土木係長  簡易トイレの維持管理に関してですけれども、やはり清掃だったり、く
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み取りなどが手間になるので、そちらが維持管理をするにあたって困難だという話を

聞いております。ほかにも、ちょっといい方法がないか、指定管理者と密にお話をし

つつ、今後は協議を進めていきたいと思っております。以上です。 

都市施設係長  現在整備しているのが１５戸で、それとほかに個人でつけていらっ

しゃる方が４２件ほどおられます。合わせて５７戸になります。全くついていない戸

数が１５戸となってございます。以上です。 

熊木委員  三重公園のことについては分かりましたが、例えば、災害時のトイレと

かで、くみ取りとかしなくてもいいようなのが今できていますよね。そういうような

形のものを設置するということができないのかどうか、それが１点です。 

それから、公営住宅のほうは、個人でも付けている方もいるということでの数は分

かりました。町としては、将来的には全部につけるというような計画があるのかどう

か、その１点だけ伺います。 

土木係長  ちょっとトイレの規模が大きくなってくると、大きな改修になってきま

すので、やはり利用料金とかの検討も必要になってくると思います。また、今キャン

プ場に関しても利用人数が減少傾向にあるので、ちょっとそちらも鑑みながら、どの

ようなトイレを設置すればいいのかというのを協議進めていきたいと思います。以上

です。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  ボイラー給湯設備の関係ですけれども、計画

的にといいますか、入居をされている方がいますので、今は空いているところに設置

していくということで、約年間３基ほどずつつけていこうという計画でございます。

あと、今実際住んでいる方も設置されている方も思いますので、そちらの方々にも何

年か前にちょっとアンケートをとりまして、設置希望があるかどうかということで聞

き取っております。その中で、１７件ほどは設置したい、設置していただけるなら設

置していただきたいということで聞いております。ただ、町のほうで設置した場合、

家賃も上がってしまうということもありますので、その辺で家賃上がるなら自前で自

分でつけますという方もいらっしゃったものですから、なかなかその入居されている

方というのは、今すぐにということにはなかなか難しいかなと思うのですが、空き部

屋から順次、３件ほどということで、将来的にはつけていきたいなという計画で思っ

ています。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  ２点ほどお伺いしたいんですけれども、まず１つは、町道除排雪事業の

関係です。雪もほとんど終わって、除雪作業終わったかなと思うんですけれども、除

雪機に乗っているオペレーターの方から聞くところによると、歩道ロータリーが相当

傷んでいるという話を聞くんですよね。歩道ロータリーは除雪だけでなくて、夏には

アタッチメント取り替えたら除草作業もされるということで、年中動いているような

機械でもあるかと思うんですけれども、相当傷んでいるんだけれども、今回は更新と

いうな形のものを出されていないんだけれど、いつまで使うのか、更新というのは考

えていないのかということをちょっとお伺いしたいと思います。 

それとあわせて、もう雪は今年結構少なく済んだんですけれども、実際のところ予
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算の執行額に対して見積りとしてどれぐらいで収まりそうなのか。町長も積雪量とし

ては、例年の８５％ぐらいというなお話も時々されていたんですけれども、ちょっと

その辺りを聞きたいなと思います。 

それともう１つ、通告はしてなかったんですけれども、この説明書の中で、公園長

寿命化改修事業ということで、南幌温泉の周りの親水公園の整備を今年やるというこ

とですけれども、今年はそれに合わせて、きららキャンプ場も開業するわけですけれ

ども、あそこで営業やるとあわせて、公園整備というのはいつぐらいに完成させて利

用させていくのかなということを聞きたいと思います。いろいろ一気にやってしまう

んだと思うんですけれども、あと、ふきの塔は、取り壊した後、何もつくらないのか、

更地のままなのか、その辺りをお伺いしたいと思います。 

土木係主査  まず、除雪機械の歩道ロータリーについてですが、この機械につきま

しては、導入から今年度で１７年経過をしております。ですが、適宜修繕などを行っ

ておりまして、今後も継続使用できる状態ということで把握をしております。また、

その更新の時期についても、毎年行っている１２か月点検、または車検整備によりま

して、車両の状況を都度確認しており、そこで継続しようか、更新が必要なのかとい

うところを主に判断をして、更新時期を今後も検討していくという考え方で、今行っ

ております。 

あと、今年度の除雪費の推移ですが、全体額１億６，１７７万３，０００円という

予算に対して、現在の見込みが１億１，９５９万６４１円というところで予算比でい

きますと約７４％ほどになるかという見込みで見ております。 

土木係長  親水公園に関してですが、親水公園の工事は、ふきの塔解体やデッキの

改修など、多岐にわたり施設の更新を行うので、事業の期間に関しては、雪が降る前

までに終わらせるような形で考えてはおります。ふきの塔のかわりですけれども、東

屋のような休憩施設をつけることで、今動いております。以上です。 

石川委員  除雪につきましては分かりました。１７年も経っているということです

けれども、まだ使えるということですが、いざとなった時には即修理できるようなそ

ういう体制というのは組まれているんでしょうか。冬だったら本当に結構雪が降って

も機械が動かないとなると、それによって何日も通れなくなったら、結構住民にも影

響すると思うので、その体制についてはしっかりされておられるのか、その辺り聞き

たいと思います。結構、公用車というのは、我々想像以上に使われているというのは

分かりますけれども、それは理解しました。 

除雪費も７４％ぐらいの執行だということで、いいんでしょうけれども、業者は大

変なところもあるかもしれませんけれども。 

それともう１つ、親水公園の工事ですけれども、雪が降るまでだったら、今年１年

間たっぷりかけて、この夏のシーズンはもうそういった絡みで工事してしまうから、

なかなかキャンプ場に来られるお客さんにとっては、あそこで水に親しむとか遊ぶと

いうのは結構支障が出てしまうというように想像してよろしいんでしょうか。もうち

ょっと少しでもやはり支障のないような形での工事進めたらいいかなと思うんです

けれども、その辺りどのようにお考えなのかお伺いします。 
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土木係主査  除雪機械の整備についてですが、こちらは歩道ロータリーに限らず、

各業者と都度連絡をとっております。また、前提として、除雪時期に入る前に、全て

の整備を終わらせて通常の稼働ができる状態にして、除雪期間に臨むというところ、

あとは除雪期間は土日の出動もあるものですから、そこについても、緊急連絡先等々

によって対応していただけるというような体制で臨んでおります。以上です。 

土木係長  工事に関しましては、もちろん私どもとしても、早く終わらせるに越し

たことはないと思っておりますので、そこは業者と調整しつつ、なるべく早く終わら

せるよう努力はいたすつもりでございます。親水公園の今回の工事に関しましては、

ふきの塔の周辺が主な工事となっておりますので、確かに、ふきの塔の周りは使えな

い時間が増えるとは思うんですけれども、そのほかの釣りをやっている場所とか、使

える部分はありますので、そちらのほうを活用していただければと、こちらとしては

思っております。以上です。 

石川委員  除雪に関しましては分かりました。その親水公園の工事の関係ですけれ

ど、１つだけちょっとお伝えしておきたいなと思うんですが、お気づきのことなのか

もしれませんけれども、８線道路との交差点で、奥に私が管理するパークゴルフ場の

沿線の木ですけれど、桜の木が相当枯れてきていて、もう毎年何本か倒れているんで

すよね。この工事の中でも、木を処理するだとか、何かしなければもっと増えると思

いますし、あんなに水位の高いところに桜の木というのはなかなか育たないんですよ

ね。本当は水位が低くないといけないんですけれども、そのところも兼ね合わせて、

木のほうも処理したらよろしいかなと思いますので、お伝えしておきます。 

土木係長  確かに桜の木に関しては、枯れている木が多かったりするのは承知して

おります。ですので、今年度、夏頃状況を見つつ対応していきたいと思っております。

以上です。 

家塚委員長  ほかに質問ありますか。（なしの声） 

質疑ないようですので、ここで終了いたします。 

次に、審査順序の１１番目、下水道事業会計について審査を行います。同時審査と

して、合併処理浄化槽整備事業費、上水道費の説明についてもあわせてお願いをしま

す。 

都市整備課長  それでは、令和８年度下水道事業会計予算について御説明いたしま

す。最初に、予算書の７ページをごらんください。 

収益的収入及び支出のうち、収入です。 

１款下水道事業収益、本年度予算額３億４，９３０万２，０００円。 

１項１目下水道使用料、本年度予算額１億１，５３８万円。下水道使用料及び農業

集落排水使用料を計上しています。 

 ２項１目他会計補助金、本年度予算額１億２，８８９万６，０００円。町からの一

般会計繰入金で、下水道事業、農業集落排水事業の不足分を計上しています。 

２目負担金、本年度予算額５８７万２，０００円。江別市への公社負担金、準工業

用地等公社の負担金を計上しています。 

３目長期前受金戻入、本年度予算額９，９１５万２，０００円。下水道事業、農業
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集落排水事業の前受金戻入を計上しています。次ページにまいります。 

５目雑収益は、科目設定です。 

３項１目過年度損益修正益も、科目設定です。次に、９ページをごらんください。 

ここからは、収益的支出の説明に入ります。 

１款下水道事業費用、本年度予算額３億４，９３０万２，０００円。 

１項１目管渠費、本年度予算額１，２２３万３，０００円。管渠維持にかかる経費

を計上しています。 

２目処理場管理費、本年度予算額１，１１０万５，０００円。次ページにかけて、

夕張太浄化センターの維持にかかる経費を計上しています。 

３目ポンプ場費、本年度予算額２，９３４万２，０００円。次ページにかけて、晩

翠汚水中継ポンプ場の維持にかかる経費を計上しています。 

４目総係費、本年度予算額８，３５５万５，０００円。１３ページにかけて、職員

給与費２名分及び下水道徴収業務などの委託料、江別市施設維持管理に係る負担金を

計上しています。 

５目減価償却費、本年度予算額１億９，６６０万４，０００円。下水道事業、農業

集落排水事業にかかる減価償却費を計上しています。次ページにまいります。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費、本年度予算額１，５４６万２，０００円。

起債償還利息及び一時借入金利息を計上しています。 

３項１目過年度損益修正損、本年度予算額１，０００円。下水道事業、農業集落排

水事業に係る過年度損益修正損の科目設定です。 

４項１目予備費、本年度予算額１００万円です。次に、１５ページをごらんくださ

い。 

ここからは、資本的収入及び支出に入ります。初めに、資本的収入について説明い

たします。 

１款資本的収入、本年度予算額６，８５６万８，０００円。 

１項１目企業債、本年度予算額３，８４０万円。江別市南幌関連事業、晩翠汚水中

継ポンプ場整備事業の起債借り入れ分です。 

２項１目国庫補助金、本年度予算額３，０１６万７，０００円。調査・工事実施に

係る社会資本整備総合交付金です。 

３項１目受益者負担金及び分担金は、科目設定です。次ページにまいります。 

ここからは、資本的支出の説明となります。 

１款資本的支出、本年度予算額１億４，６９６万９，０００円。 

１項１目建設改良費、本年度予算額８，９１２万５，０００円。２３節は、重要管

路カメラ調査の委託料、２５節は、本年度から２か年の継続費で実施します晩翠汚水

中継ポンプ場電気機械設備更新工事、その他維持に関わる工事請負費、江別市南幌関

連工事負担金を計上しています。 

２項１目企業債償還金、本年度予算額５，７８４万４，０００円。建設改良に係る

企業債償還金を計上しています。１７ページをごらんください。 

１７ページから２４ページにかけましては、給与費明細書となってございます。こ
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の項目は概要説明とさせていただきますので御了承願います。 

１総括です。職員給与費における２名分の令和８年度を記載しています。職員手当

の内訳、１８ページでは会計年度任用職員以外の職員、職員手当の内訳、１９ページ

では給料及び職員手当等の増減額の明細、２０ページでは給料及び職員手当の状況、

２１ページでは級別職員数、２２ページでは級別の基準となる職務内容について、２

３ページでは昇給について、２４ページは期末手当・勤勉手当の支給率、定年退職及

び応募認定退職に係る退職手当の支給率、特殊勤務手当、その他手当の支給率等とな

っています。 

２５ページから３２ページは財務諸表となっております。こちらも概要説明とさせ

ていただきます。 

２５ページ、２６ページは、令和８年度予定貸借対照表です。２７ページから２８

ページは、令和７年度予定損益計算書です。２９ページから３０ページは、令和７年

度予定貸借対照表です。３１ページは予定キャッシュフロー計算書です。３２ページ

は注記事項となっています。記載のとおりでございます。 

次に、３３ページは、継続費に関する調書で、先ほど御説明いたしました晩翠汚水

中継ポンプ場電気設備更新工事の当該年度以降の支出予定額並びに事業進行状況等

に関する内容となっております。３４ページから３５ページは、債務負担行為の支出

額等に関する調書で、過去に実施した江別市公共下水道事業負担金で翌年度以降に支

出を予定する内容となっています。 

最後に、３６ページは、地方債に関する調書で、令和８年度借り入れ予定の２件を

含む、全４９件の地方債となっております。それでは、１ページにお戻りください。 

第１条は、令和８年度南幌町下水道事業会計予算は、次に定めるところによるとし、

第２条は、業務の予定量です。処理区域面積を下水道事業３６０ヘクタール、農業集

落排水事業２１ヘクタール、年間総汚水量、下水道事業６５万立方メートル、農業集

落排水事業２万９，２８０立方メートル、主要な建設改良、下水道事業８，９１２万

５，０００円でございます。 

続きまして、第３条は、収益的収入及び支出です。収入３億４，９３０万２，００

０円、支出３億４，９３０万２，０００円としております。次ページにまいります。 

第４条は、資本的収入及び支出です。収入６，８５６万８，０００円、支出１億４，

６９６万９，０００円、収入と支出の差し引きで不足します７，８４０万１，０００

円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものでございます。 

第５条は、継続費です。先ほど説明いたしました晩翠汚水中継ポンプ場電気設備更

新工事で、内訳として総額２億７，０３４万７，０００円。令和８年度４，１９６万

５，０００円、令和９年度２億２，８０５万２，０００円の２か年工事となります。 

第６条は、企業債です。江別市南幌関連負担事業１，７５０万円、晩翠汚水中継ポ

ンプ場整備事業２，０９０万円とし、起債や償還方法、利率を記載しています。 

第７条は、一時借入金です。限度額を２億円とします。 

第８条は、予定支出の各項の経費の金額の流用で、営業費用と営業外費用を流用す

ることができることとしています。 
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第９条は、議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費１，１９４万４，

０００円とするものです。 

第１０条は、一般会計からの補助金で、１億２，８８９万６，０００円とするもの

です。 

以上で、令和８年度下水道事業会計予算の説明を終わります。 

続きまして、同時審査、一般会計、合併処理浄化槽整備事業費及び上水道費につい

て御説明いたします。一般会計予算書８８ページ下段をごらんください。 

４款２項３目合併処理浄化槽整備事業費、本年度予算額３６４万７，０００円。こ

の事業につきましては、農村地区における合併処理浄化槽設置に要する補助金等を計

上しています。本年度の予定基数は７基を予定しており、水洗化に関わる改造資金貸

付金は１件を予定しています。次ページをごらんください。 

３項１目上水道施設費、本年度予算額８，０３０万６，０００円。長幌上水道企業

団負担金です。１８節負担金補助及び交付金は、企業団に対しまして南幌関連事業の

第２浄水場フェンス改修事業、第１浄水場２期事業、高度浄水施設等整備事業、水道

施設耐震化事業、水道施設機能維持管理整備事業、南幌町準工業団地等整備事業の起

債償還負担金を計上しています。２７節繰出金は、高料金対策に伴う長幌上水道企業

団水道事業の経営基盤強化を図るために、長沼町と南幌町が繰り出しするものです。 

以上で、説明を終わります。 

都市整備課長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  １点、通告にないんですけれども、予算書１６ページの重要管路カメラ調

査、これ具体的に教えてほしいなと思います。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  本年度の重要管路のカメラ調査ということで、

これは、市街地から晩翠汚水中継ポンプ場までの管路で、こちらのほうが重要管路と

示していますので、こちらは毎年調査しているんですけれども、残り２．７キロを一

遍に全部やってしまうということで、その分の予算の措置をしているということです。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは、質疑を終了いたします。 

本日予定しておりました審査項目が終了いたしました。明日１３日、午前９時３０

分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ３時３５分） 
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予算審査特別委員会記録 

（３日目 R8.3.13 9:30～14:23） 

 

家塚委員長  それでは、昨日より延会となっておりました予算審査特別委員会をた

だいまから再開いたします。本日の出席人員は１０名全員であります。直ちに会議を

開会いたします。 

審査順序の１２番目、第９款教育費について審査を行います。それでは説明をお願

いします。 

生涯学習課長  それでは、教育費について説明をさせていただきます。予算書は１

１５ページ、予算資料は１７ページからとなります。 

 ９款教育費１項１目教育委員会費、本年度予算額２２５万４，０００円。教育委員

会運営経費では、教育委員４名分の報酬、旅費、負担金などの経費を計上しています。 

２目事務局費、本年度予算額１５４万９，０００円。事務局経費では、事務局運営

に係る経費のほか、いじめ問題専門委員会委員、学校運営協議会委員に係る報酬、費

用弁償及び教育委員会における附属機関のうち、教育文化表彰審査委員会、いじめ問

題対策連絡協議会、学校給食運営委員会の各委員の報酬、費用弁償を計上しています。 

次に、１１６ページ、３目教育振興費、本年度予算額１億６，７５２万３，０００

円。外国語指導助手招致事業では、外国語指導助手に係る経費、旅費など５７２万４，

０００円を計上しています。 

次に、１１７ページ、特別支援教育推進事業では、特別支援教育学習支援員を小学

校に６名、中学校に２名を配置するための経費及び小学校に配置する特別支援学級に

在籍する児童の学校生活での補助を行う特別支援学級生活介助職員１名を配置する

経費として、１，３４３万４，０００円を計上しています。 

次に、１１８ページ、高等学校等通学費補助事業では、学校ごとの定額補助として、

１，５５４万２，０００円を計上しています。 

次に、中学生国際留学プログラム事業では、派遣生徒１０名を予定しており、７２

５万８，０００円を計上しています。 

次に、少人数学級教職員加配事業では、小中一貫教育を推進し、小学校から中学校

への進級をスムーズに接続するため、１学年２学級を維持するため、中学２年生に少

人数学級を導入し、町独自による教職員を配置する費用として、５３６万９，０００

円を計上しています。 

次に、１１９ページ、学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業では、教職員用

公務用パソコン及び校内ネットワーク機器更新に伴う費用として、５，９９０万５，

０００円。ＧＩＧＡスクール構想により令和２年度に導入したタブレットの更新に伴

う費用として、３，４７５万２，０００円。予算資料１８ページをごらんください。 

継続拡充事業として、現在の授業支援ソフトの更新にあわせ、ＡＩドリルアプリ導

入事業として３１８万８，０００円など、合わせて１億８００万４，０００円を計上

しています。次に、同じく予算資料１８ページをごらんください。 
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こちらも継続拡充事業です。英語検定料助成事業では、英語力、学習意欲の向上を

図るため、英語検定料の２分の１を助成しておりますが、令和８年度から新設される

６級・７級についても助成対象とし、２２万１，０００円を計上しています。予算書

１１９ページにお戻りください。 

地域おこし協力隊設置事業では、ＩＣＴ機器の効果的な活用による学習環境づくり

や運用支援、児童生徒がＩＣＴ機器をスムーズに使えるようサポートに取り組むため、

地域おこし協力隊を活用したＩＣＴ支援員の配置に係る経費５５０万円を計上して

います。 

次に、１２０ページ、教育振興経費では、学校歯科医並びに薬剤師の報酬、教科書

改訂に伴う教師用教科書及び指導書の購入費、児童生徒、教職員の各種健康診断業務

費用、教育文化功労表彰に係る費用、関係団体への負担金及び補助金など合わせて 

６４７万 1，０００円を計上しています。 

次に、１２３ページ、４目教育財産管理費、本年度予算額２，５７３万９，０００

円。教育財産管理経費では、教育財産に係る修繕料、火災保険料、維持管理の委託料

など、４９４万８，０００円を計上しています。 

通学バス運営事業では、スクールバス３台分の運行経費２，０７９万１，０００円

を計上しています。 

次に、１２４ページ、２項１目学校管理費、本年度予算額８，７６２万６，０００

円。学校運営経費では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補・公務補の業

務委託料など１，０９９万２，０００円を計上しています。 

次に、１２５ページ、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点

検委託料など校舎管理に係る経費のほか、２か年計画で実施している大規模改修に係

る経費、５，０８０万円を含む７，６６３万４，０００円を計上しています。 

次に、１２６ページ、２目教育振興費、本年度予算額９４１万４，０００円。総合

的な学習の時間事業として２０万４，０００円、教育コンピューター施設整備事業で

は、学級増に伴う電子黒板などの備品購入に係る経費など２３１万４，０００円、次

ページになります。教育振興経費では、教材消耗品、教育振興備品、要保護・準用保

護児童就学援助費など６８９万６，０００円を計上しています。 

次に、１２８ページ、３項１目学校管理費、本年度予算額２，５４６万６，０００

円。学校運営経費では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補・公務補の業

務委託料など９６８万４，０００円を計上しています。 

次に、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点検委託料など校

舎管理に係る経費１，５７８万２，０００円を計上しています。 

次に、１２９ページ、２目教育振興費、本年度予算額９６４万円。総合的な学習の

時間事業として１６万２，０００円、教育コンピューター施設整備事業として２０万

円、教育振興経費では、教材消耗品、教育振興備品、課外体育文化振興事業及び部活

動全道大会等補助金、要保護・準用保護生徒就学援助費など、合わせて９２７万８，

０００円を計上しています。 

次に、１３１ページ、４項１目社会教育総務費、本年度予算額９５万４，０００円。 
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社会教育総務経費では、社会教育審議会委員１２名分の報酬及び旅費、消耗品・印刷

製本費、各団体の負担金などを計上しています。 

次に、２目社会教育振興費、本年度予算額９，１７６万円。社会教育振興事業では、

ふるさと南幌みらい塾、さわやかカレッジ、二十歳を祝う会、生涯学習サポーター謝

礼などに係る経費９４万８，０００円を計上しています。 

次に、１３２ページ、社会教育施設管理経費では、三重レークハウス、スポーツセ

ンター、農村環境改善センターの指定管理料、改善センター多目的ホールへの空調設

備設置に係る経費として、９，０８１万２，０００円を計上しています。 

次に、３目子ども未来費、本年度予算額６１１万８，０００円。家庭教育支援事業

では、親学講座など家庭教育支援に係る経費として４万９，０００円を計上していま

す。 

次に、１３３ページ、青少年健全育成事業では、放課後子ども教室やプロフェッシ

ョナル講演会、子ども文化・スポーツ全道大会等補助金に係る経費として６０６万９，

０００円を計上しています。 

次に、４目文化振興費、本年度予算額１３０万９，０００円。芸術・文化推進事業

では、書初め大会、幼児・児童・生徒芸術鑑賞会、文化協会への補助金など芸術・文

化の振興に係る経費として８２万１，０００円を計上しています。 

次に、１３４ページ、読書活動推進事業では、図書室読み聞かせ、ブックスタート

事業、読書感想文コンクールに係る経費として４８万８，０００円を計上しています。 

次に、５目生涯学習センター管理費、本年度予算額３，３５６万２，０００円。生

涯学習センター運営経費では、施設消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、管理清掃

委託、各種保守点検などの施設運営経費、図書室備品購入費などに係る経費を計上し

ています。 

次に、１３７ページ、５項１目保健体育総務費、本年度予算額７５４万２，０００

円。スポーツ推進委員事業では、委員８名分の報酬など３８万４，０００円、スポー

ツコミュニティ推進事業では、全町ソフトボール大会、はれっぱマラソンなどの開催

経費、体育関係団体への補助金など５８万円、子ども体力向上事業では、ジュニアア

スリートクラブや小学生夏休み水泳教室など、子どもの体力や運動能力の向上を図る

ためのスポーツ教室の開催経費、スポーツ少年団への補助金などに係る経費として３

０９万４，０００円を計上しています。 

次に、１３８ページ、健康づくり・体力向上事業では、町民スイミングスクール、

フィットネス教室など、町民が継続的にスポーツ活動に取り組む機会の提供に要する

経費及び学校開放に係る経費として、３４８万４，０００円を計上しています。 

次に、２目給食センター運営費、本年度予算額２億１０９万９，０００円。給食セ

ンター運営経費では、厨房等の各種消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、賄材料費、

調理配送業務委託料など学校給食に係る全ての経費を計上しています。予算資料１９

ページをごらんください。 

継続拡充事業です。学校給食費無償化事業として、保護者の経済的負担を軽減する

ため、学校給食費の無償化を実施いたします。小学校では、国の補助額を差し引いた
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差額分を助成、中学校は、給食費の全額を助成します。 

次に、新規事業です。給食センター改修事業として、学校給食を安定的かつ持続的

に提供するため、蒸気ボイラー及び蒸気配管の更新、空調設備設置工事を行います。 

以上で、教育委員会生涯学習課所管の予算の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

佐藤委員  １点です。教育振興費の学校図書館ですけれども、学校図書館の管理が

行き届いていないという声は、教育委員会にも入っていると思うんですけれど、今後

どのように改善するのか、１点教えてください。 

それと、１３０ページの学校図書館管理システムというのは、どういうものなのか

ということと、小学校、中学校の図書の購入費用も教えてください。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  学校図書館の管理の状況等についてお答えを

いたします。まず、学校図書システムを小学校では導入をしております。その中で、

システムについては、貸し出し、返却のデータ管理はもとより、蔵書の管理を行って

おります。今年度小学校の担当の先生の協力により、無事に全蔵書の管理を終えてい

るところでございます。各学校の図書購入の実績につきましては、令和６年度の数字

でございますが、南幌小学校が２９万９，３３２円、南幌中学校が２９万７，１１３

円となっております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。小学校の図書館の管理ができていないという

そういう話でございましたけれども、今回、新しい司書の先生が熱心な方で、今御説

明いただいたように、やっていただいて、図書の貸し出し数も増えているということ

では聞いております。ただ、学校の図書館の司書は、一般の学校業務と兼任している

ために、なかなかその司書だけを一生懸命やるというわけにはいかないということを

聞いております。それで、今までも、なかなかその学校図書まで一生懸命できなかっ

たという、そういうことも聞いておりますので、今後、司書の派遣だとか、時間的な

アルバイトとか、そういう司書の業務削減につながるような考えもないのかどうか、

それも伺います。 

それと、先ほど学校図書館管理システムということをお聞きしました。お話による

と、今後、ぽろろの本を小学校、中学校に貸し出しするような方向性に持っていくと

いうことをお聞きしたんですけれども、そのことで御説明いただければいいかと思っ

ております。 

先ほどの小学校、中学校の購入費は分かりました。ただ、ぽろろで一括で図書を購

入となると、今後小学校、中学校の図書の購入費は要らなくなるのかなともちょっと

考えたんですけれども、そこのところを教えてください。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  ぽろろ図書室と学校図書室の連携等について

の答弁をさせていただきます。まずは、学校司書や司書教諭という考え方もあるんで

すが、まずは、ぽろろ図書室が、学校の図書室の拡充活用にどれだけ協力できるのか

なというところで、いろいろな方策を考えていきたいと考えております。御指摘のと

おり、図書館システムを活用して、小中学校に貸し出しも現在も行っております。そ

れをさらに拡充して、冊数ですとか、あと選書の考え方などもサポートしていきたい
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と考えております。その中でお話にありました、ぽろろの一括購入ということは、令

和８年度ではまだ考えてございません。小中学校それぞれで図書購入予算をもって、

選書の中で、ぽろろ図書室で重複している本があればそれを避けるようなやり取りで

すとか、そういったものもシステムの中で確認できますので、そちらのほうは、ぽろ

ろ図書室として関わっていきたいと考えております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。それでは、小学校は小学校、中学校は中学校の

図書の購入費という考えで、しばらくはいいということですね。今回、３２０万とぽ

ろろで図書一式の購入の予算があるんですけれども、それは、ぽろろ図書館の図書一

式という考えでいいということですね。分かりました。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  今の御指摘のぽろろ図書室の購入予算３２０

万円は、ぽろろのほうで購入するとことと、重複しますが、小中学校の図書購入予算

は、それぞれが今後も持ち続けるということになります。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

加藤委員  予算書１１９ページ、学校情報通信ネットワーク環境整備事業について

ですけれども、こちら昨年と比べて予算が大分増えているんですけれども、これの財

源の内訳というのを教えてほしいのと、学校情報機器更新業務と備品購入費の詳細を

お聞かせいただきたいのと、ＡＩ学習ドリルアプリが新しくなるということで、こち

ら全員協でも確認させていただいたんですけれども、それぞれ生徒児童の得意不得意

を把握しながら、それをＡＩでカバーしながら学力向上につなげるという良いアプリ

かなと思っているんですけれども、これに取り組むというか、生徒児童の学習意欲の

向上について結びつくのかという点で、どのように考えているか、お聞かせください。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  ただいまの学校情報通信ネットワーク環境施

設整備事業の詳細を申し上げます。南幌町の学校情報通信ネットワーク環境につきま

しては、国のＧＩＧＡスクール構想を踏まえて令和２年度スタートしております。今

回令和８年度は、令和２年度に導入したクロームブック５０２台の更新です。こちら

は第１期に導入したものが、貸与年数が経過したものによる更新となっております。

それ以外に、小中学校の先生たちが使用している校務用パソコン、全部で７６台、こ

ちら小学校の先生分で、平成３０年に導入したパソコン、中学校が令和３年に導入し

たパソコンの更新をする予定となっております。それに付随しまして、現在は、学校

の情報とかをサーバーにより保管しているんですけれども、現在のＤＸに倣いまして、

サーバーをクラウド化という形にする事業でございまして、事業費が大きくなってい

る現状となっております。 

２点目のＡＩドリルにつきましてです。こちら、これまで小中学校に導入していま

した、スマイルネクストという学習支援ソフトが更新時期になっております。今回、

公設塾の変わるものとして、今回ミライシードを導入させていただく予定となってお

ります。こちらのメリットといたしましては、これまでは、公設塾は対象人数も４年

生から中学校３年生までと限定的、そして学習時間も決まった時間、継続性について

は、講師の質の問題だったりとかありましたけれども、今後はこのＡＩドリルを導入

することによって、小学校１年生から中学校３年生までの全員が対応できるというこ
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と。また、学習時間も当然小中学校の授業の中でも対応できますし、持ち帰っての家

庭学習のほうも強力に推し進めていきたいと考えております。メリットが多く、費用

もそれほど高額でないものですから、今回、ＡＩドリルミライシードを、小中学校の

先生が、このアプリを選定した経緯もございます。生徒の学習意欲の向上については、

先ほども申し上げましたけれども、今までタブレットを持ち帰っている生徒は限られ

ておりましたけれども、家庭学習で使うということを前面に推し進めて、積極的に自

宅に持ち帰ってもらって、学習していただくというように考えております。 

今回の導入財源につきましては、全額起債のほうを予定しております。以上です。 

加藤委員  詳細に説明いただきありがとうございました。財源は起債ということで

理解しました。ＡＩ学習ドリルアプリについては、タブレットを１つの文房具として

活用していくという、教育長の執行方針のとおり、家庭に持ち帰るよう進めていくと

いうことで理解しました。学習意欲の向上というところが結構、私としては問題視と

いうか、気になるところではあったので、何事も楽しく感じることが伸びることも一

助になると思うので、そういった部分も気にかけながら、教育環境の向上に取り組ん

でいただきたいなと思います。答弁は結構です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  予算書１１８ページ、資料予算資料は１７ページになります。高等学校

等通学費補助事業について質問をいたしたいと思います。高等学校の通学補助につき

ましては、学校ごとに助成ということでお聞きしており、月額の上限が１万２，００

０円ということで聞いているんですけれども、去年ですか、高速バスとかも値上げし

たかと思うんですけれども、それについて上限額の再検討はされたのか。 

それから、もし分かれば、学校ごとの単位ということなので、今、１万２，０００

円の上限額に達している学校があるのかどうか。もしなければ、今、最高額となって

いる学校はどこなのか教えていただきたいと思います。 

学校教育係長  細川委員の質問にお答えします。こちらの事業につきましては、平

成２５年より高等学校等通学費補助事業を行っておりますけれども、昨年その当時の

生徒が実際に通っている全学校の最短の通学経路や通学費にかかる交通費等を調査

しまして、それが平成２５年度当初から比べて約２割程度交通費が上がっていたこと

から、令和７年４月より、上限額を当初の１万円から１万２，０００円に引き上げを

行っておりますので、今の段階ではさらなる上限額の引き上げは考えておりません。

また、上限額１万２，０００円についての高校ですけれども、現在８校が１万２，０

００円の上限額ということで補助を行っております。以上です。 

細川委員  再質問いたします。回答いただきまして、内容は分かったんですけれど

も、最短距離でということで算定しているということですけれども、例えば遠くから

通っているような子もいるかと思うんですけれども、例えば、高校通うのに、１回南

幌出てきてからまた乗り換えとかそういう人がいないのかどうか、それによってかか

る経費がまた、多くかかる人もいるかと思うんですけれども、そういったところから

何か要望等きてないのか、その辺を聞きたいと思います。 

学校教育係長  例えばですけれども、夕張太から一度市街地に出てきて学校に通う
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という生徒もいると思うんですけれども、そういったその当時の生徒の住まい、夕張

太であればそちらから市街地に出てきて学校に通うというところも含めて計算をし

ております。それで、上限額を１万２，０００円ということで、現在行っております。

要望等は今のところ特に聞いてはおりません。以上です。 

細川委員  ありがとうございます。よく分かりましたので、また今後ともよろしく

お願いいたします。 

家塚委員長  ほかに質問ありませんか。 

熊木委員  ２点と、もう１つ追加で質問します。１つは、中学生国際留学プログラ

ム事業、令和７年度は８名でした。それで、申し込みされて、そのときに例えば、１

０名とか上回るようなそういうことが今まであったのか、その場合、いろいろ審査と

いうか、されていると思うんですけれども、その上限について伺います。 

それから、参加された方が報告会みたく毎年やっているんですけれども、それがも

う少し広報とかでも載っていますけれども、国際留学プログラムに参加して、そのあ

とどのように役立てていくかというので、学校内でもいろいろやっていると思うんで

すけれども、その効果というか、その辺をちょっと教えていただきたいと思います。 

それから２点目は、読書活動推進事業、図書室に来られる方、私も時々行きますけ

れども、年代幅も大きくいろいろな方が利用されて、親子で参加されている方は本当

に楽しみながら参加されているということで、今、子どもも大人も活字離れというか、

本から離れるというのがすごく多い中では、この図書室が有効に活用されているなと

思うんですよね。それで、もう少し図書室を活用したイベントというか、もっとこう

活用できないのかなと思って質問します。現在の図書室利用者の把握というか、その

辺で、幼児、児童、大人というので、前の教育の時にちょっと載っていたと思うんで

すが、今広がっている傾向にあるのかどうか、それを１点伺います。 

それから、飲食の持ち込みで、以前聞いたときに、ペットボトルは可能ということ

でしたよね。それで、近隣で、図書室と図書館の違いはあるんですけれども、栗山図

書館が昨年８月に新聞に大きく載っていて、ユニークな取組ということで利用者がす

ごく増えているということが紹介されていました。それを読んでいくと、もう少し図

書室が、開放的になるというか、そういう意味では、おしゃべりとか軽食の持ち込み

とかそういうのをやって、気軽に参加して広がっているということだったんですよね。

以前、私も質問したときに、やはり静かに読書をするということが基本なので、なる

べく話をしないとか、ペットボトルの飲み物だけはいいということで、そういうお菓

子とかそういうものは駄目ということだったと思うんですけれども、例えばスペース、

広いところで仕切られているところがあると思うんですけれども、普通一般の図書の

ところは窓際のところで囲って学習とかもできるようになっていますけれども、奥の

ほうでは一部そのように開放的にするような活用はできないのかということを、提案

も含めて伺いたいと思います。 

それから、町民がいろいろな文化活動とかをしている中で、それをちょっとミニコ

ンサートとかを栗山町の場合はしているということで、そこに町民も参加して盛り上

がっているということだったんですよね。町でやはり図書室があるということではす
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ごく町民から喜ばれているので、もう少し広げるということと、それから猛暑のとき

に涼みどころということで実施していると思いますけれども、そういう時にも、そう

いうような取組があると、もっと利用しやすいのではないかなと思うので、その辺の

検討とか、是非されてほしいなと思って伺います。 

あともう１つですが、今、読み終わった本とか図書室の在庫のところで、御自由に

お持ちくださいという書物がすごく増えていると思うんですよね。それで、町民の方

で、読み終わった本をすぐブックオフとかに売るのではなくて、町のほうで活用して

ほしいというような、これもちょっと聞いたんですけれども、そういう場合は、図書

室に持っていくと、それが活用されるようになるのかどうか、それ１点伺います。そ

れが図書室のことです。 

もう１点追加でお願いしたいんですけれども、小学校の改修事業、先日総務委員会

で視察させていただきました。それで、ボイラーの関係とか音響とかいろいろなとこ

ろがすごくよくなって、今年度も引き続きやるということですけれども、先日の補正

予算のときに、一部大きく予算が余ってというか、そういうのがあったんですけれど

も、視察して伺ったときに、暖房便座はその予算の関係でつけられなかったというこ

とだったんですけれども、そのときも課長とお話ししたんですけれども、今、暖房便

座以外を経験した子がいないというぐらい普及していると思うんですよね。そういう

意味で、新たにそれは取り組むことができないのかどうか。その３点お願いします。 

学校教育係長  まず１点目の国際留学プログラム事業の派遣人数の関係について

お答えいたします。派遣人数の上限につきましては、１０名を予定して予算計上をし

ております。留学先の語学学校の団体での受け入れ人数が１０名程度ということや、

また、小集団で活動するということも１つの目的としておりますので、現在の人数を

上限としております。 

実績としましては、令和７年度ですけれども、１２名の方応募がありまして、面接

等を行いました。昨年度からホームステイを１家庭１名ということにしておりますの

で、やはり派遣された生徒がホームステイ先に行って、ある程度コミュニケーション

等をとれるようなことも含めて面接を行いまして、１２名のうち８名を派遣しており

ます。 

あと、発表の場につきましては、昨年度は青少年健全育成事業の中で発表を行って

おります。プログラム事業に参加した生徒の効果としましては、派遣された後に、さ

らなる英語の向上ということで、英検を上の級を受けて受かっている方もいらっしゃ

いますし、例えば３級までしか持ってなかった子が２級や準２級を受けるというよう

なことで、さらなる上の英検を目指している生徒がいるということで、そういったこ

とが効果につながっているのかなと考えております。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  図書室のさらなる活用ということでお答えを

いたします。まず、幼児、小学生、中学生、一般、それぞれの図書室の利用人数です

が、令和５年度の全体の人数が１２，８８３名となっております。そのうち幼児が１，

２３０名で、一般の方が９，３７５名となっております。令和６年度、全体が１３，

１５３名、幼児が１，４００名、大人が９，４００名ということで、令和７年度の途
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中経過もまとめておりますが、ほぼ横ばいとなっております。その中でさらなる利用

の使いやすさというところで、飲食のこともお尋ねいただきましたが、以前にお答え

のとおり、ペットボトル飲み物は可ですけれども、たまたまうちのほうは図書室とロ

ビーがＬ字でつながっている関係もありますので、ロビーで飲食をしていただくとい

うようなことで、今実際に利用者のほうも使い分けをしていただいております。配置

のほうも奥のスペースも広くありますが、基本的には読書スペースということで、静

かに本を読んでいただくような取組を継続していきたいと考えております。 

その中で、利用者のほうをいかに増やしていくかということでございますが、今、

読み聞かせサークルのほうで、図書室読み聞かせの推進ということで、いろいろなイ

ベントを開催していただいております。図書室の中では、幼児のスペースがあまり広

くありませんので、そちらのほうで多くの人を集めて、読み聞かせをするということ

は難しい状況ではございますが、２階のミーティングルームなどで、お話し会や人形

劇の集いなどをやっていただいております。その中で例えば、読み聞かせサークルの

演じていただいた劇の絵本を紹介して、そのまま図書室のほうに誘導するというよう

な、そんな工夫も仕掛けながら、ぽろろ図書室を活用したぽろろ全体の利用促進のほ

うにつなげていきたいと考えてございます。 

また、読み終わった本の活用ということで、御指摘のとおり、町民の皆さんからも

し御提供いただければ、読み終わった本のリサイクルブックコーナーのほうに、順次

配架させていただきますので、こちらのほうとしても、その旨のＰＲも図っていきた

いと考えてございます。以上です。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  小学校の改修の件でお答えいたします。今回

の補正で大きく余った原因といたしましては、当初予算で資材費の高騰を見込みまし

て、不落にならないような予算計上をしており、入札の結果、大きく執行残となって

しまったことです。暖房便座とウォシュレットを含めまして、今回の大規模改修業者

とも調整を行ったところ、見積りの段階で今回さらに８００万ほどかかるということ

でした。当初の計画では、学校からの要望もなかったので入ってなかったので、次期

の大規模改修で屋上防水を予定しております。そのときに、必要性を学校と協議しな

がら進めていけたらなと考えております。以上です。 

熊木委員  １点目の国際留学については分かりました。応募して、採用されなかっ

た子どもの気持ちというか、その辺は十分配慮してなのかなとは思うんですけれども、

しこりが残るというか自分が落ちたんだとかということにならないようにしていっ

てほしいなと思います。それは要望です。 

それから、図書室のことについては、ロビーを活用ということで、玄関入ってすぐ

のところロビーは、図書室から離れて、そこでということですよね。何とかそれを、

結構長い時間というか、ただ借りて選んで帰るというだけでなくて、もう少し図書室

のところにそういうコーナーがあると、ゆっくりそこで休んで、読書してということ

につながるかなと思うんですよね。そういう意味で、確かに、静かにということであ

れですけれども、もう少し、今、読書環境というのが、いろいろなところで変わって

きていると思うので、その辺をもう少し柔軟に考えてほしいなと思いますので、要望
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も含めてもし、考えがあれば伺います。 

それから、さっき言い忘れたんですけれども、先日も記事とかいろいろ読んでいた

ら、図書館に便利グッズというか、老眼鏡とかそういうのは借りるところには３本ぐ

らい立ててあるんですけれども、ペーパーウエイトとか本を読んだりするときに、便

利なものを結構置いて、御自由にお使いくださいってやっている図書館とかもあるん

ですよね。そういう意味ではその要望をお聞きしながら、大きな予算がかかるもので

はないと思うので、そういうのもそろえていくような形にすると、さらに図書室の利

用というのが深くなるのではないかなと思うので、その辺もぜひ検討してほしいと思

います。それから、読み終わった図書については、今説明を受けたので分かりました。 

あともう１点、ウォシュレット、暖房便座、それが次の計画というか、この令和８

年度に実施するということではなくて、その次の計画ということですね。それは学校

とも協議して、やはり子どもたちが学校と家庭との違和感というか、生活リズムの関

係でもトイレってやはりすごく大きなウエイトを占めると思うので、それはぜひ現代

に合うような形でやってほしいなと思いますので、それは答弁要りません。 

生涯学習課長  １点目の国際留学の関係ですが、本来であれば、応募されたお子さ

ん全員連れていきたいというのはやまやまなんですが、やはりある程度の一定の英語

力のレベルを保っていないと、過去にですね、実際に現地に行って、ホームステイ先

でコミュニケーションがとれなくて、ホームステイ先を変わってしまったというよう

な生徒もこれまでいたんです。実際その生徒さんも大変不安な思いしたのではないか

なと考えていますので、その部分については、しっかりと面接官、中学校の英語の教

師と英語指導助手のほうで見ていただいて判定をしていただいています。実際に不合

格となった生徒さんも、その後自分でまた勉強し直して、次の年にもう１度応募して、

合格して行ったというような生徒さんもいますので、そういう形のそういう方向につ

ながってくれればなと考えております。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  図書室の利用の拡大ということでお答えをい

たします。確かに御指摘のとおり、図書スペースとロビーは離れておりますので、軽

食を取るためには移動を伴います。私どもぽろろのほうの全体として、ロビーのほう

もさらに活用したいなと考えておりまして、サークル活動や生涯学習活動の情報発信

の場として、ロビー自体も活用していきたいなと考えております。その中で、図書を

読みながら飲食というところは、やはり音やにおいも出ますので、そちらのほうは、

静かに読書したいという方も多くいらっしゃると思いますので、そちらは慎重に考え

ていきたいと考えております。ただ、パソコンを使えるように電源を整備したり、Ｗ

ｉ－Ｆｉの環境も整えておりますので、そちらのほうでは、図書室の中でゆっくり過

ごしていただくような環境は徐々に整ってきているのかなと考えているところでご

ざいます。また、便利グッズ、ペーパーウエイトや眼鏡など、そちらのほうも、場合

によってはアンケートなどもとりながら、どうしても私たちの想像以外のところでこ

ういうものがあればというところは、利用者のほうの声を聞かないと分からないとこ

ろもありますので、そちらについては積極的に利用者の意見を聞いていきたいと考え

ております。以上です。 
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家塚委員長  ほかにありませんか。 

星委員  何点か質問あるんですけれども、まず２点ほど、ちょっと提案みたいな感

じになるんですが、まず高校通学助成事業について１点、住民の方が、自分の子ども

が高校行ったら駅まで送らないといけないのではないかという不安を抱えている保

護者が小学校でもいらっしゃるし、高校がないので、どうしても自分たちが町外の駅

まで送らないといけないのではないかという不安も持っている方がいるんですけれ

ども、当然バスはあるんですよね、夕鉄バスもありますし、ジェイ・アールバスもあ

るので、そのバスの時間に乗って、ＪＲに江別市からと北広島市から乗っていけば、

どのエリアの高校が乗れるんだよというのも、中学生になって進路を考える時期に、

少しお知らせできれば、保護者の方も少し安心するのかなという提案が私の中にあっ

て、バスに乗れば大方いける範囲ではあるとは思うんですけれども、何時ぐらいまで

には江別の高校、江別近辺はここ何時ぐらいまでに着く、札幌だとこの範囲だと８時

ぐらいまでには着きますよという、大くくりでいいんですけれども、あとは北広島方

面だと恵庭市の学校、千歳市の学校だと、このバスに乗れば大体通えますよというの

を、中学入学して保護者の方にちょっとお知らせできれば、なるべくバスを利用しな

がら、通学できるんだなという理解も得られるのではないかなということで、そうい

う考えがどうなのかなというところで聞きたいと思います。 

２点目ですけれど、国際留学プログラム事業、先ほど熊木委員のお話の中で、活動

をどう生かしていくかというのは理解しました。語学力向上ということで理解して、

狙いは、当然語学力、国際留学プログラムの狙いはあるので、その狙いに沿って事業

を進められているのは理解したんですが、あと、その活動をどう生かしていくかとい

うところで、今後私たちは、外国人との共生社会というのに向き合わなければいけな

い時が来るのかなというところを、今、私たち感じているんですが、当然外国人との

共生にあたって、語学もそうですし文化も違いますから、そういう人たちと生活をす

る上で、私たち住民が意識して暮らしていくことと、子どもたちが留学して経験した

ことを共有、文化の違いをこう感じたとか、語学の必要性を感じたとか、私たちが今

後、外国人を理解をする何かにつなげられればいいかなという、やってほしいという

ことよりも、そういう考えはあるかどうかというところで聞きたいと思います。 

３点目が、教育振興経費で児童の健康診断をされていると思うんですけれども、不

登校の生徒に対しての対応はどういう状況か、お伺いしたいです。あと、スキー教室

とか子ども体力向上事業で、スキー教室以外にも水泳教室やっているんですが、この

２点においては、やはり慎重に、安全に、どうしてもスキーとか水泳って何かあった

ときのけがとか事故が大きいことが予想されるので、指導者の確保というのは、やは

り大事かなと思っているんですが、指導者の確保がなかなか難しい状況なのか、確保

できていればいいんですけれど、もし確保できないとなった場合どういう対応を考え

ているのかお知らせください。あと、部活動地域移行連携協議会、これ７年度は予算

書の中に入っていたんですけれど、８年度は入っていないので、状況をお伺いします。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  まず、１点目の通学費の関係ですけれども、

現在本町における高校通学について、生徒や保護者が進学先を検討する際に、参考と
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なるような情報提供は行っていない状況となっております。町といたしましても、今

後、中学校を通じた進路指導の中で、情報共有ができれば、そのような形で図ってい

きたいとも考えますが、あくまでも、学力により、高校は各自選択するものという考

えがございますので、その分十分注意しながら、今後検討していきたいと思います。 

また、３点目の児童生徒健康診断につきまして、私のほうから回答させていただき

ます。不登校となっている児童生徒の健康診断につきましては、学校保健安全法に基

づきまして、原則として学校で実施している健康診断の機会に、受診できるような案

内は行っております。ただ、不登校の状況にある児童生徒につきましては、登校が難

しい場合があります。そのことから保護者と連絡をとりながら、受診可能な時間帯を

調整はするんですけれども、個々の状況がございまして、実際問題、受診できていな

い状況となっております。不登校児童生徒の支援に係る情報提供としまして、安否確

認をその子たちには月１回、北海道教育委員会に報告する義務が今ございますので、

その際は、担任を通じて保護者に連絡を行い、状況は確認している状況となっており

ます。以上です。 

学校教育係長  ２点目の国際留学の関係ですけれども、まず留学を経験することは、

共生社会の土台となる異文化理解や交流活動、また、地域住民の外国人理解活動に大

きく貢献すると考えております。語学力の向上だけでなく、多様な価値観を理解して

国際的な視野を広げる貴重な機会となっており、留学先の語学学校では、様々な国の

生徒たちがいますので、異なる文化や価値観を持つ外国人との交流を行うことが現在

できております。また、ホームステイを行うことによって、語学力の向上だけでなく

て、異なる価値観や習慣を肌で感じることができております。小学生においては、現

在、任用しております外国語指導助手のＡＬＴが５、６年生の英語授業に関わりまし

て、生徒の外国語に触れる体験を通じて、文化の理解や興味関心を育んで、国際理解

の基礎を培っておりますので、今後も現状の事業を行うことによって交流活動や理解

活動につなげていきたいと考えております。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  スキー教室などの指導体制についてお答えい

たします。どのスポーツ教室も余裕のある状態で指導しているわけではございません。

特に指導者の確保という部分については、社会教育の事業全般として、安定的に継続

的に実施する上で非常に重要なポイントであると考えております。スキー教室につき

ましては、スキー連盟に所属する指導経験のある方が１０名程度、水泳教室につきま

しては、これまで水泳教室の指導経験がある方が６名程度で、教室を運営しておりま

す。その中で足りているのか足りてないのかというところですが、現状、令和７年度

は、その指導体制のもと、何とか実施をしております。その中で今後、生涯学習サポ

ーター登録制度というものがございますので、それは全体的な社会教育の事業に対し

て御協力をいただける方というような御案内でしたが、今後の想定も含めて、より具

体的でピンポイントな募集も必要だと考えております。例えば、スキーの指導資格を

持っている方、水泳教室の指導を過去に経験した方というようなことで、出口の事業

を見据えた指導人材の確保ということで、今後もより情報提供に努めていきたいと考

えているところでございます。 
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もう１点、部活動の地域連携協議会の状況ということでございます。今年度、２回

の会議を行っております。また、別の会議体ではございますが、スポーツ少年団本部

でも、部活動地域展開に関わる情報共有と協議を行っているところでございます。そ

の中で、これまでの経過の中で、当町といたしましては、これまで盛んに活動されて

いたスポーツ少年団、こちらのほうを地域展開の活動の受け皿として、運営体制を整

備していこうという方向性が示されたところでございます。その中で、今まではクラ

ブ化、そして部活動の継続ということで２択だったんですが、地域クラブに移行する

そのプロセスの中で、拠点校型部活動という考え方も非常に有効な選択肢の１つであ

るということで、次年度からサッカー部、そして女子バスケットボール部が拠点校型

部活動の実施を予定しているところでございます。その中で、全ての運動系の部活動

におきまして、クラブ化、拠点校型、そして少年団との連携という３つの選択肢の中

で、いずれも連携がとれた状態になっており、方向性も示されているところでありま

すので、地域連携協議会におきましては、一定の役割を終えたものとして、令和８年

度は閉会をするということでございます。その中で、スポーツ少年団本部のほうが、

中学校部活動と連携しながら、今後の協議の母体となっていきたいと考えております。

以上です。 

星委員  ありがとうございます。高校通学においては、当然学力というか、そうい

うものが中心となって、バスが中心となっていくわけではないので、当然、子どもた

ちの行く進路、それは当然優先されていくべきだと思いますし、ただ、バスもありま

す。その中で、選択できる学校があれば、そういうものを有効に公共交通も活用して

いただきたいなと思いますので、その辺バランス取りながら、うまく安心して町外の

学校に通えるようにお願いしたいと思います。再質問はありません。 

あと、国際留学プログラムですが、子どもたちが外国文化を理解する、語学を経験

する、外国に行って、実際見て感じてというところではすごく充実していると思いま

す。今後、私たち世代が必要なのが、どうしても外国文化を理解するというところで、

何か子どもたちのこの体験を聞いたり、そして、自分たちが認識していかないといけ

ないこともあるかなというところで、ちょっとリンクしながら、何かまた活動をどう

にか町民に対して生かしていけないかなと思って提案したんですけれども、まずはそ

うですね、子どもたちの活動を十分に次のステップにつなげていただきたいと思いま

す。これは今、すぐ結果が出る話ではないので、何かつなげていくことはないかなと

いうのは今後も模索して、一緒に考えていければいいなと思っていますので、再質問

はありません。 

不登校の子どもに対してですが、やはり心身の健康がどういう状態なのかというの

も１つの懸念される部分だと思います。安否も当然そうですし、健康で日々過ごして

いることができているのかというところで、１つのバロメーターとして健康診断は大

事なんですが、学校に来られる状況ではなければ、当然時間をずらしても難しいと思

うんですけれど、例えば、町立病院に行ってということは可能かどうか１点伺いたい

と思います。 

あと、スキー教室等の確保についてですけれども、こちらもやはりけがなく活動を
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終えることがまず第１かなと思っていますので、常に社会教育事業の携わっている方

と連携しながら、どういう体制、どういう人数がベストなのかというところで情報共

有を常にこうされている機会を設けているのかというところで、１点質問したいです。 

部活動地域移行連携協議会に関しては理解したので大丈夫です。２点だけお願いし

ます。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  学校健診の不登校に対する質問ですけれども、

学校で行う内科検診や耳鼻科検診、眼科検診などは毎年行っているんですけれども、

心電図検診につきましては、毎年ではない検査となっております。こちらにつきまし

ては、後日の町立病院での日程調整で受診することは可能ということで、各家庭との

調整は行っている状況です。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  スキー教室などの指導体制ということでござ

います。こちらは、事業をサポートしていただいている指導者ももちろんですが、ス

ポーツ指導員が専属でおりますので、その者と適宜報告、相談をしながら進めている

ところでございます。その中で、先ほども申し上げましたが、十分指導者が確保され

ているという状況ではないということは現状として押さえておりますので、生涯学習

サポーター制度をさらに活用して、並行してピンポイントで、指導資格、指導経験と

いうものもあわせ持った指導人材を確保していくように、今後もさらに情報提供と人

材発掘に努めていきたいと考えております。以上です。 

星委員  不登校児に関しては、寄り添っていただきたいなと思います。 

それと、スキー教室等も安全にできるように進めていただきたいということで、質

問はありません。 

西股委員  私から１点、３月の広報を見ると、小中一貫の関係について、かなり詳

しく載せていたんですが、保護者のほうでどれだけ理解されているのかなと。１年と

いうか、ある程度経過した中でああいうように出てくるということになってくると、

理解されてない方が結構いるのかなと思うのですが、我々が見ている中でも、小学校、

中学校２つ分かれていますので、その中で教員だけの、中身になって、一貫でやって

いるんだという形にしか見えないのですが、そこを保護者は理解されているのかどう

かというところをお聞きしたいと思います。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  小中一貫教育につきましては、令和６年度１

年間を周知期間として、今年度の令和７年度から本格的にスタートしております。こ

れまでも、学校だよりだったり先ほどおっしゃられました広報３月号を通じて制度の

目的であったり、取組内容について、保護者への周知を図ってきました。本町は小学

校と中学校それぞれの校舎で教育活動を行う校舎分離型を採用しております。学習や

生活指導の連続性を高めるために、音楽の授業交流だったり、教職員のレベルアップ

を目的とした合同研修、そして次年度の導入予定のＡＩ搭載の学習支援アプリも、今

回、小中学校の先生方を中心に対象のアプリを選定行っております。保護者の理解度

としましては、特にアンケートはとっているわけではないですけれども、発達段階に

応じた教育環境を維持しながら、小中学校の連携を強化する取組として、一定の理解

はいただいているものと教育委員会では認識しております。引き続き、子どもたちの
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成長を継続的に支える教育の場の提供に努めるように考えております。以上です。 

西股委員  分かりました。よろしくお願いします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

高橋委員  通告がないので申し訳ないんですけれども、ＡＩドリルアプリ導入事業、

学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業ですか。いつも社会毒の話で申し訳ない

んですけれど、電磁波対策とかそういうのというのは何か考えているところがあるの

か、これ１つ目ですね。 

もう１つが、学校給食無償化事業で、僕がちょっと覚えてなかっただけなのかもし

れないですけれど、これって全国の自治体が生徒１人に対して幾らと決められている

金額ですか。それとも、そこによって金額が変わるのかという質問なんですけれど。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  １点目のＡＩドリルの電磁波対策ですけれど

も、現状と同じタブレットを使って、スマイルネクストからミライシードに変わると

いうシステム移行だけですので、特に電磁波対策ということは考えておりません。以

上です。 

学校給食センター主幹  給食費の無償化についてですが、こちらについては、昨年

１２月の政府与党、自民党、公明党、日本維新の会の合意に基づく実行になりまして、

対象については小学校で月額５，２００円掛ける１１か月分、年間５万７，２００円。

あくまで対象としては小学校のみとなります。こちらを南幌町でいうと、年間２００

食なので、２００食で割った場合、１食２８６円となります。これは、５万７，２０

０円というのが全国一律になります。南幌町については、１食換算にしたら２８６円

ですので、その差額分を町で助成しますよという形になります。中学校については、

この機会に合わせて全額助成、今年度までは２分の１の助成でしたが、来年度以降は

全額助成という形で、実質小学校、中学校給食の無償化を行うという形になります。

以上です。 

高橋委員  給食費については分かりました。ありがとうございます。 

電磁波のほうですけれど、今後というかＩＣＴ教育というんでしょうかね。これを

やるに至って、小学生とかも中学生もそうなのかな、やはりその電磁波にさらされる

時間というのは当然多くなるのかなというところもありますし、このスマホ、タブレ

ットというのは、ある大学の調査とかでも、やはりスマホとかに触れた後に運動する

と、そのボディーバランスが崩れるので、例えば、数値とかタイムとかそういうもの

が下がるという、運動能力が下がるということもあって、実はそのあとに、持ち続け

ることによって慣れてくるという調査みたいなのももちろんあるんですけれども、あ

と、例えば、画面を見るので、ブルーライトカットグラスみたいなものを付けたほう

が、目の視力の低下とか軽減にもつながるのかなという推奨とか、そういうのもあっ

てもいいのかなという、なぜこれを言いたいかというと、こういう電磁波対策とかを

している自治体ってやはり今すごく日本では少ないですけれども、僕自治体ってこう

いう何ていうかな、すごいセンシティブな部分ですけれど、こういう細かいところ、

そういうところにちょっと気を使えば使うほど、親の安心感とかにつながるのかなと

いうところで、南幌町も今注目されていますから、ちょっとこういうところも少し特
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徴としては、何かあったらいいのかなというところでしょうか。何かあればお願いし

ます。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  クロームブック等の電磁波対策については、

現在南幌町で行っていないんですけれども、今おっしゃったとおり、電磁波による影

響は少なからずあるというのは、近隣の自治体等も含めまして必要性が出てきたとき

には対応しなければならないと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

それでは、職員の入れ替えがありますので、暫時休憩します。 

 

（午前１０時４０分） 

（午前１０時４４分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開します。 

審査順序の１３番目、第８款消防費について審査を行います。それでは説明をお願

いします。 

総務課長  それでは、予算書の１１４ページをお開きください。下段になります。 

８款１項１目消防費、本年度予算額３億２，０２０万円。ここでは、次ページにか

けて、南空知消防組合負担金事業として、本部費並びに南幌支署費、消防団費、支署

施設費に係る一切の負担金を計上しています。予算書の１５７ページをごらん願いま

す。 

消防費に関する明細書でございます。 

歳入では、各事業に係る充当財源として、消防水利整備事業に３３０万円、南幌支

署改修事業に１，４４０万円、高機能消防指令センター共同運用整備事業に３，５２

０万円の起債借り入れを計上しています。 

次に、１５８ページ、歳出では、説明欄、消防組合本部運営助成事業として、６，

２４９万９，０００円。本部運営に係る経費について、構成４町がそれぞれ負担する

もので、前年度との相違点は、南空知管内５消防本部による、高機能消防指令センタ

ー共同運用整備事業に伴い、４，０６４万６，０００円の増額となっています。 

次に、消防南幌支署運営事業として、２億２，１４４万４，０００円。１６１ペー

ジ上段にかけまして、支署職員２３名分の人件費や活動費、庁舎並びに車両の維持管

理経費、各種負担金などを計上しています。 

次に、南幌消防団運営事業として、２，１８１万４，０００円。次ページにかけて、

団員８８名分の報酬、共済費、費用弁償、被服代などを計上しています。 

次に、施設・資機材更新事業として、１，４４４万３，０００円。南幌支署庁舎に

係る、空調設備の改修経費を計上しています。以上です。 

家塚委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

次に、審査順序１４番目、第１０款公債費及び１５番目、第１１款予備費について
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審査を行います。それでは、説明をお願いします。 

総務課長  それでは、予算書の１４１ページをお開きください。 

１０款１項１目元金、本年度予算額６億８，７５０万１，０００円。地方債元金の

償還で、前年度と比較して５，６５４万円の増額となっています。 

次に、２目利子、本年度予算額６，７２９万９，０００円。地方債償還利子のほか、

一時借入金及び基金繰替運用に係るそれぞれの利子を計上しています。 

続きまして、１１款１項１目予備費、前年度と同額の１００万円を計上しています。

以上です。 

家塚委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

職員の入れ替えがありますので、１１時５分まで休憩をします。 

 

（午前１０時４８分） 

（午前１１時 ２分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

審査順序１６番目、一般会計歳入の第１款町税について説明をお願いいたします。 

税務課長  それでは、予算書１５ページをお開きください。 

１款町税１項１目個人、本年度予算額４億２６７万４，０００円。１節現年課税分、

４億１５０万１，０００円。均等割は、納税義務者数３，９５６人を見込み、１人当

たり３，０００円で、１，１７７万３，０００円。所得割は、３億８，９７２万８，

０００円。収納率は９９．２％で計上しています。２節滞納繰越分、１１７万３，０

００円、繰越見込額に収納率１０％で計上しています。 

 ２目法人、本年度予算額４，５１８万７，０００円。１節現年課税分、４，５１４

万９，０００円。均等割は２４６法人を見込み２，５８９万２，０００円、法人税割

は１，９２５万７，０００円、収納率はいずれも９９％で計上しています。２節滞納

繰越分、３万８，０００円、繰越見込額に収納率１０％で計上しています。 

 次に、２項１目固定資産税、本年度予算額３億７，６５５万３，０００円。１節現

年課税分、３億７，５８４万３，０００円。土地は、住宅用地特例件数の増加による

課税標準の減で６，９５５万円。家屋は、新築住宅増加により課税客体の増加を見込

み２億２，４０７万円。償却資産については、８，２２２万３，０００円、収納率は、

９９．２％で計上しています。２節滞納繰越分７１万円、繰越見込額に収納率１０％

で計上しています。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額１６５万７，０００円。北海道が

所有する学校公宅、道営住宅などの土地・家屋と北海道森林管理局所有の防風林敷地

に係る価格により計上しています。次ページにまいります。 

３項１目環境性能割、本年度予算額３４万４，０００円。 

２目種別割、本年度予算額２，７９２万２，０００円。１節現年課税分、２，７９

２万円。原動機付自転車４７万円、軽自動車２，４４８万１，０００円、小型特殊自
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動車２９６万９，０００円、収納率は９９％で計上しています。２節滞納繰越分、２，

０００円、実績を考慮し計上しています。 

 次に、４項１目町たばこ税、本年度予算額６，３８１万７，０００円。 

次に、５項１目入湯税、本年度予算額１，７０１万２，０００円。前年度実績見込

により計上しています。以上です。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  予算資料３０ページですけれども、町税の内訳と推移というところですが、

町税が大きく１０％ほど上がって、７年度より上がって計上されているんですけれど

も、どのような点を見込んでこの計上になったのか、お伺いしたいです。 

課税係長  ただいまの星委員の御質問にお答えいたします。８年度につきましては、

主に個人住民税と固定資産税の増額が大きな要因となっております。個人住民税につ

いては、７年度の所得をベースに積算しておりまして、６年度から７年度、所得が増

えたことにより住民税も増額となったことから、増額で見込んでおります。固定資産

税につきましては、現在新築家屋がかなり建っておりまして、そちらの部分の増額を

見込んで、町税全体として増額となった予算となっております。以上です。 

星委員  税収入は、財政運営の基盤みたいなところもあって大事なところだと思う

ので、増えたということはうれしいことではあるんですが、前回の決算でも、滞納繰

越分が１１０万程度で計上されていて、収納率の１０％で出されているんですけれど

も、決算のときも大分頑張ってこの滞納繰越分を何とか数字を減らそうというか、な

るべく回収しようと、努力されたというのが決算でも印象強かったんですが、８年度

でも何か対策を講じているのか、何かあればお伺いしたいです。 

収納対策係主査  ただいまいただいた質問にお答えいたします。対策といたしまし

ては、例年どおりですけれども、こちらから催告書等で納付を催促する方につきまし

ては、通常どおり文書だとか電話で催告を行いますが、それでも納付のない方につき

ましては、法に基づきまして滞納処分といった形で差し押え等を行っていきまして、

公平性も含めてそのような対策を引き続き行っていくような所存でございます。以上

です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  今の町税の関係で、昨年の所得を加味しながら、今年度の計画を組んだ

ということだったんですが、農業所得、去年は異常なほど高かったんですが、今年度

はああいうような形はちょっと見込まれないのかなというような感じはしているん

ですが、ウエイトとしてどのくらいを見込んでいるのかなと思います。ちょっとその

点お聞かせ願います。 

課税係長  ただいまの西股委員の御質問にお答えいたします。個人住民税の中で、

農業所得につきましては、全体の大体１６．４％ほどの割合を持っておりまして、そ

の中で、６年度と７年度の伸びを見込んで計上している状況でございます。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  通告していなくて申し訳ないんですけれども、歳入の町税の関係ですけ

れども、法人町民税の減額、それから環境性能割とか種別割、それからたばこ税とい
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うのが減額で今回予算上がっているんですけれど、何か特別な理由があったのか、そ

の辺を教えていただきたいんですけれども。 

課税係長  ただいまの細川委員の御質問にお答えいたします。まず、法人税の減額

で見込んでいる要因ですけれども、法人税は、会社の業績によってかなり増減がある

部分もありまして、７年度の法人町民税の見込みで、８年度は減額計上となったとこ

ろでございます。 

次に、環境性能割ですが、環境性能割は令和８年の３月までで廃止となることが決

定いたしまして、８年度で見込んでいるのは、令和８年２月、３月に購入した軽自動

車税に係る環境性能割ということで見込んでおりまして、こちらが減額となった要因

となっております。種別割につきましては、台数の減で減少を見込んでおります。た

ばこ税につきましては、７年度のたばこ税が見込みよりも少ない形で納付されている

状況がありまして、８年度は減額で見込んでおります。以上です。 

細川委員  ありがとうございます。一応、実績とあと法律の関係で廃止になった部

分で減額という解釈でよろしいですか。それでは大丈夫です。ありがとうございます。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了いたします。 

それでは、職員の入れ替えがありますので、暫時休憩します。 

 

（午前１１時１５分） 

（午前１１時１７分） 

 

家塚委員長  それでは、審査順序１６番目、２款地方譲与税から、２２款町債につ

いて説明をお願いします。 

総務課長  それでは、予算書の１７ページをお開きください。 

 ２款１項１目地方揮発油譲与税、本年度予算額２，２００万円。国税として揮発油

に課税された地方揮発油税の一定割合分が譲与されるものです。 

２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額６，８００万円。国税として徴収される

自動車重量税の一定割合分が譲与されるものです。 

３項１目森林環境譲与税、本年度予算額１００万円。国税として徴収される森林環

境税の一定割合分が譲与されるものです。 

３款１項１目利子割交付金、本年度予算額１００万円。北海道に納付された利子割

額のうち、一定割合分が交付されるものです。 

次に、１８ページ、４款１項１目配当割交付金、本年度予算額３００万円。上場株

式などの配当に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額３００万円。上場株式などの

譲渡所得に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

６款１項１目法人事業税交付金、本年度予算額１，３００万円。北海道に納付され

た法人事業税の一定割合分が交付されるものです。 

７款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額１億９，０００万円。消費税１０％
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のうち２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市町村に交付されるものです。 

次に、１９ページ、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、本年度予算額５００万円。

リバーサイドゴルフ場利用税の７０％が交付されるものです。 

９款１項１目環境性能割交付金、本年度予算額１，０００円。北海道に納付された

自動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものですが、令和８年度の税制

改正により、環境性能割が廃止されることから科目設定とするものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、本年度予算額２，１３９万６，０００円。減税の

影響による地方の減収分を補てんすることを目的に交付されるもので、９款の自動車

税環境性能割の減収分が増額となっています。 

１１款１項１目地方交付税、本年度予算額３０億８，０００万円。内訳は、普通交

付税２６億４，０００万円、特別交付税４億４，０００万円。前年度と比較して、２

億９，０００万円の増額計上となっており、普通交付税は国の地方財政計画を勘案し、

また、特別交付税は近年の実績を考慮し計上しています。 

 次に、２０ページ、１２款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額８０万

円。交通違反の反則金を原資に、一定割合分を交通安全施設整備のために交付される

ものです。 

次に、１３款１項１目農林水産業費分担金、本年度予算額５７万４，０００円。１

節農業費分担金では、排水路整備等に係る分担金を計上しています。 

次に、２項１目民生費負担金、本年度予算額１，５０９万６，０００円。１節では

高齢者保護措置費用徴収金、２節では学童保育料、３節では保育所保育料、４節では

滞納繰越分をそれぞれ計上しています。 

２１ページ、２目衛生費負担金、本年度予算額３３１万円。長幌第２浄水場改築事

業に係る一般会計出資債利子の長幌上水道企業団負担分を計上しています。 

３目土木費負担金、本年度予算額２，０４７万１，０００円。１節では南６線道路

維持費負担金、２節では準工業用地等整備事業に係る北海道住宅供給公社からの負担

金を計上しています。 

１４款１項１目衛生使用料、本年度予算額２２８万３，０００円。１節では墓地の

使用料及び管理料、２節では保健福祉総合センター使用料を計上しています。 

２目農林水産業使用料、本年度予算額２０万円。ふれあい館使用料を計上していま

す。 

３目商工使用料、本年度予算額２４万円。ふるさと物産館使用料を計上しています。 

４目土木使用料、本年度予算額２，８２９万８，０００円。１節では道路占用料、

２節では普通河川占用料、３節では公営住宅及び子育て支援住宅使用料、次ページ、

４節では滞納繰越分をそれぞれ計上しています。 

５目教育使用料、本年度予算額８０万７，０００円。１節では生涯学習センター使

用料、２節では学校開放使用料を計上しています。 

次に、２項１目総務手数料、本年度予算額４６４万８，０００円。戸籍や住民票な

どの証明手数料です。 

２目衛生手数料、本年度予算額２９万１，０００円。畜犬登録及び狂犬病予防注射
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などの手数料です。 

３目農林水産業手数料、本年度予算額５万９，０００円。営農証明などの手数料で

す。次ページにまいります。 

１５款国庫支出金につきましては、歳出でそれぞれ説明いたしました事業について、

法令等に基づいた国の負担割合相当分に係る負担金、補助金、委託金が主なものです

ので、項目のみを中心に説明をさせていただきます。 

１項１目民生費国庫負担金、本年度予算額６億２，２１２万９，０００円。１節で

は国民健康保険基盤安定等の負担金、２節では自立支援医療給付費負担金、３節では

障がい者自立支援給付費負担金、４節では介護保険低所得者保険料軽減負担金、５節

では養育医療給付費負担金、６節では障がい児施設措置費給付費等負担金、７節では

児童手当負担金、８節では子どものための教育・保育給付費等の負担金をそれぞれ計

上しています。次ページにまいります。 

２項１目総務費国庫補助金、本年度予算額５６７万９，０００円。１節ではデジタ

ル基盤改革支援補助金、２節ではマイナンバーカード交付事務費補助金、社会保障・

税番号制度システム整備事業補助金を計上しています。 

２目民生費国庫補助金、本年度予算額２億４，５３８万２，０００円。１節では地

域生活支援事業費補助金、２節では子ども・子育て支援交付金、保育対策総合支援事

業費補助金のほか、認定こども園等施設整備事業に係る交付金などを計上しています。 

３目衛生費国庫補助金、本年度予算額１，７８４万８，０００円。１節では疾病予

防対策事業などの補助金、２節では循環型社会形成推進交付金を計上しています。 

 ４目土木費国庫補助金、本年度予算額２億４，１８６万３，０００円。１節では準

工業用地等整備事業を含む道路事業に係る社会資本整備総合交付金、道路メンテナン

ス事業補助金、２節では都市公園・緑地等事業に係る社会資本整備総合交付金、次ペ

ージ、３節では地域住宅計画事業に係る社会資本整備総合交付金を計上しています。 

 ５目教育費国庫補助金、本年度予算額１，８８１万３，０００円。１節ではＧＩＧ

Ａスクールにおけるパソコン整備に係る補助金、２節では小学校特別支援教育就学奨

励費補助金、３節では中学校特別支援教育就学奨励費補助金をそれぞれ計上していま

す。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額２３万５，０００円。１節では自衛隊

募集事務委託金、２節では中長期在留者住居地届出等事務委託金を計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額２１２万４，０００円。１節では国民年金事務費

交付金、２節では特別児童扶養手当事務取扱委託金を計上しています。次ページにま

いります。 

１６款道支出金につきましても、国庫支出金と同様に法令等に基づいた事務事業に

対する道からの負担金、補助金、委託金が主なものですので、項目のみを中心に説明

させていただきます。 

１項１目民生費道負担金、本年度予算額３億１，２７４万７，０００円。１節社会

福祉費道負担金から、１０節児童福祉費道負担金までの内容につきましては、それぞ

れ説明欄に記載のとおりでございます。次ページにまいります。 
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２目土木費道負担金、本年度予算額４１０万４，０００円。道営住宅管理費負担金

を計上しています。 

２項１目総務費道補助金、本年度予算額１９９万４，０００円。北海道権限移譲事

務交付金、土地利用規制等対策事業交付金などを計上しています。 

２目民生費道補助金、本年度予算額５，６９６万６，０００円。１節障がい者福祉

費道補助金から、次ページにかけまして、６節児童福祉費道補助金までの内容につき

ましては、それぞれ説明欄に記載のとおりでございます。 

３目衛生費道補助金、本年度予算額６６２万３，０００円。疾病予防対策事業費等

補助金、北海道不妊治療等助成事業補助金などを計上しています。 

４目農林水産業費道補助金、本年度予算額５億６，３５０万４，０００円。内容に

つきましては、農業委員会活動促進事業交付金から、水利施設等保全高度化事業補助

金まで、それぞれ記載のとおりでございます。 

 ５目教育費道補助金、本年度予算額２，５８７万９，０００円。１節では放課後子

どもプラン推進事業費補助金などを計上しています。２節では小学校の学校給食費の

負担軽減補助金を計上しています。次ページにまいります。 

３項１目総務費委託金、本年度予算額１，７３７万６，０００円。１節では道税徴

収委託金、２節では経済センサス委託金、学校基本調査委託金、３節では知事道議選

挙費委託金を計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額１万円。人口動態調査委託金を計上しています。 

３目土木費委託金、本年度予算額１７万７，０００円。１節及び２節について、そ

れぞれ説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、１７款１項１目財産貸付収入、本年度予算額２，７０１万２，０００円。１

節では土地貸付料として町有地３２件、工業団地２件分を、建物貸付料は教職員住宅

や移住体験住宅分などを見込み計上しています。次ページにまいります。２節では光

ファイバ整備に伴い、ＮＴＴからの貸付収入を見込み計上しています。 

２目利子及び配当金、本年度予算額３４７万９，０００円。各基金から生ずる利子

を計上しています。 

３目基金繰替運用収入、本年度予算額１００万７，０００円。基金等からの資金を

繰り替えての運用を見込み、計上しています。 

２項１目不動産売払収入、並びに２目物品売払収入は、科目設定のための計上です。 

次に、１８款１項１目一般寄附金、並びに２目教育費寄附金につきましても科目設

定のための計上です。次ページにまいります。 

３目ふるさと応援寄附金、本年度予算額２億円。前年度実績を考慮し計上していま

す。 

１９款１項１目財政調整基金繰入金、本年度予算額２億２，５５２万４，０００円。

本年度予算の編成にあたり、不足財源分を繰り入れるもので、前年度と比較して１，

０２８万１，０００円の減額計上となります。 

２目減債基金繰入金、本年度予算額１億９１１万９，０００円。財政調整基金と同

様に不足財源分を繰り入れるもので、前年度と比較して７７９万４，０００円の減額
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計上となります。 

３目南幌温泉ハート＆ハート基金繰入金、本年度予算額１，０８０万円。指定管理

料、町民入館料負担事業に充当するものです。 

４目ふるさと応援基金繰入金、本年度予算額１億８，６００万円。子育て支援や高

齢者支援などの寄附指定事業を中心に充当するもので、前年度と比較して３８０万円

の増額計上となります。 

５目森林環境譲与税基金繰入金、本年度予算額４２万４，０００円。地域材活用推

進事業に充当するものです。 

次の、地域福祉振興基金繰入金については皆減です。次ページにまいります。 

２０款１項１目繰越金、令和７年度会計からの繰越金で、前年度と同額の２，００

０万円を計上しています。 

 次に、２１款１項１目延滞金につきましては、科目設定です。 

 次に、２項１目町預金利子、本年度予算額５０万円。歳計現金預金利子を計上して

います。 

次に、３項１目地域総合整備資金元金収入、本年度予算額２６６万６，０００円。

町内事業者によるサービス付き高齢者向け住宅及びグループホームなどの整備事業

に対して、町が資金貸し付けを行った分割償還分で、前年度と同額を計上しています。

次ページにまいります。 

４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、本年度予算額１，１６８万１，０００

円。北海道住宅供給公社が所有する管理用地の草刈り業務などを受託するものです。 

２目後期高齢者医療広域連合受託事業収入、本年度予算額１，２５５万７，０００

円。後期高齢者医療広域連合受託事業収入、高齢者保健事業と介護予防特別調整交付

金です。 

３目土地改良事業調査受託事業収入、本年度予算額１，２７４万２，０００円。全

３地区に係る換地業務分です。 

次に、５項１目総務収入、本年度予算額２８４万３，０００円。まちづくり・人づ

くり推進交付金、地域内フィーダー系統確保維持費補助金を計上しています。 

２目民生収入、本年度予算額４６１万８，０００円。介護予防サービス計画費収入

を前年度と同額計上しています。 

３目農林水産業収入、本年度予算額９，０９９万１，０００円。内容につきまして

は、農業者年金業務委託手数料から水利施設管理負担金まで、それぞれ記載のとおり

でございます。 

４目給食費収入、本年度予算額７０８万１，０００円。次ページにかけて、１節で

は教職員分の給食費を、２節では滞納繰越分を見込み計上しています。なお、小中学

校児童生徒の給食費の無償化に伴い、１，６５６万９，０００円の減額計上となって

います。 

５目雑入、本年度予算額２，１３３万７，０００円。内容につきましては、北海道

町村会町村助成金から、次ページ、その他雑入まで記載のとおりとなっております。 

次に、２２款１項１目総務債、本年度予算額５，４８０万円。公共施設案内看板設
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置事業、情報システムセキュリティ強化対策事業などに係る起債の借り入れです。 

２目民生債、本年度予算額５，６８０万円。認定こども園等施設整備事業などに係

る起債の借り入れです。 

３目農林水産業債、本年度予算額８，９２０万円。１節では農業競争力基盤強化特

別対策事業、次ページ、２節ではふれあい館改修事業に係る起債の借り入れです。 

４目土木債、本年度予算額３億４，１１０万円。１節では町道及び橋梁長寿命化整

備、２節では準工業用地等整備事業、３節では公園施設長寿命化整備に係る起債の借

り入れです。 

５目消防債、本年度予算額５，２９０万円。１節では消防水利整備事業、２節では

南幌支署改修事業、３節では高機能消防指令センター共同運用整備事業に係る起債の

借り入れです。 

６目教育債、本年度予算額１億８，６９０万円。１節では小学校改修事業、ＧＩＧ

Ａスクールにおける学校情報機器整備事業、２節では農村環境改善センター改修事業、

３節では給食センター改修事業に係る起債の借り入れです。 

次の、衛生債については皆減です。 

以上で、歳入の説明を終わり、次に、予算書の９ページをごらん願います。 

第２表、債務負担行為でございます。基幹系システム用端末譲渡契約につきまして

は、北海道備荒資金組合備品譲渡事業を活用するためのものです。中小企業総合振興

資金利子補給は、北海道の融資制度資金借入金の利子補給分です。なお、期間及び限

度額につきましては記載のとおりでございます。次に、１０ページをごらん願います。 

第３表、地方債です。１８事業分に係る起債を予定しており、それぞれの限度額は、

先程２２款町債の中で説明した予算額と同額です。なお、起債の方法、利率及び償還

の方法につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。以上です。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

西股委員  地方交付税の関係だったんですけれども、今年も約３億円増加するとい

うことで、国の地方財政計画を踏まえた中でそういうような形になるんだということ

ですが、中身を教えていただきたいなと。それと今、転入者が増えているだとか、農

業の所得が増えたという部分で、これも地方交付税のほうに影響はあったのかどうか

っていうところを教えていただきたいと思います。 

財務係長  地方交付税の普通交付税について説明させていただきます。まず、令和

８年度の普通交付税の予算額は２６億４，０００万円計上しています。令和７年度に

つきましては、２３億６，０００万円ということで、２億８，０００万円の増額計上

とさせていただいております。主な理由につきましては、７年度の交付税に要因があ

りまして、７年度、予算額２３億６，０００万円に対しまして、実際交付税が最初の

算定で措置された金額が、約２５億４，０００万円、予算に対しまして１億８，００

０万増額ということで入ってきております。その増額となった要因につきましては、

子どもの数が増えたことで、児童手当ですとか、保育所の給付費の増加、それと小学

校の児童数や学級数が増えたことで、交付税が増えております。さらに、交付税措置

されている地方債の償還額が増えていることで、地方交付税も増えているということ
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で、そもそも７年度は予算額に対して大幅に入ってきたということがあります。さら

に、令和８年度の普通交付税につきましては、先ほど説明させていただきましたよう

に、国のほうで６．５％の伸び率を示すいうことで、さらに、令和８年度の交付税に

つきましては、令和７年度に行った国勢調査の人口をもとに算定されることになりま

す。５年前よりも、南幌町は人口増えていますので、その分交付税も増える見込みと

いった、そういった３点の要因から、前年度の予算額よりも大幅に増加した予算計上

となっているということになっております。南幌町につきましては、農業所得が増加

しているということでありますが、これに関しましては、地方交付税との因果関係は

なく影響はありません。参考までに、今後の地方交付税の見込みというところですが、

あくまでも国の地方財政計画、毎年作成するものによって大きくされるものですから、

現時点では増えるとか減るとか、そういったことは言えないんですけれども、ただ、

その国の地方財政計画が変わらないということでいけば、今回の国勢調査の人口が増

えたことで、今後もちょっとずつでありますが、増えていく見通しでありますし、ま

た、交付税措置されている地方債の償還額も今後増えていきますので、それに伴って

地方交付税措置も増えるということで、国の地方財政計画が変わらなければ、地方交

付税は今後もちょっとずつは増えていく見込みであります。説明は以上です。 

西股委員  今説明いただいたんですが、やはり人口増えてきているというか、子ど

もを中心に、子育て世代中心に人が増えたという部分のウエイトが大きかったという

ふうに受け止めたんですけれども、そういう政策というのは今後もやはりやっていか

ないとならないのかなと思っていますので、今の説明で大体分かりましたので、あり

がとうございます。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終わらせていいですか。（はいの声） 

それでは、質疑を終了いたします。 

次に、審査順序１７番目、継続費に関する調書、審査順序１８番目、債務負担行為

に関する調書及び審査順序１９番目、地方債に関する調書について説明をお願いしま

す。 

総務課長  それでは、予算書１５４ページをごらん願います。 

 継続費に関する調書です。小学校改修事業に係る継続費です。当該年度の支出予定

額を５，０８０万円とし、令和８年度で事業を完了する予定でございます。続きまし

て、１５５ページです。 

債務負担行為に関する調書です。全２０事業分となります。表下の合計欄、左が限

度額で、１億６，７９０万５，０００円。その右は令和７年度末までの支出見込額で、

１億１，９５４万３，０００円。その右は令和８年度以降の支出予定額で、４，８３

６万２，０００円となっています。続きまして、１５６ページをごらん願います。 

地方債に関する調書の説明です。全１８事業分です。左の令和６年度末現在高から、

右端の令和８年度末現在高見込額について記載しています。表下の合計欄ですが、令

和６年度末現在高は７９億５，８３２万４，０００円で、既に決算により確定をして

います。 
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次に、令和７年度末現在高見込額は、８２億８，４０４万円です。 

次に、当該年度令和８年度中増減見込みですが、起債見込みでは、１番一般公共事

業債１億２，３２０万円、５番学校教育施設整備事業債４，７３０万円、６番社会福

祉施設整備事業債１，１３０万円、８番一般補助施設整備等事業債４，５５０万円、

９番一般単独事業債２億１，０６０万円、１１番緊急防災・減災事業債１億５，６３

０万円、１３番財源対策債９，８７０万円、１７番道貸付金８，８８０万円で、その

合計は７億８，１７０万円です。その隣の令和８年度中、元金償還見込額合計は６億

８，７５０万１，０００円です。 

最後に、令和８年度末現在高見込額合計は８３億７，８２３万９，０００円で、前

年度末と比較して２億５，６１４万円の増額となっています。 

以上で、説明を終わります。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。これで午前中の審査が終わりましたので、午後１

時１５分まで休憩とします。 

 

（午前１１時４６分） 

（午後 １時１５分） 

 

家塚委員長  それでは、審査順序２０番目、病院事業会計について審査を行います。

説明をお願いします。 

町立病院事務長  令和８年度病院事業会計予算を説明いたします。説明は、要点や

前年度予算と比較して増減が大きい項目を中心とさせていただきます。あらかじめ御

了承のほどよろしくお願いいたします。初めに、予算書７ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出のうち、収入です。 

１款病院事業収益１項１目入院収益、本年度予算額３億８，６９７万３，０００円、

３７２万３，０００円の増です。入院患者数は、これまで同様、令和４年度に策定し

ました、経営強化プランの本年度目標値でございます、１日平均４２人といたしたい

ところでございますが、令和７年度の実績も踏まえて３８人とし、１人当たりの平均

単価は実績に加えて、本年度の診療報酬増額改定も見込みまして、前年度２万５，０

００円から２，９００円増の２７，９００円で計上しております。令和７年度の１月

末までの入院患者数の１日平均は２９．３人ですが、直近の２月、１か月間では３６．

０人と回復傾向ですので、この状況を維持、上向きにしたいと考えているところです。 

２目外来収益、本年度予算額１億５，１３０万円、２，６００万２，０００円の増

です。外来患者数は、令和７年度の実績が経営強化プランの目標値を上回っているこ

とを踏まえまして、外来患者を１日平均７４人、１人当たりの平均単価も入院収益同

様、実績に加えまして、本年度の診療報酬増額改定も見込み、前年度７，７４５円か

ら７３２円増の８，４７７円で計上しております。  

３目その他医業収益、本年度予算額８，９２０万７，０００円、７８９万５，００
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０円の増です。１節医業相談収益、３，３８３万３，０００円。記載はございません

が、３６３万１，０００円の増です。昨年６月からの常勤医４人体制に伴い拡充しま

した小児ワクチンをはじめとする、ワクチン接種収入に係る令和７年度の実績を踏ま

えたものです。２節その他医業収益、５，５３７万４，０００円。こちらも記載はあ

りませんが、４２６万４，０００円の増です。交付税収入のうち、救急告示分で３２

６万６，０００円、小児救急分で９２万１，０００円の増です。令和８年度の地方財

政計画における交付税措置額の増を踏まえたものでございます。８ページをお開き願

います。 

２項医業外収益、本年度予算額２億１１１万３，０００円、７５０万３，０００円

の減です。このうち、４目他会計繰入金で本年度予算額１億７，２５０万６，０００

円、５２８万４，０００円の減です。普通交付税では、基礎数値が４４床から４０床

となることから、２８８万円の減です。このほか、特別交付税でも同様に基礎数値が

４４床から４０床となることから、４５５万円程度の減となります。繰入基準によら

ない一般会計繰入金、いわゆる基準外繰入金は、経営強化プランでは本年度１，００

０万円を計画しているところでございますが、前年度予算額と同額の１，５００万円

で予算措置いたします。 

５目その他医業外収益、本年度予算額１，３３５万円、２４７万６，０００円の増

です。職員寮収入やおむつ代、町からの病児・病後児保育委託料などです。このうち

病児・病後児保育委託料は、会計年度任用職員保育士の人件費１．５人分を町立病院

予算から支出する予定ですが、保健福祉課と折半するため、この委託料に１．５人分

の半分の人件費も含めて収入とすることから、２４４万円程度の増となります。６節

長期前受金戻入、１，３１０万４，０００円、５５９万１，０００円の減です。建物

や医療機器などの減価償却に係る現金移動が伴わない帳簿上の収入でございます。７

ページにお戻り願います。 

収益的収入全体では、本年度予算額８億２，８５９万３，０００円、３，０１１万

７，０００円の増となります。続きまして、９ページをお開き願います。 

収益的支出の説明に入ります。 

１款病院事業費用１項１目給与費、本年度予算額５億２，６６５万１，０００円、

２，４８９万７，０００円の増です。主に給与改定によるものです。今年４月からの

外来診療体制につきましては、現在、医局で検討中ですが、訪問診療に関しまして、

医師４人体制になったこと、また、在宅医療ニーズの高まりを受けまして、これまで

行ってございませんでした午前の訪問診療枠を木曜、金曜の２枠設けまして、全体で

は、これまでの午後の４枠とあわせて６枠となる予定でございます。このことで、こ

れまで以上に地域に根差した医療が提供できるものと考えております。１２ページを

お開き願います。３節報酬につきましては、精査などにより当直医を含めた出張医の

報酬はやや減となりますが、この節では会計年度任用職員の報酬も計上しており、時

給単価改定に加えまして、先ほど収入で申し上げた病児・病後児保育に係る保育士の

人件費も計上していることから、記載にはございませんが５８８万５，０００円の増

となります。続きまして、１３ページをごらん願います。 
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２目材料費、本年度予算額５，０２３万円、５２０万５，０００円の増です。特に、

１節薬品費で社会経済情勢による薬品単価の上昇で、５７７万６，０００円の増とな

っております。１４ページをお開き願います。 

３目経費、本年度予算額１億９，７８３万３，０００円、６９８万３，０００円の

増です。２節報償費から２２節雑費までのうち、１６ページの１８節手数料及び１７

ページの２０節委託料は、主に人件費増による契約金額のアップにより、それぞれ２

８０万５，０００円と２６３万１，０００円の増となっておりますが、委託料では医

師の要望を受けまして、現在、町のホームページに付属してございます町立病院のホ

ームページを独自のものとして立ち上げ、運営する経費を、１９ページ下段ＷＥＢサ

イト作成として、８８万６，６００円を計上してございます。続きまして、２０ペー

ジをお開き願います。 

４目減価償却費、４，８３５万円、５２４万５，０００円の減です。２節器械備品

減価償却費で１，７８６万６，０００円、６０５万３，０００円の減です。償却対象

となります機器及び備品の減によるものでございます。９ページにお戻り願います。 

１項医業費用全体の本年度予算額、８億２，５０６万４，０００円、３，０８４万

円の増です。続きまして、２１ページをお開き願います。 

２項医業外費用、本年度予算額３２４万６，０００円、３４万７，０００円の増で

す。 

１目１節企業債利息、５０万円、３４万１，０００円の増です。借入額の増と借入

利率上昇による病院事業債借入利息の増によるものです。なお、今年１月末の現金保

有高は、定期預金３億円をあわせまして、４億７，１００万円程度となってございま

す。９ページにお戻り願います。 

上段です。収益的支出全体では、本年度予算額８億２，８４１万１，０００円、３，

１１８万７，０００円の増となります。 

以上で、収益的収入及び支出の説明を終わります。続きまして、２２ページをお開

き願います。 

資本的収入及び支出です。 

初めに、資本的収入について説明いたします。 

１款資本的収入、本年度予算額１億８，７４６万８，０００円、１億３，０６６万

１，０００円の増です。 

１項１目出資金１節一般会計出資金、２，５２４万３，０００円、２３３万９，０

００円の減です。一般会計から企業債償還元金に係る町負担分の繰入金で、償還元金

の減によるものでございます。 

２項１目１節国保会計繰入金、本年度予算額４１２万５，０００円、増減はありま

せん。国保調整交付金分で、医療機器への充当を予定してございます。内容につきま

して、この後の資本的支出で説明いたします。 

３項１目企業債、本年度予算額１億５，８１０万円、１億３，３００万円の増です。

医療機器及び病院設備整備に係る病院事業債借入分です。こちらも、内容は資本的支

出で説明いたします。２３ページをごらん願います。 
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資本的支出について説明いたします。 

１款資本的支出、本年度予算額２億２２３万６，０００円、１億３，１５３万７，

０００円の増です。 

１項建設改良費１目固定資産購入費１節器械及び備品購入費、本年度予算額１，５

７１万２，０００円、９９８万４，０００円の減です。説明欄をごらんいただきたい

と思います。一番上の病棟モニターシステムは、導入から１０年経過した昨年途中に

故障しまして、その後リースで対応していましたが、中長期的には購入した方が割安

と判断しまして、本年度当初予算で購入を予定するものでございます。なお、財源に

つきましては、先ほど申し上げました国保調整交付金のほか、残りにつきましては病

院事業債の充当を予定してございます。 

一番下の公用車です。現在、訪問診療車は町民からいただきました御寄附により、

令和３年に前輪駆動車１台を購入して活用してございますが、今シーズンの大雪の際

に、除雪されていない高齢の患者さん地先でスタックした経緯などから、医師より４

輪駆動車の購入要望がありました。また、先ほど申し上げましたとおり、４月以降、

訪問診療枠を拡充する予定などを踏まえまして、新たに訪問車１台の購入を計画する

ものでございます。この車両購入の財源につきましても、病院事業債を予定してござ

います。 

２目病院整備事業費１節工事請負費、本年度予算額１億４，８６６万円、１億４，

５０３万円の増です。説明欄をごらんいただきたいと思います。一番上の照明設備改

修８，６４６万円、町立病院の照明をＬＥＤに切り替える工事でございます。蛍光灯

につきましては、主要メーカーが来年９月までに製造を中止すること、また、切り替

えによりまして電気料の節減につながることから、令和８年度中の工事を予定するも

のでございます。 

空調設備改修、５，５０８万２，５００円。空調や電気設備などの機能を集約して

監視する装置でございます中央監視システムは、耐用年数が大幅に過ぎまして、現行

モデルも既に製造中止となっていることから、不具合が生じた場合、修理できず、患

者さんを含めまして院内に与える影響が大きくなります。そこで、令和８年度中の更

新を予定するものでございます。これら２つを含めまして、令和５年度から設備や機

器の改修、更新に向けて、現在の町立病院の設計業者と施工業者、都市整備課建築士、

そして我々事務で協議、検討を重ねてきましたが、令和７年度決算がある程度見えて

きた段階で、令和８年度に改修、更新を予定しているもの以外の設備、機器も含めま

して、将来的な町立病院の整備の方向性を説明させていただきたいと考えているとこ

ろです。 

３つ目、地下タンク改修、５９８万４，０００円。設置から４０年以上経過した重

油用の地下タンクは、消防法により内面ライニングなどの施工が義務付けられており

ますけれども、その対応となります。 

一番下の高圧進相コンデンサー機器更新、１１３万３，０００円。高圧進相コンデ

ンサーは高圧受電設備に使用される機器でございますが、点検の結果、劣化が確認さ

れたことから、令和８年度に更新を予定するものでございます。これらの財源につき
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ましても、病院事業債の借り入れ、充当を予定しています。 

２項１目１節企業債償還金、３，７８６万４，０００円、３５０万９，０００円の

減、過年度投資分の償還元金でございます。２４ページをお開き願います。 

このページから３２ページにかけましては、給与費明細書ですが、概要説明とさせ

ていただきますので、御了承願います。  

２４ページは、職員数や職員給与費などにおける令和８年度と前年度の比較増減を

示した総括表となります。 

２５ページは、会計年度任用職員以外の職員に係る職員数や給料などについて、２

６ページは、会計年度任用職員に係る職員数や報酬などについて、それぞれ前年度と

の比較増減を示してございます。 

２７ページ及び２８ページは、給料及び手当の増減額の明細、２９ページから３２

ページにかけましては、（１）職員１人当たり給与から、(８)その他の手当まで、給与

給料及び職員手当等の状況となってございます。 

以上が、給与費明細書関係でございます。続きまして、３３ページをごらん願いま

す。 

このページから３９ページにかけましては、財務諸表となってございます。こちら

も概要説明とさせていただきます。 

３３ページ及び３４ページは、令和８年度予定貸借対照表となってございます。 

３４ページ下段の、７剰余金（２）欠損金、ロの当年度純利益です。令和８年度当

初予算における収益的収入と支出の差し引き、１８万２，０００円を見込んでござい

ます。 

３５ページ及び３６ページは、令和７年度予定損益計算書となっております。 

３７ページ及び３８ページは、令和７年度予定貸借対照表となっております。いず

れも令和７年度の直近予算額を踏まえまして、作成してございます。 

続きまして、３９ページは、予定キャッシュ・フロー計算書です。令和８年度にお

ける病院事業会計の資金の流れを表しているものでございます。４０ページをお開き

願います。 

注記事項で、記載のとおりとなってございます。 

最後の４１ページは、企業債に関する調書で、令和８年度借り入れ予定の２件を含

む、全１４件の企業債の明細となっております。それでは、１ページにお戻り願いま

す。 

第２条、業務の予定量です。病床数は一般病床６０床とし、年間延べ患者数は入院

１万３，８７０人、外来１万７，８４８人、１日平均患者数は入院３８人、外来７４

人を見込んでおります。 

続きまして、第３条、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額につ

きましては、収入８億２，８５９万３，０００円、支出８億２，８４１万１，０００

円とし、収入と支出との差し引き１８万２，０００円の純利益を見込んでございます。

２ページをお開き願います。 

第４条、資本的収入及び支出です。資本的収入及び支出の予定額につきまして、収
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入１億８，７４６万８，０００円、支出２億２２３万６，０００円とし、収入と支出

との差し引きで不足する１，４７６万８，０００円を、損益勘定留保資金で補てんす

るものでございます。 

第５条、企業債です。医療機器購入事業に係る借入限度額を１，０８０万円、病院

設備整備に係る借入限度額を１億４，７３０万円とし、起債や償還の方法、利率など

を記載してございます。３ページをごらん願います。 

第６条、一時借入金の限度額を５，０００万円とします。 

第７条、議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費を５億２，６６５

万１，０００円、交際費を３０万円とするものです。 

第８条、たな卸資産の購入限度額を４，７３２万６，０００円とするものです。 

以上で、令和８年度病院事業会計予算の説明を終わります。 

続きまして、本日お配りしました資料の説明をさせていただきます。 

町立病院事務次長  先ほどお配りしました資料について御説明をさせていただき

ます。こちらにつきましては、令和８年度の予算に伴う繰入金等の内訳となってござ

います。上から順番に御説明をさせていただきます。 

まず、救急告示病院になるんですけれども、こちらにつきましては定額となってい

るんですけれども、右のほうに、内訳のところに赤文字で（９％）と書いてあるんで

すけれども、この項目と次の小児救急医療提供病院につきましては、国の地財計画の

中で、令和８年度単価を９％上げますということが、記載されておりましたので、去

年までの単価に９％乗せたものを計上してございます。３段目、企業債償還利息です

けれども、こちらは、企業債償還利息の３分の２を一般会計から充当するものでござ

います。その下、普通交付税ですけれど、こちらも単価によりまして判定されるもの、

単価等につきましては昨年と同額でございます。先ほど予算の説明にありましたとお

り、最大病床数というものが４４床から４０床に変わるものですから、その分減額と

なってございます。基礎年金拠出金につきましては、病院職員の給与を計算した上で

出る基礎年金拠出分になります。特別交付税の１番目不採算地区、こちらにつきまし

ても同じく単価掛ける最大病床数ということで、昨年の４４床から４床分減額となっ

ております。特別交付税の２、医師派遣ですけれども、こちらは出張医等の医師派遣

に係る旅費交通費相当分となっております。経営強化プランにつきましては、令和５

年３月に完成したものについて５０万円が手当てされるものです。児童手当につきま

しても、令和８年度支出見込み分を計上しております。医師確保対策につきましては、

こちらも同じく出張医等に関わる報酬等の部分がこちらになります。リハビリにつき

ましては、リハビリ担当職員の人件費から収入見込みを差し引いたものが充当される

ということで計上しております。資金不足、いわゆる基準外繰入ですけれども、こち

ら説明にありましたとおり、経営強化プランでは令和８年度１，０００万ということ

ですけれども、今年度は昨年と同額１，５００万ということで計上させていただいて

おります。その下、資本的収入の部分です。出資金としまして企業債償還元金、こち

らは償還元金の３分の２でございます。国保会計繰入金としましては、先ほど説明あ

りました病棟モニターシステムに係る国保の調整交付金分でございます。これらを含
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めまして、令和８年度町からの繰り入れとしまして、２億５，２９２万８，０００円。

令和７年度と比較しまして、３２０万７，０００円の減ということで当初予算に計上

をしております。 

説明は、以上となります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  昨年の課題として、入院患者の数が、引き続き８年度も課題かなというと

ころを感じているんですが、予算編成の概要では、入院患者３８人を見込んでいきた

いということですけれども、対策としてどのようなことを考えているのか、お伺いし

ます。 

町立病院事務次長  入院患者の確保につきましては、非常に厳しい状況にありまし

て、当院としましても課題と考えております。ただ、令和７年度ですけれども、かな

り厳しい状況ではあったんですけれども、直近の２月から入院患者が今増えておりま

して、直近の２月末でも３９名という実績がございました。そういったこともござい

まして、集患活動の中心となっております地域医療連携室で毎月院長含めて実施して

おります、集患ミーティングというものがございます。その中で今増えている要因は

何かということを検討されたそうですけれども、はっきりとした要因というのはなか

なか挙げられなかったんですけれども、転院の問い合わせの中で当院が回復期、在宅

復帰支援を行っている病院としまして、御紹介いただいているケースが多かったとい

うことを踏まえまして、地域医療連携室のスタッフが丁寧に地域やほかの医療機関の

声を聞いていただいたこと、それと入院患者を受け入れしまして、しっかりと質の高

い医療ケアを提供し、自宅などにお戻しできたこと、退院等に評価されたことが紹介

が増えているということにつながっているのではないかということになってござい

ます。ですので、今後もそういった地道な努力を引き続き積み上げていくということ

が重要ではないかということを考えてございます。なかなかすぐに結果が出るような

ものというのは難しいので、こういったことを丁寧にやっていくということが必要な

のかなと、院内ではそういったような考えでございます。以上です。 

星委員  回復期の患者さん等を、広域で情報共有しながら、受け入れていくという、

その積み重ねで何とか頑張っていただきたいなというところもあるんですが、目標、

本来は４２人ぐらいいてほしいなと。６０床ありますから、欲を言えば、もう少し確

保できれば、何とかいいなと思っているんですが、ただ、この３８人が仮にも満たな

い、なかなか３８人までも届かないといった場合の、またさらなる考えというか、う

まく流れに乗れないようなときはどうしていこうかなというところもあれば伺いた

いです。 

町立病院事務次長  まず、４２名というのが基本的に病院で採算ベースというのは

大体７０％以上の入院患者ということで、６０床に対する７０％ということで、強化

プランでも４２名という数字を挙げてございます。実際に、令和７年度におきまして

はかなり長い期間、２０人台という期間も長かったものですから、次年度、先ほど事

務長からの説明にありましたとおり、ちょっと４２名というのは現実的ではないかな

ということで、３８名という数字で予算を上げさせていただいております。３８名も
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決して簡単な数字ではないと現状から思っております。そういったことも踏まえまし

て、今後の病院の在り方の中で、７０％が採算ベースということもありまして、果た

して今の病床数が適正なのかどうかということも含めて、今院内で検討してございま

すので、それらも含めまして、先ほど事務長からもありましたとおり、令和７年度の

決算がある程度見えた時点で、その辺の方向性を皆さんにお示しできればなというこ

とで考えております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。単年度での目標とか改善対策というのは理解でき

ました。やはりすごく病床数も、今度単価が４０床でというように変わってきている

と、中長期的に見ると、今後のうちの病院の在り方もどうしていかないといけないの

かなというのを、考えていかなければいけない時期に入ってきたのかなと思うんです

が、病院で常に話し合う機会を設けて今後の方向性を先生方といろいろ検討している

そうですが、理事者の方々ともやはり定期的に、今後の方向性に向けた考え方の認識、

情報共有そういうものを、やはり合わせていかないといけないと思うのですが、それ

について考えを伺いたいと思います。 

町立病院事務長  御意見ありがとうございます。もちろんですね、町立病院の将来

的な方向性を検討するにあたっては、単に院内、医師を含めた院内での検討ばかりで

なくて、当然これまでも理事者に相談をしながら、あるいは状況報告させていただき

ながら協議検討させていただいておりますので、今後につきましても、同様の方向で

進めてまいりたいと考えております。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  医師４人体制になった段階で予約制にしていくというようなそういう

検討をしていくというような考え方が示されていたと思うんですけれども、やはり待

ち時間が長いですとか、いろいろあるので、こういう予約制を行うことによって、少

しでも患者数を増やしていくというような考え方というのは、今年検討していくので

しょうか。 

町立病院事務長  外来の予約制の件でございますけれども、西股委員おっしゃられ

たとおり、混雑緩和であったり、患者さんの待ち時間の短縮につながるといった、メ

リットがある一方ですね、やり方によっては、特定の医師に予約が集中してしまう可

能性であったり、直前の予約キャンセルといったデメリットといいますかそういった

面もあるのかなと思います。そういったことも含めまして、町立病院として、どのよ

うなやり方で外来の予約制、スタートしたらいいのか、医局の中で、ほかの医療機関

の事例も調査、検討してきたところでございます。先日改めて院長にその状況を確認

しましたところ、予約制の有効性をより高めるためには、例えば、医師を指名しない

やり方で、また、２診体制、診療枠が２つある時間帯であればどうかということを１

つの案として検討したところでございます。今後は、この案を踏まえまして、外来看

護師や我々事務も交えて、予約の方法など、より具体的な内容につきまして協議、検

討を進めたいということでございましたので、具体的にいつまでに協議、検討の結果

を出すというところまでは、ちょっと確認はできていませんけれども、そういったと

ころで御理解のほどよろしくお願いいたします。 
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西股委員  概要は分かったんですけれども、やはり早めにですね、そういうことに

取り組んでいただくことで、患者数の獲得につながってくるのかなと思いますので、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

それと、もう１つあったんですけれども、医療連携の中で、例えばほかの自治体の

病院との連携、こういうのというのは図られているんでしょうかというのがあるんで

すが、ちょっと違う観点のところから聞いているんですが、やはり訪問医療の関係で

も、できない自治体があって、違うところのほうに紹介しているんだというところも

あるでしょうし、入院患者もかなり多くなってきてあふれてきて、それもどこかに出

しているんだという自治体もあるわけなんですよね。ですから、そういうのをやはり

調査するなり何なりしながらやっていくと、やはり少しでも患者の獲得につながるの

かなと思いますので、その辺も、連携を自治体のところとやっているかどうかの確認

だけお願いします。 

町立病院事務長  自治体病院、公立の医療機関との公式な連携につきましては、今、

実はそれほど動きはないんですけれども、引き続き江別市立病院と連携をしてござい

ます。内容につきましては、主に子どもの画像診断にかかる業務、そちらを江別市立

病院のほうにお願いをさせていただいております。あと、それ以外の連携ですけれど

も、先ほど西股委員おっしゃられたような、例えば医師間同士、ドクター・トゥ・ド

クターというんですけれども、医師間同士で、例えばほかの公立病院、入院枠がいっ

ぱいで、南幌さん受けられないだろうかとか、あるいは、うちの病院では、より専門

的なちょっと治療が難しいとなった場合に、うちの病院から逆に専門的な治療をお願

いするという形で、患者さんのほうを紹介したりとか、そういうものもございますし、

あとは地域医療連携室レベルですね、こちらについては、実際、主に業務に携わって

いるのは、うちは師長、副師長とそして社会福祉士ですけれども、そういった窓口を

使いまして、入院患者さんのやり取りといいますか、そういったことも連携しながら

取り組んでいるところでございます。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ２点質問したいんですけれども、先ほど星委員のほうからも質問あった

んですけれども、将来的な町立病院の方向性というのを、前回全員協議会の中でもお

聞きしたんですけれども、院内で検討というかそういう話し合いはされているという

ことで、どういう状態なのかなということをもう少し詳しく聞きたいというのが１つ

です。 

それから、今回の予算の中で先ほど説明もありましたけれども、病院附帯設備整備

事業、ここにＬＥＤのこととかいろいろ説明されて、将来的な病院の方向性というこ

とを考えたときに、今、この事業が急がれるというか、この令和８年度でどうしても

しなければならないことなのか、ＬＥＤに関しては、今蛍光灯がもう使えなくなると

いうことでは理解はするんですが、それらも含めて今後、今ここに工事費を使って将

来的にというのは、何年後とか、そのようなめどがあるのか、それとも、今こういう

工事をして、持たせられるだけ持たせるという考えなのか、その辺の方向がちょっと

見えなくて、もやもやするところです。そこがどうなっているのかなということをち
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ょっと１点伺いたいです。 

それからもう１点は、先日の予算の衛生費の中でも質問したんですけれども、今、

夕張太のふれあい館が、外装工事始まるんですよね、令和８年度の予算の中で。地域

の方からそこで診療してほしいという要望が出ているわけではないんですけれども、

やはり町から離れていて、いろいろな施設がなくなって、そこに住んでいる町民がや

はり自分たちのいろいろなものがなくなっているということにすごく不安を抱えて

いるという実態は、懇談会の中でも出されています。それで、今医師が４名体制にな

ったことを有効活用して、例えば、出張診療とか、夕張太地域でそういうことができ

ないのかどうかというのを、医療に関わることなので、簡単にできるできないという

のは言えないのかもしれないんですけれども、そのような検討をすべきではないかな

と思うんですけれども、その辺についてちょっと伺いたいと思います。 

町立病院事務次長  １点目の将来的な在り方についてですけれども、まず院内でど

のような話し合いをしているかということですけれども、院内では、事務のほうであ

る程度を出しまして、それで経営会議というものがございまして、それは院長、副院

長、師長、副師長、それと事務長と私が入って、そういったことを話し合っているん

ですけれども、その中では、ある程度方向性といいますか、そういったものはまとま

っております。それを踏まえて、理事者とも協議を進めておりますが、それに伴って

決めないといけないことですとか、検討しないといけないことが多々あるものですか

ら、現在はっきりした、こういう方向性ですということはなかなか私の口からは難し

い場面ではあるんですけれども、設備関係がやはり４０年経っているということで、

建物自体はそこまで傷んではいないんですけれども、設備関係がかなり厳しい状況に

あるということです。大規模改修をするのか、建て替えをするのかというようなとこ

ろで、令和５年ぐらいからいろいろ検討を進めてきたところですけれども、院内に入

院患者さんおりますので、院内に患者さんを入れたままうまく改修を進めるという事

例がなかなか見つからなくて、やはり病院に患者さんを入れながら大規模改修という

のはかなり厳しいのかなという、今お話を中ではしております。そういった中で、も

し建て替えということになったとしても、１年、２年ですぐできるものではございま

せんので、ある程度やはり今の設備を何とかして持たせないといけないという部分で

あります。それも令和５年のときから、今直さないといけないものというものを業者

等から聞き取りしまして、項目を挙げていただいております。その中でも、やはり今

回のＬＥＤにつきましては先ほど事務長から説明ありましたとおり、蛍光管の問題が

ございます。空調につきましても、やはり中央監視装置という、メインの機械になる

ものですから、それにもし不調があると院内の空調、エアコン、温度関係を全部その

部屋ごとに手動でやらないといけないというような状況になりまして、正直それは現

実的には多分難しいよということも業者から言われてまして、これはやはりすぐにや

らないといけないということで、この２点につきましては、ぜひ令和８年度で実施さ

せていただきたいと考えてございます。これらのことを踏まえまして、何年後にどう

するんだということは、なかなか今の時点でははっきりとは言えませんけれども、先

ほど来御説明させていただいていますとおり、令和７年度の決算が見えた時点でです
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ね、ある程度をきちんとした方向性というものを皆さんにお示ししたいと思っており

ますので、もう少しお時間をいただければと思っております。改修については以上で

す。 

町立病院事務長  ２点目の夕張太地域における出張診療、いわゆる巡回診療という

ことになろうかと思いますけれども、仮にですけれども、そういった巡回診療所を開

設する場合、保健所への申請にあたりましては、保健所が求める安全管理体制の確保

や感染対策などを講じることは、当然でございまして、そこでどの程度、どういった

内容の治療を行うかにもよると思うんですけれども、スタッフの確保であったり、医

療機器の整備などが必要となろうかと思います。また、医師が薬の処方をしたとして

も、例えば、夕張太地域には調剤薬局がございませんので、今度その薬を患者さんが

どこで手に入れるのかといった副次的な課題も出てくるかと思います。そういったと

ころ、貴重な医療資源を最大限効果的に活用するという視点で考えると、夕張太に限

らずですけれども、地域におけるそういった巡回といいますか、出張といいますか、

巡回診療的な開設は難しいのかなと考えてございます。先ほど、新年度予算の説明の

中でも申し上げましたけれども、４月から午前の診療枠２つ増える予定となってござ

います。このことで、夕張太の方も含めまして、今まで以上に訪問診療が身近になる

と思いますので、患者さん御自身の町立病院への通院が難しい場合は、ぜひ当院、町

立病院まで御相談していただきたいと思います。 

あと、参考までに、厚生省のほうでそういった出張診療所的な巡回診療というんで

すけれども、それに対して２つの基本的な考えを示してございます。そのうちの１つ、

いわゆる無医地区、医師がいない地域における医療の確保や地域住民、特に必要とさ

れる、結核等の検診の実施を目的としたもので、巡回診療によらなければ困難である

こと、こういった状況でなければ、基本的にはそういった巡回診療というのは認めら

れないのかなというところですけれども、ここでいう無医地区の定義、こちらも示し

てございまして、全部で３つございます。まず、医療機関がない地域であること。２

つ目に、当該地区の中心から半径約４キロメートル以内に５０人以上が居住している

こと、ここまでは夕張太地域、該当になるのかなというところですが、３つ目に、容

易に医療機関を利用できない状況であることと示されてございます。これ具体的にど

ういうことかといいますと、定期交通機関がない。定期的なそういった公共交通機関

がない地域、または定期交通機関が少ない。これはどういったことかといいますと、

１日の運行が３往復以下、また、４往復以上であっても、医療機関までの移動時間が

１時間を超える場合となってございます。振り返って、夕張太地域を見ますと、ジェ

イ・アールバスございます。現在、減便が続いておりますけれども、１日６往復、そ

して南幌市街まで約２０分の距離となってございます。なので、厚生省が示すこの無

医地区の定義には、残念ながら夕張太地域は該当しないのかなといったところです。

参考までに、もう少し無医地区の状況を調べてみました。これも厚生省の調査ですけ

れども、２０２２年ですね、全国で５５７地区に無医地区があるそうです。そこにお

住まいの方は１２万人ということで、総人口からしますと、０．１％未満の方という

ことなので、なかなかこの要件であったりとか、厚労省が示しているものを見ますと、
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なかなか夕張太地域というのは、ここで言うところの無医地区には該当しないのかな

というところでございます。以上です。 

熊木委員  いろいろ調べてくださってありがとうございます。最初に、今、院内会

議、院長、副院長と協議をしているということで、そこには理事者も入って協議が始

まっているということですよね。それで、先ほど言われたように、病院をそのままあ

る程度持たせるのか、それとも患者さんがいるので建て替えてというような方向性と

いうのが、まだまだしばらくその方向性出すまでにかかるというようなことなのかな

と思うんですけれども、新しく建てるということになると、いろいろ資材も高騰して

いて、それにうまく使える起債ですとか何か有利な、そういうものというのを、探し

ながらきっとやるとは思うんですけれども、今の状況からいうと、やはり早く結論を

出していかないと駄目なのではないかなと思うんですよね。それで、今回の改修とい

うところでは、ＬＥＤのことは分かりましたし、空調設備についても替えないと駄目

だというところも分かって、それをすることで、今、入院患者さんとか外来に来られ

る患者さんが少しでも快適な形で診療を受けるということにつながるので、それはい

いと思います。ただ、やはりこの先どうなるのかということがはっきり見えない中で、

なかなか本当にこのままでいいのかなという思いはすごくあるので、これからも総務

委員会とかでも病院との懇談とかまた予定とかしているので、そういう中でも深めて

いきたいと思うんですけれども、それ以上は答えられないですもんね。 

それから夕張太のことに関しては、今いろいろ調べてくださって、厚生労働省のい

ろいろなこと、無医地区のこととかの説明は分かりました。それで、訪問診療も午前

もするということになったので、その訪問診療をちょっと広げるというか、巡回診療

みたく、例えば、大きな医療行為はできないとしても、告知をして、月に１回とか月

に２回とか、この何時に病院から医師が来ますといって、そこで血圧測定とかその健

康相談とか、そういうような形から進めるということができないのか、そういうとこ

ろから進めることによって、夕張太だけではないですけれども、市街から離れている

ところで、確かに距離的にはそんなに１時間もかかるとかということではないんです

けれども、やはり高齢化になっていて、日々不安を抱えているというところを少しで

も解消できるような形で、町がやっていくということが必要だろうなと思うんですよ

ね。そういう意味では、医師が４人体制になったということは大きな強みとして、そ

れを何とかすることによって、町民にも信頼されるというか、なくてはならない病院

だということにつながると思うので、その辺をもう少し何かできる方向のことを考え

てほしいなという思いです。要望も含めて、もし、先ほどの答弁のほかにあるのでし

たら、お願いします。 

町立病院事務次長  まず、院内会議ですけれども、院内会議はあくまで院内なので

理事者は入っていません。流れとしましては、院内会議で病院としての院長の方向性

を決めて、それをもって、我々事務のほうでまず町長、副町長にこういった考えであ

りますということを伝えて、そこで協議して、必要があれば当然院長も一緒に入って

説明をしていただくという形になりますので、院内会議はあくまで院内だけです。そ

れと、その結果をもって病院の方向性として、理事者と協議するという形です。協議



 １２８ 

の流れとしては。基本的に最終決定は当然町長になりますので。 

あと、先ほどの方向性の期限ということですけれども、先ほど来申し上げています

令和７年度の決算ですので、遅くとも今年の決算特別委員会の前には、決算当然数字

出ますので、そこで方向性が固まって、それまでにはお話はできるかなと思っていま

す。何年も先ということではなくて、それぐらいのスパンで考えております。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  今の熊木委員の質問に対して関連はしてくることですけれども、今病院

経営も結構厳しいというのはもう今に始まったことではないんですけれども、今回資

料として提示されました、このような形で病院会計やっていく上で一般会計からの繰

り入れというのは基準外繰り入れとして、当初１，０００万だったやつが今回５００

万プラスになったということで、そういう形でもやっていかなければ続かないという

話でしょうけれども、今、答弁の中でもありましたけれども、今後の見通しとしてど

のような形で捉えているのか。７年度決算ができてからの判断もあるかもしれません

けれども、今の段階でどのような形で捉えておられるのか、その辺りをお聞きしたい

と思います。 

町立病院事務次長  まず、繰り入れにつきましては、基本的には経営強化プランと

いうことで進んできたのですけれども、プランを策定したのは令和５年ですけれども、

それの想定をかなり上回る形で、物価、人件費の高騰、資材なんかも含めて上がって

きておりまして、当時とはかなり状況が変わってきているということもございます。

何とか令和６年度までは黒字経営ということだったんですけれども、令和７年度は今、

なかなか黒字は難しいかなという状況でございます。そういったことも含めまして、

令和８年度予算計上する上で、物価高騰の歳出の増もございます。それと入院患者が

なかなか難しいというところで歳入のほうも、より現実的なというところで財政当局

と協議しまして、令和８年度につきましては、一旦令和７年度と同額の１，５００万

ということで基準外繰り入れ、予算計上させていただいております。プランのほうで

は、８年度１，０００万で令和９年度には基準外繰入れをゼロということで、目標と

しているんですけれども、報道等でもございますとおり、当院も含めまして全国的に

医療機関の経営がかなり厳しいという状況がありまして、今後におきましては国の支

援策、当院の経営状況を見ながら、そういったことを判断していくことになるのかな

と。当然先ほど来申し上げていますとおり今後の在り方も含めて、そういったことを

検討する時期に来ていると思っております。ただ、町立病院は今、現金預金がかなり

４億、５億近くありますので、すぐに資金難に陥るですとかそういった状況ではござ

いませんので、何とかその資金で運営できている間に、将来的な有効な方法を定めて

いかなければというところで今いろいろ検討を進めているという状況でございます。 

石川委員  分かりました。国は病院を減らすというか統合させるというのが動きが

あるわけでして、それも早くから言われたことでありますけれども、やはり町のかか

りつけ医としての存在というのはやはり大きいことですし、我々利用者としても残っ

て欲しいのは重々感じているところではあるんですけれども、いかんせん、なかなか、

財政的にうまくいってないということが、分かります。例えば、診療報酬の見直しと
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か、これからするという形で国は言っていますし、人件費も変わっていけば幾らか好

転するということは期待したいところでありますけれども、今回また１億何千万の設

備投資をするというなこともありますので、さっきの熊木委員と同じような感じであ

るんですけれども、ある程度見据えた中で判断していただかなければ、余計な投資に

なったりだとかありましょうし、ベッド数減らすということはそれだけ国からの交付

金も減るというなこともありますから、なかなか行くのも大変、戻るも大変なことで

あると思うんですけれども、その辺り十分考えた中で進めていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  キャッシュレス決済の関係でお聞きしたいと思います。ある程度の期間

がたちまして、病院の会計のときに、キャッシュレス決済と現金の支払いの方との大

体の割合でいいんですけれども、どの程度の方が割合いるのか教えていただきたいの

と、また、どのようにＰＲしているのか、また、会計窓口ですぐキャッシュレスがで

きるよということが分かるような状態になっているのか、その辺をお聞きしたいと思

います。 

町立病院事務次長  キャッシュレス決済の利用状況ですけれども、昨年の９月から

２月まで６か月経過しまして、集計としましては、件数でいきますと８．７％になり

ます。金額ベースでいくと１３．８％がキャッシュレス決済という状況になってござ

います。 

周知方法につきましては、町のホームページ、それと会計窓口のほうにも、こうい

ったものが使えますよというものを張り出して、すぐ分かるような状況にはなってい

るかと思います。以上でございます。 

細川委員  ありがとうございます。まだまだ低いということですけれども、町内の

買物を見ていても、御老人の方とか、結構キャッシュレスでやっておられる方がおり

ますし、現金を用意してから病院行くとなると、老人の方も、あいるーとを使って無

駄に降りたりすることもありますので、何とかそういうことで、キャッシュレスやっ

ていますよということでなるべくＰＲもしていただいて、住民の方に利用しやすいよ

うにＰＲしていただきたいと思います。以上で終わります。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑は終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。説明員が退席するまで暫時休憩します。 

 

（午後 ２時１４分） 

（午後 ２時２１分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を始めます。 

理事者に対する総括質疑についてお諮りします。１１日から本日までの３日間にわ

たり、各説明員からの説明により、令和８年度一般会計予算、３特別会計予算及び２

事業会計並びに関連４議案の審査を行ってきたところであります。会計ごとの審査が
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終了しましたので、これにより、理事者に対する総括質疑についてお諮りします。初

めに、３日間の質疑の状況を事務局長が記録していますので、その中で説明員の答弁

漏れなどについて確認をいたします。 

議会事務局長  ３日間の審査の中で延べ５３名、９２件の質疑がございましたが、

質疑に対して適切に対応しており、答弁漏れは特になかったものと思います。以上で

す。 

家塚委員長  局長の報告のとおりと考えますが、特に理事者に質問すべき事項があ

るかどうかをお諮りします。（なしの声） 

なしと認めますので、理事者に対する総括質疑は行わないことに決定をいたします。 

次に、特別委員会としての意見について、特に付すべき事項があるかどうかをお諮

りします。（なしの声） 

意見は付さないとして報告することに異議ありませんか。（はいの声） 

御異議なしと認めます。よって意見は付さないことに決定をいたします。 

それでは、本特別委員会に付託されました、議案第９号から議案第１８号までの１

０議案の審査が終了しましたので、１０議案について、一括採決をいたします。 

採決は起立採決といたします。 

議案第 ９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例制定について 

議案第１０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１２号 南幌町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

制定について 

議案第１３号 令和８年度南幌町一般会計予算 

議案第１４号 令和８年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第１５号 令和８年度南幌町病院事業会計予算 

議案第１６号 令和８年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第１７号 令和８年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第１８号 令和８年度南幌町下水道事業会計予算 

以上、１０議案について賛成の委員の起立を求めます。 

（起立９名、着席０名） 

賛成起立全員であります。よって本１０議案は、原案のとおり可決すべきと決定を

いたしました。 

ただいまの採決のとおり、本委員会に審査付託された１０議案については、会議規

則第７７条の規定により、本日付けをもって全会一致により可決すべきものとして議

長に報告書を提出します。 

その他で、皆さんから何かあれば賜ります。（なしの声） 

それでは、以上で予算特別委員会の議事全てを終了いたしました。本日まで３日間、

委員各位の御協力をいただき、ありがとうございました。ただいまをもって予算審査

特別委員会を閉会いたします。 
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お疲れさまでした。 

（午後 ２時２３分） 

 


